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○特定調達契約に係る一般競争入札の公告 

さいたま市公告（調達）第４２号 

次のとおり特定調達契約に係る一般競争入札に付します。 
令和８年４月１５日 

さいたま市長 清 水 勇 人 
１ 競争入札に付する事項 

⑴ 件名 
さいたまシティスタット基盤ソフトウェア賃貸借 

⑵ 履行場所 
さいたま市浦和区常盤６－４－４ さいたま市都市戦略本部デジタル改革推進部 

⑶ 業務概要 
入札説明書のとおり 

⑷ 履行期間 
契約締結の日から令和１１年６月３０日まで 

２ 競争入札参加資格に関する事項 
本入札に参加を希望する者は、次の全ての要件を満たしていなければならない。 

⑴ 令和８年度さいたま市の特定調達契約に係る物品等の競争入札の参加資格に関する審査を受け、

業種表・営業品目一覧のうち、業種区分「販売」、営業品目（大分類）「ＯＡ機器・用品」内の営

業品目（小分類）「ソフトウェア」の資格を有すると認められた者であること。なお、令和７・８

年度さいたま市競争入札参加資格者名簿（物品等）（以下「名簿」という。）に同営業品目で登載

されている者については、この審査を受けたものとみなす。名簿に登載のない者（当該営業品目

について登載がない者を含む。）は、さいたま市財政局契約管理部契約課に所定の様式により、令

和８年４月２４日（金）までに資格審査の申請を行うこと。 

⑵ 次のいずれにも該当しない者であること。 

ア 特別な理由がある場合を除き、契約を締結する能力を有しない者、破産手続開始の決定を受

けて復権を得ない者及び暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律（平成３年法律第７

７号）第３２条第１項各号に掲げる者 

イ 地方自治法施行令（昭和２２年政令第１６号）第１６７条の４第２項の規定により、さいた

ま市の一般競争入札に参加させないこととされた者 

⑶ 本入札の公告日から入札日までの間、さいたま市物品購入等及び委託業務業者入札参加停止要

綱（平成１９年さいたま市制定）による入札参加停止の措置又はさいたま市の締結する契約から

の暴力団排除措置に関する要綱（平成１３年さいたま市制定）による入札参加除外の措置を受け

ている期間がない者であること。 

⑷ 入札日において、会社更生法（平成１４年法律第１５４号）に基づき更生手続開始の申立てが

なされている者でないこと。ただし、更生手続開始の決定がなされている者はこの限りでない。 

 ⑸ 入札日において、民事再生法（平成１１年法律第２２５号）に基づき再生手続開始の申立てが

なされている者でないこと。ただし、再生手続開始の決定がなされている者はこの限りでない。 

３ 入札説明書の交付 

本入札に参加を希望する者に対し、入札説明書を交付するものとする。 
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⑴ 交付場所 

さいたま市浦和区常盤６－４－４ さいたま市都市戦略本部デジタル改革推進部 

担当 データ・統計担当 電話 ０４８（８２９）１１１９ 

⑵ 交付期間 

公告の日から令和８年４月３０日（木）まで（さいたま市の休日を定める条例（平成１３年さ

いたま市条例第２号）第１条第１項に規定する休日（以下「休日」という。）を除く午前８時３０

分から午後５時１５分まで） 

⑶ 交付費用 

無償 

４ 競争入札参加申込兼資格確認申請書の提出 

本入札に参加を希望する者は、入札参加申込及び入札参加資格の確認審査（以下「確認審査」と

いう。）の申請を行わなければならない。名簿に登載されている者であっても、入札期日において確

認審査を受けていない者は、入札に参加する資格を有しない。 

⑴ 提出書類 

ア 競争入札参加申込兼資格確認申請書 

イ 入札説明書に定める書類 

⑵ 受付期間 

公告の日から令和８年４月３０日（木）まで（休日を除く午前８時３０分から午後５時１５分

まで） 

⑶ 受付場所 

３⑴に同じ 

⑷ 提出方法 

持参又は郵送 

 ⑸ 郵送による場合の提出書類の送付先 

   〒３３０－９５８８ さいたま市浦和区常盤６－４－４ さいたま市都市戦略本部デジタル改 

革推進部 データ・統計担当 

５ 競争入札参加資格確認結果通知書の交付 

確認審査終了後、競争入札参加資格確認結果通知書を交付するものとする。 

⑴ 交付方法 

全て郵送とする。 

⑵ 交付日時 

令和８年５月１２日（火）までに交付するものとする。 

６ 入札手続等 

⑴ 入札方法 

総価で行う。なお、落札決定に当たっては、入札書に記載された金額に当該金額の１００分の

１０に相当する額を加算した金額（当該金額に１円未満の端数があるときは、その端数金額を切

り捨てるものとする。）をもって落札価格とするので、入札者は、消費税及び地方消費税に係る課

税事業者であるか免税事業者であるかを問わず、見積もった金額の１１０分の１００に相当する

金額を入札書に記載すること。 
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⑵ 郵送による場合の入札書の受領期限及び送付先 

ア 受領期限 

令和８年５月２１日（木）書留郵便（簡易書留郵便を含む。）により提出すること。 

イ 送付先 

４⑸に同じ 

⑶ 入札の日時及び場所 

ア 日時 

令和８年５月２５日（月）午前１１時００分 

イ 場所 

さいたま市浦和区常盤６－４－４ さいたま市役所地下第１会議室 

⑷ 入札保証金 

見積もった金額の１００分の５以上を納付すること。ただし、さいたま市契約規則（平成１３

年さいたま市規則第６６号）第９条の規定に該当する場合は、免除とする。 

⑸ 開札の日時及び場所 

ア 日時 

令和８年５月２５日（月）入札終了後、直ちに行う。 

イ 場所 

６⑶イに同じ 

⑹ 落札者の決定方法 

さいたま市契約規則第１１条第１項及び第２項の規定に基づいて作成した予定価格の制限の範

囲内で最低の価格をもって有効な入札を行った者を落札者とする。 

⑺ 入札の無効 

さいたま市特定調達契約に係る競争入札参加者心得（平成１５年さいたま市制定）第１７条に

該当する入札は無効とする。 

⑻ 入札事務を担当する課 

さいたま市浦和区常盤６－４－４ さいたま市都市戦略本部都市経営戦略部 

電話 ０４８（８２９）１０３３ ＦＡＸ ０４８（８２９）１９９７ 

⑼ 業務を担当する課 

さいたま市浦和区常盤６－４－４ さいたま市都市戦略本部デジタル改革推進部 

電話 ０４８（８２９）１１１９ ＦＡＸ ０４８（８２９）１９８５ 

７ 契約手続等 

⑴ 契約保証金 

契約金額の１００分の１０以上を納付すること。ただし、さいたま市契約規則第３０条の規定

に該当する場合は、免除とする。 

⑵ 契約書作成の要否 

要 

⑶ 議決の要否 

否 

８ その他 
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⑴ この特定調達契約において使用する言語及び通貨は、日本語及び日本国通貨に限る。 

⑵ 名簿に登載のない者でこの入札に参加しようとする者の資格審査申請書類の配布、申請方法、

受付場所及び受付期間 

ア 名簿に登載のない者の資格審査申請書類の配布 

さいたま市ホームページからダウンロードできる。 

https://www.city.saitama.lg.jp/005/001/017/010/005/p015031.html 

イ 申請方法 

  さいたま市電子申請・届出サービスを利用した電子申請とする。 

ウ 受付場所 

さいたま市浦和区常盤６－４－４ さいたま市財政局契約管理部契約課 

電話 ０４８（８２９）１１７９ ＦＡＸ ０４８（８２９）１９８６ 

エ 受付期間 

公告の日から令和８年４月２４日（金）まで 

⑶ 契約条項等は、さいたま市都市戦略本部デジタル改革推進部及びホームページにおいて閲覧で

きる。 

https://www.city.saitama.lg.jp/005/001/017/009/index.html 

⑷ 詳細は、入札説明書による。 

９ Summary 

⑴ Contract for tender: 

Saitama CityStat platform software license 

⑵ Date and time of tender: 

May 25, 2026, 11:00 a.m. 

⑶ Contact point for the notice: 

Department of Digital Reform Promotion, City Strategy Headquarters, Saitama City 

    6-4-4 Tokiwa, Urawa Ward, Saitama City, Saitama Prefecture 330-9588, Japan 

    Tel: 048-829-1119  

 

さいたま市公告（調達）第４３号 

次のとおり特定調達契約に係る一般競争入札に付します。 
令和８年４月１５日 

さいたま市長 清 水 勇 人 
１ 競争入札に付する事項 

⑴ 件名 
地下鉄７号線延伸事業に係る環境影響評価業務 

⑵ 履行場所 
さいたま市岩槻区内外 

⑶ 業務概要 
入札説明書のとおり 

⑷ 履行期間 

https://www.city.saitama.lg.jp/005/001/017/010/005/p015031.html
https://www.city.saitama.lg.jp/005/001/017/009/index.html
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契約締結の日から令和１１年３月２３日まで 
２ 競争入札参加資格に関する事項 

本入札に参加を希望する者は、次の全ての要件を満たしていなければならない。 
⑴ 令和８年度さいたま市の特定調達契約に係る設計・調査・測量の競争入札の参加資格に関する

審査を受け、業種「建設コンサルタント」、業務分類「建設環境（環境アセスメント又は環境管理、

環境整備に関する調査、計画若しくは設計）」の資格を有すると認められた者であること。なお、

令和７・８年度さいたま市競争入札参加資格者名簿（設計・調査・測量）（以下「名簿」という。）

に同業務分類で登載されている者については、この審査を受けたものとみなす。名簿に登載のな

い者（当該業務分類について登載がない者を含む。）は、さいたま市財政局契約管理部契約課に所

定の様式により、令和８年４月２０日（月）までに資格審査の申請を行うこと。 

⑵ 次のいずれにも該当しない者であること。 
ア 特別な理由がある場合を除き、契約を締結する能力を有しない者、破産手続開始の決定を受

けて復権を得ない者及び暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律（平成３年法律第７

７号）第３２条第１項各号に掲げる者 
イ 地方自治法施行令（昭和２２年政令第１６号）第１６７条の４第２項の規定により、さいた

ま市の一般競争入札に参加させないこととされた者 
⑶ 本入札の公告日から入札日までの間、さいたま市建設工事等請負業者入札参加停止要綱（平成

１３年さいたま市制定）又は、さいたま市物品購入等及び委託業務業者入札参加停止要綱（平成

１９年さいたま市制定）による入札参加停止の措置又はさいたま市の締結する契約からの暴力団

排除措置に関する要綱（平成１３年さいたま市制定）による入札参加除外の措置を受けている期

間がない者であること。 

⑷ 入札日において、会社更生法（平成１４年法律第１５４号）に基づき更生手続開始の申立てが

なされている者でないこと。ただし、更生手続開始の決定がなされている者はこの限りでない。 

 ⑸ 入札日において、民事再生法（平成１１年法律第２２５号）に基づき再生手続開始の申立てが

なされている者でないこと。ただし、再生手続開始の決定がなされている者はこの限りでない。 

⑹ 平成２８年４月１日以降に、鉄道事業に係る環境影響評価業務（条例又は法対象事業、調査計

画書（方法書）から評価書までの一連の業務、一括業務であるか分割業務であるかは問わない）

の実績を有していること。 
⑺ 以下の要件を全て満たす現場責任者、技術管理者を配置できること。なお、配置する技術者は、

直接的かつ恒常的な雇用関係にある者とし、現場責任者と技術管理者は兼ねることはできない。 
ア 技術士法（昭和５８年法律第２５号）に定める技術士（建設部門：建設環境、環境部門：環

境影響評価、総合技術監理部門：建設－建設環境、環境－環境影響評価）の資格のうちいずれ

かを有する。 
イ 上記⑹に定める実績要件に該当する業務に従事した実績を有する。 

⑻ 本業務の成果の品質を確保するため、次の全ての認証を取得していること。 
 ア 品質マネジメントシステム（ＩＳＯ９００１） 
 イ 環境マネジメントシステム（ＩＳＯ１４００１） 

３ 入札手続の方法 
本入札は、さいたま市建設工事等電子入札運用基準（令和７年さいたま市制定）に基づき、入札
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手続を埼玉県電子入札共同システム（以下「電子入札システム」という。）により行う。電子入札シ

ステムで利用可能な電子証明書（ＩＣカード）を取得し、電子入札システムの利用者登録が完了し

ている者は、電子入札システムにより入札参加を行うこと。 
４ 入札説明書の交付 

さいたま市ホームページ及び埼玉県入札情報公開システムに掲載する。 
⑴ 交付期間 

公告の日から令和８年６月１７日（水）まで（さいたま市の休日を定める条例（平成１３年さ

いたま市条例第２号）第１条第１項に規定する休日（以下「休日」という。）を除く午前８時３０

分から午後５時１５分まで） 
⑵ 交付費用 

無償 
５ 競争入札参加申込兼資格確認申請書の提出 

本入札に参加を希望する者は、入札参加申込及び入札参加資格の確認審査（以下「確認審査」と

いう。）の申請を行わなければならない。名簿に登載されている者であっても、入札期日において確

認審査を受けていない者は、入札に参加する資格を有しない。 
⑴ 提出書類及び提出方法 

入札説明書に記載のとおりとする。 
⑵ 受付期間 

公告の日から令和８年５月７日（木）午後５時１５分まで（持参による提出の場合は、休日を

除く午前８時３０分から午後５時１５分まで） 
６ 競争入札参加資格確認結果通知書の交付 

確認審査終了後、競争入札参加資格確認結果通知書を電子入札システムにより交付するものとす

る。なお、電子入札システムにより通知できない者にあっては、次のとおり交付するものとする。 
⑴ 交付場所 

さいたま市浦和区常盤６－４－４ さいたま市都市戦略本部未来都市推進部 

担当 鉄道戦略担当 電話 ０４８（８２９）１８７３ 
⑵ 交付日時 

令和８年５月１８日（月）午前８時３０分から午後５時１５分まで 

（電子入札システムにおいては同日午前中に交付予定） 
⑶ その他 

電子入札システムにより通知できない者で、郵送希望者については、５の書類提出時において

返信用封筒に１１０円分の切手を貼付し、申し出た場合のみ受け付けるものとする。 
７ 入札手続等 

⑴ 入札方法 
総価で行う。なお、落札決定に当たっては、入札書に記載された金額に当該金額の１００分の

１０に相当する額を加算した金額（当該金額に１円未満の端数があるときは、その端数金額を切

り捨てるものとする。）をもって落札価格とするので、入札者は、消費税及び地方消費税に係る課

税事業者であるか免税事業者であるかを問わず、見積もった金額の１１０分の１００に相当する

金額を入札書に記載すること。 
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⑵ 入札書の提出方法及び提出期間等 
ア 提出方法 

原則として電子入札システムにより行うこと。なお、入札に参加を希望する者が電子入札シ

ステムにより入札参加を行うことができない場合は、郵送による紙での入札を受け付ける。 
イ 提出期間 

令和８年６月１日（月）午前８時３０分から令和８年６月９日（火）午後５時００分まで 
ウ 郵送の場合の提出期限 

令和８年６月５日（金）必着（一般書留郵便又は簡易書留郵便等により提出すること。） 
エ 郵送による場合の入札書の提出先 

〒３３０－９５８８ さいたま市浦和区常盤６－４－４ さいたま市都市戦略本部未来都市

推進部 
⑶ 入札保証金 

見積もった金額の１００分の５以上を納付すること。ただし、さいたま市契約規則（平成１３

年さいたま市規則第６６号）第９条の規定に該当する場合は、免除とする。 
⑷ 開札日及び場所 

ア 日時 
令和８年６月１０日（水）午前１０時００分 

イ 場所 
さいたま市浦和区常盤６－４－４ さいたま市都市戦略本部都市経営戦略部 

 ⑸ スライド条項 
   本契約は、複数年にわたる業務委託契約におけるスライド条項（賃金及び物価の変動に基づく

契約金額の変更）を適用する契約である。 
⑹ 落札者の決定方法 

さいたま市契約規則第１１条第１項及び第２項の規定に基づいて作成した予定価格の制限の範

囲内で最低の価格をもって有効な入札を行った者を落札者とする。 
⑺ 入札の無効 

さいたま市特定調達契約に係る競争入札参加者心得（平成１５年さいたま市制定）第１７条に

該当する入札は無効とする。 

⑻ 入札事務を担当する課 
さいたま市浦和区常盤６－４－４ さいたま市都市戦略本部都市経営戦略部 
電話 ０４８（８２９）１０３３ ＦＡＸ ０４８（８２９）１９９７ 

⑼ 業務を担当する課 
さいたま市浦和区常盤６－４－４ さいたま市都市戦略本部未来都市推進部 
電話 ０４８（８２９）１８７３ ＦＡＸ ０４８（８２９）１９９７ 

８ 契約手続等 
⑴ 契約保証金 

契約金額の１００分の１０以上を納付すること。ただし、さいたま市契約規則第３０条の規定

に該当する場合は、免除とする。 
⑵ 契約書作成の要否 
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要 
⑶ 議決の要否 

否 
９ その他 

⑴ この特定調達契約において使用する言語及び通貨は、日本語及び日本国通貨に限る。 
⑵ 名簿に登載のない者でこの入札に参加しようとする者の資格審査申請書類の配布、申請方法、

受付場所及び受付期間 
ア 名簿に登載のない者の資格審査申請書類の配布 

さいたま市ホームページからダウンロードできる。 

https://www.city.saitama.lg.jp/005/001/017/010/005/p015031.html 

イ 申請方法 

  さいたま市電子申請・届出サービスを利用した電子申請とする。 

ウ 受付場所 

さいたま市浦和区常盤６－４－４ さいたま市財政局契約管理部契約課 

電話 ０４８（８２９）１１７９ ＦＡＸ ０４８（８２９）１９８６ 

エ 受付期間 

公告の日から令和８年４月２０日（月）まで 

⑶ 契約条項等は、さいたま市都市戦略本部未来都市推進部及びホームページにおいて閲覧できる。 

https://www.city.saitama.lg.jp/005/001/017/009/index.html 

⑷ 詳細は、入札説明書による。 

１０ Summary 

⑴ Contract for tender: 

  Environmental impact evaluation work in relation to the extension of subway line 7 

⑵ Date and time of tender: 

  From June 1, 2026, 8:30 a.m. to June 9, 2026, 5:00 p.m. 

⑶ Date and time of bid opening: 

  June 10, 2026 10:00 a.m. 

⑷ Contact point for the notice: 

  Department of Futuristic City Promotion, City Strategy Headquarters, Saitama City 

6-4-4, Tokiwa, Urawa Ward, Saitama City, Saitama Prefecture 330-9588, Japan 

Tel: 048-829-1873 

 

さいたま市公告（調達）第４４号 

地方公共団体の物品等又は特定役務の調達手続の特例を定める政令（平成７年政令第３７２号）の

適用を受ける調達契約に係る一般競争入札を実施するので、さいたま市物品等又は特定役務の調達手

続の特例を定める規則（平成１５年さいたま市規則第１３２号）第５条の規定により、次のとおり公

告する。 

令和８年４月１５日 

さいたま市長 清 水 勇 人 

https://www.city.saitama.lg.jp/005/001/017/010/005/p015031.html
https://www.city.saitama.lg.jp/005/001/017/009/index.html
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１ 競争入札に付する事項 

⑴ 契約整理番号 

０８－５２０８－１ 

⑵ 工事名 

（仮称）さいたま市立武蔵浦和駅周辺地区義務教育学校整備（建築）工事 

⑶ 工事場所 

   さいたま市南区沼影２－７－３５外 

⑷ 工事期間 

議会の議決を得たる日から令和１１年１２月７日まで 

⑸ 工事概要 

   新築工事 延べ面積３５，１８８．６８㎡ ＲＣ造一部Ｓ造 地上５階建て 

⑹ 予定価格 

本工事は、入札参加希望者から見積りの提出を求める「見積活用方式（試行）」の対象工事であ

る。妥当性が確認できた見積価格を参考に予定価格を作成し、令和８年６月１０日（水）の午前

９時から午後４時までの間にさいたま市ホームページに掲載する。 

https://www.city.saitama.lg.jp/005/001/017/006/001/p128585.html 

⑺ 調査基準価格 

設定する（失格基準なし）。 

⑻ 本工事は、建設業法（昭和２４年法律第１００号）第２６条第３項第２号の規定の適用を受け

る監理技術者の配置を認めない。 

⑼ 本工事は、「さいたま市営繕工事における週休２日促進工事（完全週休２日（土日）Ⅰ型）」の

対象案件である。 

⑽ 本工事は、入札時積算数量書活用方式の対象工事である。詳細は「さいたま市営繕工事におけ

る入札時積算数量書活用方式試行要領」を参照すること。 

⑾ 本工事は、「建設キャリアアップシステム活用モデル工事」である。 

⑿ 本工事は、「建設工事の遠隔臨場に関する試行対象工事（発注者指定型）」の対象案件である。 

⒀ 本工事は、「情報共有システム活用」の対象案件である。 

⒁ 本工事は、「入札時ＶＥ方式」の試行対象工事である。詳細は「さいたま市入札時ＶＥ試行要綱」

及び「（仮称）さいたま市立武蔵浦和駅周辺地区義務教育学校整備（建築）工事入札時ＶＥ説明書」

を参照すること。 

⒂ 本工事は契約後、契約締結日の単価に変更するための協議を請求することができる。 

⒃ 本工事は労務費ダンピング調査の対象工事である。入札金額見積内訳書に記載した直接工事費

が一定水準を下回った場合、開札後速やかにその理由の確認を行う。 

ア 理由の確認方法 

書面 

イ その他 

調査対象は、落札者のみで、別途連絡する。書面の提出を行わない場合や理由を回答しない

場合には、入札に関する条件に違反した入札として無効とする場合がある。 

２ 入札参加資格 

https://www.city.saitama.lg.jp/005/001/017/006/001/p128585.html
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本工事の入札に参加できるのは、次の⑴から⑾までの要件を満たす構成員により結成された２者

又は３者による特定共同企業体とし、その結成方法は、⑿によるものとする。 

⑴ 令和８年度さいたま市の特定調達契約に係る建設工事の競争入札の参加資格に関する審査を受

け、業種「建築工事業」の資格を有すると認められた者であること。なお、令和７・８年度さい

たま市競争入札参加資格者名簿（建設工事）（以下「名簿」という。）に同業種で登載されている

者については、この審査を受けたものとみなす。名簿に登載のない者（当該業種について登載が

ない者を含む。）は、さいたま市財政局契約管理部契約課に所定の様式により、令和８年５月２６

日（火）までに資格審査の申請を行うこと。 

⑵ 次のいずれにも該当しない者であること。 

ア 特別な理由がある場合を除き、契約を締結する能力を有しない者、破産手続開始の決定を受

けて復権を得ない者及び暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律（平成３年法律第７

７号）第３２条第１項各号に掲げる者 

イ 地方自治法施行令（昭和２２年政令第１６号）第１６７条の４第２項の規定により、さいた

ま市の一般競争入札に参加させないこととされた者 

 ⑶ 本入札の公告日から開札日までの間、さいたま市建設工事等請負業者入札参加停止要綱（平成

１３年さいたま市制定）による入札参加停止の措置又はさいたま市の締結する契約からの暴力団

排除措置に関する要綱（平成１３年さいたま市制定）による入札参加除外の措置を受けている期

間がない者であること。 

⑷ 入札参加資格の確認申請の日から開札日までの間、会社更生法（平成１４年法律第１５４号）

に基づき更生手続開始の申立てをしていない者若しくは更生手続開始の決定がされた者又は民事

再生法（平成１１年法律第２２５号）による再生手続開始の申立てをしていない者若しくは再生

手続開始の決定がされた者であること。ただし、会社更生法の規定による更生手続開始の決定を

された者又は民事再生法の規定による再生手続開始の決定をされた者については、開札日におい

て、別に定める競争入札参加資格の再審査を受け、当該再審査の結果、名簿に登載されている者

に限る。 

⑸ 本入札の公告日において、健康保険法（大正１１年法律第７０号）による健康保険、厚生年金

保険法（昭和２９年法律第１１５号）による厚生年金及び雇用保険法（昭和４９年法律第１１６

号）による雇用保険（以下「社会保険等」という。）に、事業主として加入している者であること。

ただし、社会保険等の全部又は一部について法令で適用が除外されている者はこの限りでない。 
⑹ 入札参加資格の確認申請の日において、建築一式工事に係る建設業法による特定建設業の許可

を受けている者であること。 

⑺ 本入札の公告日から令和８年９月３日（木）までの期間において、同一入札に参加しようとす

る者の間に資本関係又は人的関係がない者であること。 

⑻ 本入札の公告日から落札者決定までの期間において、国、都道府県及び埼玉県内市町村から工

事成績不良の事由による入札参加停止の措置を２回以上受けていない者であること。 

⑼ 代表構成員となる者は、次の全ての要件を満たす者であること。 

 ア 入札参加資格の確認申請の日において、有効かつ最新の経営規模等評価結果通知書・総合評

定値通知書における総合評定値が、建築一式工事について１，２００点以上であること。ただ

し、２⑷の手続開始の決定がされた者は、手続開始決定日以降の審査基準日のものとする。 
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イ 本公告日において、平成２８年度以降に、１棟の延べ面積１２，０００㎡以上で、地上５階

建て以上の建物の新築、増築又は改築工事（ただし、増築又は改築工事にあたっては、当該増

築又は改築部分について延べ面積１２,０００㎡以上であること。）を、元請として完成させた

実績があること（ただし、共同企業体の構成員としての実績の場合は、出資比率が２０％以上

のものに限る。）。 

ウ 次の要件を満たす監理技術者を専任で施工現場に配置することができること。 

(ア) 建設業法における建築工事に係る監理技術者資格者証を有する者かつ監理技術者講習を受

けている者であること。 

(イ) 入札参加資格の確認申請の日以前に恒常的に３か月以上の雇用関係にある者であること。 

⑽ 代表構成員以外の構成員となる者は、次の全ての要件を満たす者であること。 

ア 入札参加資格の確認申請の日において、有効かつ最新の経営規模等評価結果通知書・総合評

定値通知書における総合評定値が、建築一式工事について９５０点以上であること。ただし、

２⑷の手続開始の決定がされた者は、手続開始決定日以降の審査基準日のものとする。 

イ 次の条件を満たす主任技術者を専任で施工現場に配置することができること。 

(ア) 建設業法における建築工事に係る主任技術者の資格を有している者であること。 

(イ) 入札参加資格の確認申請の日以前に恒常的に３か月以上の雇用関係にある者であること。 

 ⑾ 官公需適格組合については、経営規模等評価結果通知書・総合評定値通知書の総合数値を、令

和７年さいたま市告示第４８６号の３⑴に定める算出方法の特例により算出した客観点数に読み

替えて算定できるものとする。 

 ⑿ 特定共同企業体の結成方法 

ア ２者又は３者による自主結成とする。 

イ 構成員の出資比率は、２者による特定共同企業体の場合は３０％以上、３者による特定共同

企業体の場合は２０％以上とし、代表構成員の出資比率は、構成員中最大とする。 

ウ 事業協同組合とその組合員は、同一の特定共同企業体の構成員として本工事の入札に参加す

ることはできない。 

エ １者が複数の特定共同企業体の構成員として本工事の入札に参加することはできない。 

３ 入札手続の方法 

本入札は、さいたま市電子入札運用基準（平成１８年さいたま市制定）に基づき、入札手続を埼

玉県電子入札共同システム（以下「電子入札システム」という。）により行う。電子入札コアシステ

ムによる電子入札に参加した実績を有する者は、電子入札システムにより入札参加を行うこと。 

４ 入札説明書の交付等 

さいたま市ホームページ及び入札情報公開システムに掲載する。 

５ 入札参加資格の確認 

本入札に参加を希望する者は、次により、入札参加資格の有無の確認を受けなければならない。

ただし、明らかに入札参加資格がないと認められるときは、書類を受理しない。また、受理した書

類等の返却は行わない。 

⑴ 提出書類 

  入札説明書に記載のとおりとする。 

また、電子入札システムを利用できない場合は、紙入札方式参加申請書とともに書面により提
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出すること。 

⑵ 提出先 

さいたま市浦和区常盤６－４－４ さいたま市財政局契約管理部契約課 

担当 工事契約第１係 電話 ０４８（８２９）１１８０ 

⑶ 提出期間 

令和８年４月２３日（木）から令和８年５月２６日（火）まで（さいたま市の休日を定める条

例（平成１３年さいたま市条例第２号）第１条第１項に規定する休日（以下「休日」という。）を

除く午前９時から午後４時まで） 

⑷ 提出部数 

１部 

６ 入札参加資格の確認通知 

  入札参加資格の確認結果は、電子入札システムにより通知する。なお、電子入札システムにより

通知できない者にあっては、次のとおり交付するものとする。 

⑴ 交付場所 

５⑵に同じ 

⑵ 交付日時 

令和８年６月１０日（水）午前９時から午後４時まで 

⑶ その他 

入札参加資格がない旨の確認通知には、その理由を示す。また、通知を受けた者は、その理由

について、令和８年６月１０日（水）から令和８年６月１２日（金）（午前９時から午後５時まで）

までに５⑵に対し、書面又は口頭で説明を求めることができる。この場合、説明を求めた者に対

し、令和８年６月１７日（水）午後５時までに書面又は口頭により回答する。 

７ 見積活用方式（試行）について 

積算に反映させるための見積価格書及び根拠資料を次のとおり提出すること。なお、見積活用方

式（試行）の実施については、「営繕工事において入札参加者に見積りの提出を求め活用する方式「見

積活用方式（試行）」運用マニュアル」及び「見積価格書及び根拠資料に関する依頼書」による。 

⑴ 本工事の見積価格書の提出を求める項目を除いた直接工事費 

１０，３１５，０３４，８８７円（税抜） 

⑵ 提出書類 

「見積価格書及び根拠資料に関する依頼書」に記載のとおりとする。 

⑶ 提出方法 

郵送又は持参による。 

⑷ 提出先 

〒３３０－９５８８ さいたま市浦和区常盤６－４－４ さいたま市財政局契約管理部契約課 

工事契約第１係 

⑸ 提出期間 

令和８年４月２３日（木）午前９時から令和８年５月２６日（火）午後４時まで（持参の場合

は、休日を除く午前９時から午後４時まで。郵送の場合は、提出期間内必着とし、一般書留郵便

又は簡易書留郵便により提出すること。） 
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⑹ 採用見積価格等の交付場所 

５⑵に同じ 

⑺ 採用見積価格等の交付日時 

令和８年６月１０日（水）午前９時から午後４時まで 

８ 入札時ＶＥ方式について 

入札時ＶＥ方式については次のとおりである。なお、入札時ＶＥ方式の実施については、「さいた

ま市入札時ＶＥ試行要綱」及び「（仮称）さいたま市立武蔵浦和駅周辺地区義務教育学校整備（建築）

工事入札時ＶＥ説明書」による。 

⑴ 提出方法 

郵送又は持参による。 

⑵ 提出先 

７⑷に同じ 

⑶ 提出期間 

令和８年６月１０日（水）午前９時から令和８年７月１０日（金）午後４時まで（持参の場合

は、休日を除く午前９時から午後４時まで。郵送の場合は、提出期間内必着とし、一般書留郵便

又は簡易書留郵便により提出すること。） 

９ ＶＥ提案採否結果の通知 

ＶＥ提案採否結果は次のとおり交付するものとする。 

⑴ 交付場所 

５⑵に同じ 

⑵ 交付日時 

令和８年８月１０日（月）午前９時から午後４時まで 

⑶ その他 

ＶＥ提案が採用されない旨のＶＥ提案採否結果の通知には、その理由を示す。また、通知を受

けた者は、その理由について、令和８年８月１０日（月）から令和８年８月２０日（木）（午前９

時から午後５時まで）までに５⑵に対し、書面で説明を求めることができる。この場合、説明を

求めた者に対し、令和８年８月２７日（木）午後５時までに書面により回答する。 

１０ 入札書の提出方法 

   入札書の提出方法は次のとおりとする。なお、変更する場合は、別途通知する。 

 ⑴ 提出方法 

   原則として電子入札システムにより行うこと。なお、入札に参加を希望する者が電子入札シス

テムにより入札参加を行うことができない場合は、郵送又は持参による紙での入札を受け付ける。 

 ⑵ 提出期間 

令和８年９月１日（火）午前９時から令和８年９月３日（木）午後５時まで（持参の場合は、

休日を除く午前９時から午後５時まで。郵送の場合は、提出期間内必着とし、一般書留郵便又は

簡易書留郵便により提出すること。） 

 ⑶ 郵送又は持参による場合の入札書の提出先 

  ７⑷に同じ 

１１ 開札の日時及び場所 
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⑴ 日時 

令和８年９月４日（金）午後１時３０分 

⑵ 場所 

さいたま市浦和区常盤６－４－４ さいたま市役所西会議棟１階第１入札室 

１２ 落札者の決定方法 

さいたま市契約規則（平成１３年さいたま市規則第６６号）第１１条第１項及び第２項の規定

に基づいて作成した予定価格の制限の範囲内で最低の価格をもって有効な入札を行った者を落札

者とする。ただし、当該入札価格によっては、当該入札者により契約の内容に適合した履行がさ

れないおそれがあると認められるときは、予定価格の範囲内をもって入札した他の者のうち、最

低の価格をもって有効な入札を行った者を落札者とすることがある。 

１３ 入札保証金 

免除する。 

１４ 入札の無効 

次のいずれかに該当する入札は、無効とする。 

 ⑴ 入札に参加する資格のない者のした入札 

 ⑵ 電子証明書を不正に使用した者がした入札 

 ⑶ 電報、電話及びファクシミリにより入札書を提出した者がした入札 

 ⑷ 不備のある入札金額見積内訳書を提出した者がした入札 

 ⑸ 談合その他不正行為があったと認められる入札 

 ⑹ 虚偽の一般競争入札参加資格等確認申請書類を提出した者がした入札 

 ⑺ 予定価格を超えた金額による入札 

 ⑻ 郵送又は持参による入札の場合において、次に掲げる入札をした者がした入札 

  ア 入札者の押印のない入札書による入札 

  イ 金額を訂正した入札書による入札 

  ウ 記載事項を訂正した場合において、その箇所に押印のない入札書による入札 

  エ 押印された印影が明らかでない入札書による入札 

  オ 記載すべき事項の記入のない入札書又は記入した事項が明らかでない入札書による入札 

  カ 代理人で委任状を提出しない者がした入札 

  キ 他人の代理を兼ねた者がした入札 

  ク ２以上の入札書を提出した者がした入札又は２者以上の代理をした者がした入札 

  ケ 入札書が指定の日時までに指定の場所に到着しなかった者の入札 

 ⑼ その他公告に示す事項に反した者がした入札 

１５ 契約保証金 

⑴ 落札者は、契約金額の１００分の１０以上（当該金額に１円未満の端数があるときは、その端

数金額を切り上げた金額）を納付又は次に掲げる有価証券等を担保として提出しなければならな

い。 

ア 政府の保証のある債券 

イ 銀行等（出資の受入れ、預り金及び金利等の取締りに関する法律（昭和２９年法律第１９５

号）第３条の金融機関をいう。以下同じ。）が振り出し、又は支払い保証した小切手 
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ウ 銀行等の保証証書 

エ 公共工事の前払金保証事業に関する法律（昭和２７年法律第１８４号）第２条第４項に規定

する保証事業会社の保証証書 

⑵ 次に掲げる者は、契約保証金の納付について免除する。 

ア 保険会社との間に市を被保険者とする履行保証保険契約を締結し、その保険証券を提出した

者 

イ 委託を受けた保険会社と工事履行保証契約を締結し、その履行保証証券を提出した者 

⑶ 契約保証金は、契約の履行後、受注者から請求書の提出を受けることにより、還付する。ただ

し、受注者がその責に帰すべき理由により契約上の義務を履行しないときの契約保証金は、還付

しない。 

１６ 支払条件 

⑴ 前金払 

当該会計年度における支払限度額の１０分の４以内とする。この場合において、１万円未満の

端数は切り捨てるものとする。 

⑵ 中間前金払 

契約締結時に中間前金払を選択することができる。中間前金払を選択したときの中間前払金の

額は、当該会計年度における支払限度額の１０分の２以内とする。この場合において、１万円未

満の端数は切り捨てるものとする。 

⑶ 部分払 

３か月ごとに出来形部分の１０分の９に相当する額を限度とする。ただし、中間前金払を選択

した場合においては、当該会計年度末に部分払を請求する場合を除き、部分払を請求することは

できない。 

１７ その他 

⑴ 名簿に登載のない者でこの入札に参加しようとする者の資格審査申請書類の配布、申請方法、

受付場所及び受付期間 

ア 名簿に登載のない者の資格審査申請書類の配布 

さいたま市ホームページからダウンロードできる。 

https://www.city.saitama.lg.jp/005/001/017/010/005/p015031.html 

イ 申請方法 

さいたま市電子申請・届出サービスを利用した電子申請とする。 

ウ 受付場所 

さいたま市浦和区常盤６－４－４ さいたま市財政局契約管理部契約課 

電話 ０４８（８２９）１１７９ ＦＡＸ ０４８（８２９）１９８６ 

エ 受付期間 

公告の日から令和８年５月２６日（火）まで 

 ⑵ 契約条項等は、さいたま市財政局契約管理部契約課及びホームページにおいて閲覧できる。 

   https://www.city.saitama.lg.jp/005/001/017/009/index.html 

 ⑶ 落札者は、５により確認を受けた配置予定の技術者を当該工事に専任で配置すること。 

 ⑷ 入札参加者は、入札後、この公告、設計図書等、現場等についての不明を理由として、異議を

https://www.city.saitama.lg.jp/005/001/017/010/005/p015031.html
https://www.city.saitama.lg.jp/005/001/017/009/index.html
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申し立てることはできない。 

 ⑸ 開札は、一般に公開するものとする。ただし、傍聴の申込者が多数の場合は、会場の規模に応

じ申込順により人数制限を行う。 

⑹ 議決の要否 

  要 

さいたま市議会の議決に付すべき契約及び財産の取得又は処分に関する条例（平成１３年さい

たま市条例第４８号）の定めるところにより、議会の議決に付さなければならない契約につき、

建設工事請負仮契約書を取りかわし、議会の議決後に本契約を締結する。 

⑺ 契約書作成の要否 

要 

契約書の作成にかかる費用は、落札者が負担するものとする。 

⑻ 契約手続等において使用する言語及び通貨 

日本語及び日本国通貨 

 ⑼ 落札者は、建設業法（昭和２４年法律第１００号）第２０条の２第２項の規定に基づき、工期

又は請負代金の額に影響を及ぼす事象が発生するおそれがあると認めるときは、落札決定から請

負契約を締結するまでに、さいたま市財政局契約管理部契約課に対して、その旨を当該事象の状

況の把握のため必要な情報と併せて通知すること。 

１８ 担当課 

⑴ 入札事務を担当する課 

さいたま市浦和区常盤６－４－４ さいたま市財政局契約管理部契約課 

電話 ０４８（８２９）１１８０ ＦＡＸ ０４８（８２９）１９８６ 

⑵ 工事を担当する課 

さいたま市浦和区常盤６－４－４ さいたま市建設局営繕部教育施設建築課 

電話 ０４８（８２９）１５２８ ＦＡＸ ０４８（８２９）１９８２ 

１９ Summary 

⑴ Contract for tender: 

Construction of a new municipal compulsory education school near Musashi-Urawa Station, 

Saitama City (temporary title) 

⑵  Date and time of tender: 

September 1, 2026, 9:00 a.m. to September 3, 2026, 5:00 p.m. 

⑶  Date and time of bid opening: 

September 4, 2026, 1:30 p.m. 

⑷  Contact point for the notice: 

Contract Division, Contract Management Department, Finance Bureau, Saitama City 

6-4-4 Tokiwa, Urawa Ward, Saitama City, Saitama Prefecture 330-9588, Japan 

Tel: 048-829-1180 

 

さいたま市公告（調達）第４５号 

次のとおり特定調達契約に係る一般競争入札に付します。 



19 

令和８年４月１５日 
さいたま市長 清 水 勇 人 

１ 競争入札に付する事項 
⑴ 件名 

消防ポンプ自動車 ２台 

⑵ 納入場所 

  さいたま市浦和区常盤６－１－２８ さいたま市消防局 

⑶ 特質等 
入札説明書及び仕様書のとおり 

⑷ 納入期限 
令和９年３月１２日 

２ 競争入札参加資格に関する事項 
本入札に参加を希望する者は、次の全ての要件を満たしていなければならない。 

⑴ 令和８年度さいたま市の特定調達契約に係る物品等の競争入札の参加資格に関する審査を受け、

業種表・営業品目一覧のうち、業種区分「販売」、営業品目「車輌・船舶・バイク・自転車」の資

格を有すると認められた者であること。なお、令和７・８年度さいたま市競争入札参加資格者名

簿（物品等）（以下「名簿」という。）に同営業品目で登載されている者については、この審査を

受けたものとみなす。名簿に登載のない者（当該営業品目について登載がない者を含む。）は、さ

いたま市財政局契約管理部契約課に所定の様式により、令和８年４月２８日（火）までに資格審

査の申請を行うこと。 
⑵ 次のいずれにも該当しない者であること。 

ア 特別な理由がある場合を除き、契約を締結する能力を有しない者、破産手続開始の決定を受

けて復権を得ない者及び暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律（平成３年法律第７

７号）第３２条第１項各号に掲げる者 
イ 地方自治法施行令（昭和２２年政令第１６号）第１６７条の４第２項の規定により、さいた

ま市の一般競争入札に参加させないこととされた者 
⑶ 本入札の公告日から開札日までの間、さいたま市物品購入等及び委託業務業者入札参加停止要

綱（平成１９年さいたま市制定）による入札参加停止の措置又はさいたま市の締結する契約から

の暴力団排除措置に関する要綱（平成１３年さいたま市制定）による入札参加除外の措置を受け

ている期間がない者であること。 

⑷ 開札日において、会社更生法（平成１４年法律第１５４号）に基づき更生手続開始の申立てが

なされている者でないこと。ただし、更生手続開始の決定がなされている者はこの限りでない。 

 ⑸ 開札日において、民事再生法（平成１１年法律第２２５号）に基づき再生手続開始の申立てが

なされている者でないこと。ただし、再生手続開始の決定がなされている者はこの限りでない。 

３ 入札手続の方法 
  本入札は、さいたま市物品調達等電子入札運用基準（令和７年さいたま市制定）に基づき、入札

手続を埼玉県電子入札共同システム（以下「電子入札システム」という。）により行う。電子入札シ

ステムで利用可能な電子証明書（ＩＣカード）を取得し、電子入札システムの利用者登録が完了し

ている者は、電子入札システムにより入札参加を行うこと。 
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４ 入札説明書の交付 
さいたま市ホームページ及び埼玉県入札情報公開システムに掲載する。 

⑴ 交付期間 
公告の日から令和８年５月１１日（月）まで 

⑵ 交付費用 

 無償 
５ 競争入札参加申込兼資格確認申請書の提出 

本入札に参加を希望する者は、入札参加申込及び入札参加資格の確認審査（以下「確認審査」と

いう。）の申請を行わなければならない。名簿に登載されている者であっても、入札期日において確

認審査を受けていない者は、入札に参加する資格を有しない。 
⑴ 提出書類 

入札説明書に記載のとおりとする。 

⑵ 受付期間 
公告の日から令和８年５月１１日（月）午後５時１５分まで 

６ 競争入札参加資格確認結果通知書の交付 
入札参加資格の確認結果は、電子入札システムにより通知する。なお、電子入札システムにより

通知できない者にあっては、次のとおり交付するものとする。 
⑴ 交付場所 

さいたま市浦和区常盤６－４－４ さいたま市財政局契約管理部調達課 

担当 物品契約係 電話 ０４８（８２９）１１８１ 
⑵ 交付日時 

令和８年５月１８日（月）及び令和８年５月１９日（火）午前８時３０分から午後５時１５分

まで 
⑶ その他 

郵送希望者については、５の書類提出時において返信用封筒に１１０円切手を貼付し、申し出

た場合のみ受け付けるものとする。 
７ 入札手続等 

⑴ 入札方法 
総価で行う。なお、落札決定に当たっては、入札書に記載された金額に当該金額の１００分の

１０に相当する額を加算した金額（当該金額に１円未満の端数があるときは、その端数金額を切

り捨てるものとする。）をもって落札価格とするので、入札者は、消費税及び地方消費税に係る課

税事業者であるか免税事業者であるかを問わず、見積もった金額の１１０分の１００に相当する

金額を入札書に記載すること。 
⑵ 入札書の提出方法及び提出期間 

ア 提出方法 
  原則として電子入札システムにより行うこと。なお、入札に参加を希望するものが電子入札

システムにより入札参加を行うことが出来ない場合は、郵送または持参による紙での入札を受

け付ける。 
イ 提出期間 
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    令和８年５月２２日（金）午前８時３０分から令和８年５月２６日（火）午後５時まで（持

参の場合は、さいたま市の休日を定める条例（平成１３年さいたま市条例第２号）第１条第１

項に規定する休日を除く午前８時３０分から午後５時１５分まで。郵送の場合は、提出期間内

必着とし、一般書留郵便又は簡易書留郵便により提出すること。） 
ウ 郵送又は持参による場合の入札書の提出先 

   〒３３０－９５８８ さいたま市浦和区常盤６－４－４ さいたま市財政局契約管理部調達

課 物品契約係 
⑶ 開札の日時及び場所 

ア 日時 
令和８年５月２７日（水）午後２時００分 

イ 場所 
さいたま市浦和区常盤６－４－４ さいたま市西会議棟１階第１入札室 

⑷ 入札保証金 
見積もった金額の１００分の５以上を納付すること。ただし、さいたま市契約規則（平成１３

年さいたま市規則第６６号）第９条の規定に該当する場合は、免除とする。 
⑸ 落札者の決定方法 

さいたま市契約規則第１１条第１項及び第２項の規定に基づいて作成した予定価格の制限の範

囲内で最低の価格をもって有効な入札を行った者を落札者とする。 
⑹ 入札の無効 

さいたま市特定調達契約に係る競争入札参加者心得（平成１５年さいたま市制定）第１６条に

該当する入札は無効とする。 

⑺ 契約事務を担当する課（問合せ先） 
さいたま市浦和区常盤６－４－４ さいたま市財政局契約管理部調達課 
電話 ０４８（８２９）１１８１ ＦＡＸ ０４８（８２９）１９８６ 

８ 契約手続等 
⑴ 契約保証金 

契約金額の１００分の１０以上を納付すること。ただし、さいたま市契約規則第３０条の規定

に該当する場合は、免除とする。 
⑵ 契約書作成の要否 

要 
⑶ 議決の要否 

要 
９ その他 

⑴ この特定調達契約において使用する言語及び通貨は、日本語及び日本国通貨に限る。 
⑵ 名簿に登載のない者でこの入札に参加しようとする者の資格審査申請書類の配布、申請方法、

受付場所及び受付期間 
ア 名簿に登載のない者の資格審査申請書類の配布 

さいたま市ホームページからダウンロードできる。 

https://www.city.saitama.lg.jp/005/001/017/010/005/p015031.html 

https://www.city.saitama.lg.jp/005/001/017/010/005/p015031.html
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イ 申請方法 

  さいたま市電子申請・届出サービスを利用した電子申請とする。 

ウ 受付場所 

さいたま市浦和区常盤６－４－４ さいたま市財政局契約管理部契約課 

電話 ０４８（８２９）１１７９ ＦＡＸ ０４８（８２９）１９８６ 

エ 受付期間 

公告の日から令和８年４月２８日（火）まで 

⑶ 契約条項等は、さいたま市財政局契約管理部調達課及びホームページにおいて閲覧できる。 

https://www.city.saitama.lg.jp/005/001/017/009/index.html 

⑷ 詳細は、入札説明書による。 

１０ Summary 

⑴ Contract for tender:  

Pumper Fire Truck，2 Units 

⑵ Date and time of tender: 

    From May 22, 2026, 8:30 a.m. to May 26, 2026, 5:00 p.m. 

⑶ Date and time of bid opening: 

   May 27, 2026, 2:00 p.m. 

⑷ Contact point for the notice: 

Procurement Division, Contract Management Department, Finance Bureau, Saitama City 

6-4-4, Tokiwa, Urawa Ward, Saitama City, Saitama Prefecture 330-9588, Japan 

Tel: 048-829-1181 

 

さいたま市公告（調達）第４６号 

次のとおり特定調達契約に係る一般競争入札に付します。 
令和８年４月１５日 

さいたま市長 清 水 勇 人 
１ 競争入札に付する事項 

⑴ 件名 
小型水槽付消防ポンプ自動車 ２台 

⑵ 納入場所 

  さいたま市浦和区常盤６－１－２８ さいたま市消防局 

⑶ 特質等 
入札説明書及び仕様書のとおり 

⑷ 納入期限 
令和９年３月１２日 

２ 競争入札参加資格に関する事項 
本入札に参加を希望する者は、次の全ての要件を満たしていなければならない。 

⑴ 令和８年度さいたま市の特定調達契約に係る物品等の競争入札の参加資格に関する審査を受け、

業種表・営業品目一覧のうち、業種区分「販売」、営業品目「車輌・船舶・バイク・自転車」の資

https://www.city.saitama.lg.jp/005/001/017/009/index.html
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格を有すると認められた者であること。なお、令和７・８年度さいたま市競争入札参加資格者名

簿（物品等）（以下「名簿」という。）に同営業品目で登載されている者については、この審査を

受けたものとみなす。名簿に登載のない者（当該営業品目について登載がない者を含む。）は、さ

いたま市財政局契約管理部契約課に所定の様式により、令和８年４月２８日（火）までに資格審

査の申請を行うこと。 
⑵ 次のいずれにも該当しない者であること。 

ア 特別な理由がある場合を除き、契約を締結する能力を有しない者、破産手続開始の決定を受

けて復権を得ない者及び暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律（平成３年法律第７

７号）第３２条第１項各号に掲げる者 
イ 地方自治法施行令（昭和２２年政令第１６号）第１６７条の４第２項の規定により、さいた

ま市の一般競争入札に参加させないこととされた者 
⑶ 本入札の公告日から開札日までの間、さいたま市物品購入等及び委託業務業者入札参加停止要

綱（平成１９年さいたま市制定）による入札参加停止の措置又はさいたま市の締結する契約から

の暴力団排除措置に関する要綱（平成１３年さいたま市制定）による入札参加除外の措置を受け

ている期間がない者であること。 

⑷ 開札日において、会社更生法（平成１４年法律第１５４号）に基づき更生手続開始の申立てが

なされている者でないこと。ただし、更生手続開始の決定がなされている者はこの限りでない。 

 ⑸ 開札日において、民事再生法（平成１１年法律第２２５号）に基づき再生手続開始の申立てが

なされている者でないこと。ただし、再生手続開始の決定がなされている者はこの限りでない。 

３ 入札手続の方法 
  本入札は、さいたま市物品調達等電子入札運用基準（令和７年さいたま市制定）に基づき、入札

手続を埼玉県電子入札共同システム（以下「電子入札システム」という。）により行う。電子入札シ

ステムで利用可能な電子証明書（ＩＣカード）を取得し、電子入札システムの利用者登録が完了し

ている者は、電子入札システムにより入札参加を行うこと。 
４ 入札説明書の交付 

さいたま市ホームページ及び埼玉県入札情報公開システムに掲載する。 
⑴ 交付期間 

公告の日から令和８年５月１１日（月）まで 

⑵ 交付費用 

 無償 
５ 競争入札参加申込兼資格確認申請書の提出 

本入札に参加を希望する者は、入札参加申込及び入札参加資格の確認審査（以下「確認審査」と

いう。）の申請を行わなければならない。名簿に登載されている者であっても、入札期日において確

認審査を受けていない者は、入札に参加する資格を有しない。 
⑴ 提出書類 

入札説明書に記載のとおりとする。 

⑵ 受付期間 
公告の日から令和８年５月１１日（月）午後５時１５分まで 

６ 競争入札参加資格確認結果通知書の交付 
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入札参加資格の確認結果は、電子入札システムにより通知する。なお、電子入札システムにより

通知できない者にあっては、次のとおり交付するものとする。 
⑴ 交付場所 

さいたま市浦和区常盤６－４－４ さいたま市財政局契約管理部調達課 

担当 物品契約係 電話 ０４８（８２９）１１８１ 
⑵ 交付日時 

令和８年５月１８日（月）及び令和８年５月１９日（火）午前８時３０分から午後５時１５分

まで 
⑶ その他 

郵送希望者については、５の書類提出時において返信用封筒に１１０円切手を貼付し、申し出

た場合のみ受け付けるものとする。 
７ 入札手続等 

⑴ 入札方法 
総価で行う。なお、落札決定に当たっては、入札書に記載された金額に当該金額の１００分の

１０に相当する額を加算した金額（当該金額に１円未満の端数があるときは、その端数金額を切

り捨てるものとする。）をもって落札価格とするので、入札者は、消費税及び地方消費税に係る課

税事業者であるか免税事業者であるかを問わず、見積もった金額の１１０分の１００に相当する

金額を入札書に記載すること。 
⑵ 入札書の提出方法及び提出期間 

ア 提出方法 
  原則として電子入札システムにより行うこと。なお、入札に参加を希望するものが電子入札

システムにより入札参加を行うことが出来ない場合は、郵送または持参による紙での入札を受

け付ける。 
イ 提出期間 

    令和８年５月２２日（金）午前８時３０分から令和８年５月２６日（火）午後５時まで（持

参の場合は、さいたま市の休日を定める条例（平成１３年さいたま市条例第２号）第１条第１

項に規定する休日を除く午前８時３０分から午後５時１５分まで。郵送の場合は、提出期間内

必着とし、一般書留郵便又は簡易書留郵便により提出すること。） 
ウ 郵送又は持参による場合の入札書の提出先 

   〒３３０－９５８８ さいたま市浦和区常盤６－４－４ さいたま市財政局契約管理部調達

課 物品契約係 
⑶ 開札の日時及び場所 

ア 日時 
令和８年５月２７日（水）午後２時１０分 

イ 場所 
さいたま市浦和区常盤６－４－４ さいたま市西会議棟１階第１入札室 

⑷ 入札保証金 
見積もった金額の１００分の５以上を納付すること。ただし、さいたま市契約規則（平成１３

年さいたま市規則第６６号）第９条の規定に該当する場合は、免除とする。 
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⑸ 落札者の決定方法 
さいたま市契約規則第１１条第１項及び第２項の規定に基づいて作成した予定価格の制限の範

囲内で最低の価格をもって有効な入札を行った者を落札者とする。 
⑹ 入札の無効 

さいたま市特定調達契約に係る競争入札参加者心得（平成１５年さいたま市制定）第１６条に

該当する入札は無効とする。 

⑺ 契約事務を担当する課（問合せ先） 
さいたま市浦和区常盤６－４－４ さいたま市財政局契約管理部調達課 
電話 ０４８（８２９）１１８１ ＦＡＸ ０４８（８２９）１９８６ 

８ 契約手続等 
⑴ 契約保証金 

契約金額の１００分の１０以上を納付すること。ただし、さいたま市契約規則第３０条の規定

に該当する場合は、免除とする。 
⑵ 契約書作成の要否 

要 
⑶ 議決の要否 

要 
９ その他 

⑴ この特定調達契約において使用する言語及び通貨は、日本語及び日本国通貨に限る。 
⑵ 名簿に登載のない者でこの入札に参加しようとする者の資格審査申請書類の配布、申請方法、

受付場所及び受付期間 
ア 名簿に登載のない者の資格審査申請書類の配布 

さいたま市ホームページからダウンロードできる。 

https://www.city.saitama.lg.jp/005/001/017/010/005/p015031.html 

イ 申請方法 

  さいたま市電子申請・届出サービスを利用した電子申請とする。 

ウ 受付場所 

さいたま市浦和区常盤６－４－４ さいたま市財政局契約管理部契約課 

電話 ０４８（８２９）１１７９ ＦＡＸ ０４８（８２９）１９８６ 

エ 受付期間 

公告の日から令和８年４月２８日（火）まで 

⑶ 契約条項等は、さいたま市財政局契約管理部調達課及びホームページにおいて閲覧できる。 

https://www.city.saitama.lg.jp/005/001/017/009/index.html 

⑷ 詳細は、入札説明書による。 

１０ Summary 

⑴ Contract for tender:  

Pumper Fire Truck with Small Water Tank，2 Units 

⑵ Date and time of tender: 

    From May 22, 2026, 8:30 a.m. to May 26, 2026, 5:00 p.m. 

https://www.city.saitama.lg.jp/005/001/017/010/005/p015031.html
https://www.city.saitama.lg.jp/005/001/017/009/index.html
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⑶ Date and time of bid opening: 

   May 27, 2026, 2:10 p.m. 

⑷ Contact point for the notice: 

Procurement Division, Contract Management Department, Finance Bureau, Saitama City 

6-4-4, Tokiwa, Urawa Ward, Saitama City, Saitama Prefecture 330-9588, Japan 

Tel: 048-829-1181 

 

さいたま市公告（調達）第４７号 

次のとおり特定調達契約に係る一般競争入札に付します。 
令和８年４月１５日 

さいたま市長 清 水 勇 人 
１ 競争入札に付する事項 

⑴ 件名 
救急自動車 ３台 

⑵ 納入場所 

  さいたま市浦和区常盤６－１－２８ さいたま市消防局 

⑶ 特質等 
入札説明書及び仕様書のとおり 

⑷ 納入期限 
令和９年３月１９日 

２ 競争入札参加資格に関する事項 
本入札に参加を希望する者は、次の全ての要件を満たしていなければならない。 

⑴ 令和８年度さいたま市の特定調達契約に係る物品等の競争入札の参加資格に関する審査を受け、

業種表・営業品目一覧のうち、業種区分「販売」、営業品目「車輌・船舶・バイク・自転車」の資

格を有すると認められた者であること。なお、令和７・８年度さいたま市競争入札参加資格者名

簿（物品等）（以下「名簿」という。）に同営業品目で登載されている者については、この審査を

受けたものとみなす。名簿に登載のない者（当該営業品目について登載がない者を含む。）は、さ

いたま市財政局契約管理部契約課に所定の様式により、令和８年４月２８日（火）までに資格審

査の申請を行うこと。 
⑵ 次のいずれにも該当しない者であること。 

ア 特別な理由がある場合を除き、契約を締結する能力を有しない者、破産手続開始の決定を受

けて復権を得ない者及び暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律（平成３年法律第７

７号）第３２条第１項各号に掲げる者 
イ 地方自治法施行令（昭和２２年政令第１６号）第１６７条の４第２項の規定により、さいた

ま市の一般競争入札に参加させないこととされた者 
⑶ 本入札の公告日から開札日までの間、さいたま市物品購入等及び委託業務業者入札参加停止要

綱（平成１９年さいたま市制定）による入札参加停止の措置又はさいたま市の締結する契約から

の暴力団排除措置に関する要綱（平成１３年さいたま市制定）による入札参加除外の措置を受け

ている期間がない者であること。 
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⑷ 開札日において、会社更生法（平成１４年法律第１５４号）に基づき更生手続開始の申立てが

なされている者でないこと。ただし、更生手続開始の決定がなされている者はこの限りでない。 

 ⑸ 開札日において、民事再生法（平成１１年法律第２２５号）に基づき再生手続開始の申立てが

なされている者でないこと。ただし、再生手続開始の決定がなされている者はこの限りでない。 

３ 入札手続の方法 
  本入札は、さいたま市物品調達等電子入札運用基準（令和７年さいたま市制定）に基づき、入札

手続を埼玉県電子入札共同システム（以下「電子入札システム」という。）により行う。電子入札シ

ステムで利用可能な電子証明書（ＩＣカード）を取得し、電子入札システムの利用者登録が完了し

ている者は、電子入札システムにより入札参加を行うこと。 
４ 入札説明書の交付 

さいたま市ホームページ及び埼玉県入札情報公開システムに掲載する。 
⑴ 交付期間 

公告の日から令和８年５月１１日（月）まで 

⑵ 交付費用 

 無償 
５ 競争入札参加申込兼資格確認申請書の提出 

本入札に参加を希望する者は、入札参加申込及び入札参加資格の確認審査（以下「確認審査」と

いう。）の申請を行わなければならない。名簿に登載されている者であっても、入札期日において確

認審査を受けていない者は、入札に参加する資格を有しない。 
⑴ 提出書類 

入札説明書に記載のとおりとする。 

⑵ 受付期間 
公告の日から令和８年５月１１日（月）午後５時１５分まで 

６ 競争入札参加資格確認結果通知書の交付 
入札参加資格の確認結果は、電子入札システムにより通知する。なお、電子入札システムにより

通知できない者にあっては、次のとおり交付するものとする。 
⑴ 交付場所 

さいたま市浦和区常盤６－４－４ さいたま市財政局契約管理部調達課 

担当 物品契約係 電話 ０４８（８２９）１１８１ 
⑵ 交付日時 

令和８年５月１８日（月）及び令和８年５月１９日（火）午前８時３０分から午後５時１５分

まで 
⑶ その他 

郵送希望者については、５の書類提出時において返信用封筒に１１０円切手を貼付し、申し出

た場合のみ受け付けるものとする。 
７ 入札手続等 

⑴ 入札方法 
総価で行う。なお、落札決定に当たっては、入札書に記載された金額に当該金額の１００分の

１０に相当する額を加算した金額（当該金額に１円未満の端数があるときは、その端数金額を切
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り捨てるものとする。）をもって落札価格とするので、入札者は、消費税及び地方消費税に係る課

税事業者であるか免税事業者であるかを問わず、見積もった金額の１１０分の１００に相当する

金額を入札書に記載すること。 
⑵ 入札書の提出方法及び提出期間 

ア 提出方法 
  原則として電子入札システムにより行うこと。なお、入札に参加を希望するものが電子入札

システムにより入札参加を行うことが出来ない場合は、郵送または持参による紙での入札を受

け付ける。 
イ 提出期間 

    令和８年５月２２日（金）午前８時３０分から令和８年５月２６日（火）午後５時まで（持

参の場合は、さいたま市の休日を定める条例（平成１３年さいたま市条例第２号）第１条第１

項に規定する休日を除く午前８時３０分から午後５時１５分まで。郵送の場合は、提出期間内

必着とし、一般書留郵便又は簡易書留郵便により提出すること。） 
ウ 郵送又は持参による場合の入札書の提出先 

   〒３３０－９５８８ さいたま市浦和区常盤６－４－４ さいたま市財政局契約管理部調達

課 物品契約係 
⑶ 開札の日時及び場所 

ア 日時 
令和８年５月２７日（水）午後２時２０分 

イ 場所 
さいたま市浦和区常盤６－４－４ さいたま市西会議棟１階第１入札室 

⑷ 入札保証金 
見積もった金額の１００分の５以上を納付すること。ただし、さいたま市契約規則（平成１３

年さいたま市規則第６６号）第９条の規定に該当する場合は、免除とする。 
⑸ 落札者の決定方法 

さいたま市契約規則第１１条第１項及び第２項の規定に基づいて作成した予定価格の制限の範

囲内で最低の価格をもって有効な入札を行った者を落札者とする。 
⑹ 入札の無効 

さいたま市特定調達契約に係る競争入札参加者心得（平成１５年さいたま市制定）第１６条に

該当する入札は無効とする。 

⑺ 契約事務を担当する課（問合せ先） 
さいたま市浦和区常盤６－４－４ さいたま市財政局契約管理部調達課 
電話 ０４８（８２９）１１８１ ＦＡＸ ０４８（８２９）１９８６ 

８ 契約手続等 
⑴ 契約保証金 

契約金額の１００分の１０以上を納付すること。ただし、さいたま市契約規則第３０条の規定

に該当する場合は、免除とする。 
⑵ 契約書作成の要否 

要 
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⑶ 議決の要否 
要 

９ その他 
⑴ この特定調達契約において使用する言語及び通貨は、日本語及び日本国通貨に限る。 
⑵ 名簿に登載のない者でこの入札に参加しようとする者の資格審査申請書類の配布、申請方法、

受付場所及び受付期間 
ア 名簿に登載のない者の資格審査申請書類の配布 

さいたま市ホームページからダウンロードできる。 

https://www.city.saitama.lg.jp/005/001/017/010/005/p015031.html 

イ 申請方法 

  さいたま市電子申請・届出サービスを利用した電子申請とする。 

ウ 受付場所 

さいたま市浦和区常盤６－４－４ さいたま市財政局契約管理部契約課 

電話 ０４８（８２９）１１７９ ＦＡＸ ０４８（８２９）１９８６ 

エ 受付期間 

公告の日から令和８年４月２８日（火）まで 

⑶ 契約条項等は、さいたま市財政局契約管理部調達課及びホームページにおいて閲覧できる。 

https://www.city.saitama.lg.jp/005/001/017/009/index.html 

⑷ 詳細は、入札説明書による。 

１０ Summary 

⑴ Contract for tender:  

Ambulance，3 Units 

⑵ Date and time of tender: 

    From May 22, 2026, 8:30 a.m. to May 26, 2026, 5:00 p.m. 

⑶ Date and time of bid opening: 

   May 27, 2026, 2:20 p.m. 

⑷ Contact point for the notice: 

Procurement Division, Contract Management Department, Finance Bureau, Saitama City 

6-4-4, Tokiwa, Urawa Ward, Saitama City, Saitama Prefecture 330-9588, Japan 

Tel: 048-829-1181 

 

さいたま市公告（調達）第４８号 

次のとおり特定調達契約に係る一般競争入札に付します。 
令和８年４月１５日 

さいたま市長 清 水 勇 人 
１ 競争入札に付する事項 

⑴ 件名 
電動ストレッチャー付救急自動車 １台 

⑵ 納入場所 

https://www.city.saitama.lg.jp/005/001/017/010/005/p015031.html
https://www.city.saitama.lg.jp/005/001/017/009/index.html
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  さいたま市浦和区常盤６－１－２８ さいたま市消防局 

⑶ 特質等 
入札説明書及び仕様書のとおり 

⑷ 納入期限 
令和９年３月１９日 

２ 競争入札参加資格に関する事項 
本入札に参加を希望する者は、次の全ての要件を満たしていなければならない。 

⑴ 令和８年度さいたま市の特定調達契約に係る物品等の競争入札の参加資格に関する審査を受け、

業種表・営業品目一覧のうち、業種区分「販売」、営業品目「車輌・船舶・バイク・自転車」の資

格を有すると認められた者であること。なお、令和７・８年度さいたま市競争入札参加資格者名

簿（物品等）（以下「名簿」という。）に同営業品目で登載されている者については、この審査を

受けたものとみなす。名簿に登載のない者（当該営業品目について登載がない者を含む。）は、さ

いたま市財政局契約管理部契約課に所定の様式により、令和８年４月２８日（火）までに資格審

査の申請を行うこと。 
⑵ 次のいずれにも該当しない者であること。 

ア 特別な理由がある場合を除き、契約を締結する能力を有しない者、破産手続開始の決定を受

けて復権を得ない者及び暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律（平成３年法律第７

７号）第３２条第１項各号に掲げる者 
イ 地方自治法施行令（昭和２２年政令第１６号）第１６７条の４第２項の規定により、さいた

ま市の一般競争入札に参加させないこととされた者 
⑶ 本入札の公告日から開札日までの間、さいたま市物品購入等及び委託業務業者入札参加停止要

綱（平成１９年さいたま市制定）による入札参加停止の措置又はさいたま市の締結する契約から

の暴力団排除措置に関する要綱（平成１３年さいたま市制定）による入札参加除外の措置を受け

ている期間がない者であること。 

⑷ 開札日において、会社更生法（平成１４年法律第１５４号）に基づき更生手続開始の申立てが

なされている者でないこと。ただし、更生手続開始の決定がなされている者はこの限りでない。 

 ⑸ 開札日において、民事再生法（平成１１年法律第２２５号）に基づき再生手続開始の申立てが

なされている者でないこと。ただし、再生手続開始の決定がなされている者はこの限りでない。 

３ 入札手続の方法 
  本入札は、さいたま市物品調達等電子入札運用基準（令和７年さいたま市制定）に基づき、入札

手続を埼玉県電子入札共同システム（以下「電子入札システム」という。）により行う。電子入札シ

ステムで利用可能な電子証明書（ＩＣカード）を取得し、電子入札システムの利用者登録が完了し

ている者は、電子入札システムにより入札参加を行うこと。 
４ 入札説明書の交付 

さいたま市ホームページ及び埼玉県入札情報公開システムに掲載する。 
⑴ 交付期間 

公告の日から令和８年５月１１日（月）まで 

⑵ 交付費用 

 無償 
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５ 競争入札参加申込兼資格確認申請書の提出 
本入札に参加を希望する者は、入札参加申込及び入札参加資格の確認審査（以下「確認審査」と

いう。）の申請を行わなければならない。名簿に登載されている者であっても、入札期日において確

認審査を受けていない者は、入札に参加する資格を有しない。 
⑴ 提出書類 

入札説明書に記載のとおりとする。 

⑵ 受付期間 
公告の日から令和８年５月１１日（月）午後５時１５分まで 

６ 競争入札参加資格確認結果通知書の交付 
入札参加資格の確認結果は、電子入札システムにより通知する。なお、電子入札システムにより

通知できない者にあっては、次のとおり交付するものとする。 
⑴ 交付場所 

さいたま市浦和区常盤６－４－４ さいたま市財政局契約管理部調達課 

担当 物品契約係 電話 ０４８（８２９）１１８１ 
⑵ 交付日時 

令和８年５月１８日（月）及び令和８年５月１９日（火）午前８時３０分から午後５時１５分

まで 
⑶ その他 

郵送希望者については、５の書類提出時において返信用封筒に１１０円切手を貼付し、申し出

た場合のみ受け付けるものとする。 
７ 入札手続等 

⑴ 入札方法 
総価で行う。なお、落札決定に当たっては、入札書に記載された金額に当該金額の１００分の

１０に相当する額を加算した金額（当該金額に１円未満の端数があるときは、その端数金額を切

り捨てるものとする。）をもって落札価格とするので、入札者は、消費税及び地方消費税に係る課

税事業者であるか免税事業者であるかを問わず、見積もった金額の１１０分の１００に相当する

金額を入札書に記載すること。 
⑵ 入札書の提出方法及び提出期間 

ア 提出方法 
  原則として電子入札システムにより行うこと。なお、入札に参加を希望するものが電子入札

システムにより入札参加を行うことが出来ない場合は、郵送または持参による紙での入札を受

け付ける。 
イ 提出期間 

    令和８年５月２２日（金）午前８時３０分から令和８年５月２６日（火）午後５時まで（持

参の場合は、さいたま市の休日を定める条例（平成１３年さいたま市条例第２号）第１条第１

項に規定する休日を除く午前８時３０分から午後５時１５分まで。郵送の場合は、提出期間内

必着とし、一般書留郵便又は簡易書留郵便により提出すること。） 
ウ 郵送又は持参による場合の入札書の提出先 

   〒３３０－９５８８ さいたま市浦和区常盤６－４－４ さいたま市財政局契約管理部調達
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課 物品契約係 
⑶ 開札の日時及び場所 

ア 日時 
令和８年５月２７日（水）午後２時３０分 

イ 場所 
さいたま市浦和区常盤６－４－４ さいたま市西会議棟１階第１入札室 

⑷ 入札保証金 
見積もった金額の１００分の５以上を納付すること。ただし、さいたま市契約規則（平成１３

年さいたま市規則第６６号）第９条の規定に該当する場合は、免除とする。 
⑸ 落札者の決定方法 

さいたま市契約規則第１１条第１項及び第２項の規定に基づいて作成した予定価格の制限の範

囲内で最低の価格をもって有効な入札を行った者を落札者とする。 
⑹ 入札の無効 

さいたま市特定調達契約に係る競争入札参加者心得（平成１５年さいたま市制定）第１６条に

該当する入札は無効とする。 

⑺ 契約事務を担当する課（問合せ先） 
さいたま市浦和区常盤６－４－４ さいたま市財政局契約管理部調達課 
電話 ０４８（８２９）１１８１ ＦＡＸ ０４８（８２９）１９８６ 

８ 契約手続等 
⑴ 契約保証金 

契約金額の１００分の１０以上を納付すること。ただし、さいたま市契約規則第３０条の規定

に該当する場合は、免除とする。 
⑵ 契約書作成の要否 

要 
⑶ 議決の要否 

否 
９ その他 

⑴ この特定調達契約において使用する言語及び通貨は、日本語及び日本国通貨に限る。 
⑵ 名簿に登載のない者でこの入札に参加しようとする者の資格審査申請書類の配布、申請方法、

受付場所及び受付期間 
ア 名簿に登載のない者の資格審査申請書類の配布 

さいたま市ホームページからダウンロードできる。 

https://www.city.saitama.lg.jp/005/001/017/010/005/p015031.html 

イ 申請方法 

  さいたま市電子申請・届出サービスを利用した電子申請とする。 

ウ 受付場所 

さいたま市浦和区常盤６－４－４ さいたま市財政局契約管理部契約課 

電話 ０４８（８２９）１１７９ ＦＡＸ ０４８（８２９）１９８６ 

エ 受付期間 

https://www.city.saitama.lg.jp/005/001/017/010/005/p015031.html
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公告の日から令和８年４月２８日（火）まで 

⑶ 契約条項等は、さいたま市財政局契約管理部調達課及びホームページにおいて閲覧できる。 

https://www.city.saitama.lg.jp/005/001/017/009/index.html 

⑷ 詳細は、入札説明書による。 

１０ Summary 

⑴ Contract for tender:  

Ambulance equipped with electric stretcher，1 vehicle 

⑵ Date and time of tender: 

    From May 22, 2026, 8:30 a.m. to May 26, 2026, 5:00 p.m. 

⑶ Date and time of bid opening: 

   May 27, 2026, 2:30 p.m. 

⑷ Contact point for the notice: 

Procurement Division, Contract Management Department, Finance Bureau, Saitama City 

6-4-4, Tokiwa, Urawa Ward, Saitama City, Saitama Prefecture 330-9588, Japan 

Tel: 048-829-1181 

 

さいたま市公告（調達）第４９号 

次のとおり特定調達契約に係る一般競争入札に付します。 
令和８年４月１５日 

さいたま市長 清 水 勇 人 
１ 競争入札に付する事項 

⑴ 件名 
消防団消防ポンプ自動車 ７台 

⑵ 納入場所 

  さいたま市浦和区常盤６－１－２８ さいたま市消防局 

⑶ 特質等 
入札説明書及び仕様書のとおり 

⑷ 納入期限 
令和９年３月１２日 

２ 競争入札参加資格に関する事項 
本入札に参加を希望する者は、次の全ての要件を満たしていなければならない。 

⑴ 令和８年度さいたま市の特定調達契約に係る物品等の競争入札の参加資格に関する審査を受け、

業種表・営業品目一覧のうち、業種区分「販売」、営業品目「車輌・船舶・バイク・自転車」の資

格を有すると認められた者であること。なお、令和７・８年度さいたま市競争入札参加資格者名

簿（物品等）（以下「名簿」という。）に同営業品目で登載されている者については、この審査を

受けたものとみなす。名簿に登載のない者（当該営業品目について登載がない者を含む。）は、さ

いたま市財政局契約管理部契約課に所定の様式により、令和８年４月２８日（火）までに資格審

査の申請を行うこと。 
⑵ 次のいずれにも該当しない者であること。 

https://www.city.saitama.lg.jp/005/001/017/009/index.html
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ア 特別な理由がある場合を除き、契約を締結する能力を有しない者、破産手続開始の決定を受

けて復権を得ない者及び暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律（平成３年法律第７

７号）第３２条第１項各号に掲げる者 
イ 地方自治法施行令（昭和２２年政令第１６号）第１６７条の４第２項の規定により、さいた

ま市の一般競争入札に参加させないこととされた者 
⑶ 本入札の公告日から開札日までの間、さいたま市物品購入等及び委託業務業者入札参加停止要

綱（平成１９年さいたま市制定）による入札参加停止の措置又はさいたま市の締結する契約から

の暴力団排除措置に関する要綱（平成１３年さいたま市制定）による入札参加除外の措置を受け

ている期間がない者であること。 

⑷ 開札日において、会社更生法（平成１４年法律第１５４号）に基づき更生手続開始の申立てが

なされている者でないこと。ただし、更生手続開始の決定がなされている者はこの限りでない。 

 ⑸ 開札日において、民事再生法（平成１１年法律第２２５号）に基づき再生手続開始の申立てが

なされている者でないこと。ただし、再生手続開始の決定がなされている者はこの限りでない。 

３ 入札手続の方法 
  本入札は、さいたま市物品調達等電子入札運用基準（令和７年さいたま市制定）に基づき、入札

手続を埼玉県電子入札共同システム（以下「電子入札システム」という。）により行う。電子入札シ

ステムで利用可能な電子証明書（ＩＣカード）を取得し、電子入札システムの利用者登録が完了し

ている者は、電子入札システムにより入札参加を行うこと。 
４ 入札説明書の交付 

さいたま市ホームページ及び埼玉県入札情報公開システムに掲載する。 
⑴ 交付期間 

公告の日から令和８年５月１１日（月）まで 

⑵ 交付費用 

 無償 
５ 競争入札参加申込兼資格確認申請書の提出 

本入札に参加を希望する者は、入札参加申込及び入札参加資格の確認審査（以下「確認審査」と

いう。）の申請を行わなければならない。名簿に登載されている者であっても、入札期日において確

認審査を受けていない者は、入札に参加する資格を有しない。 
⑴ 提出書類 

入札説明書に記載のとおりとする。 

⑵ 受付期間 
公告の日から令和８年５月１１日（月）午後５時１５分まで 

６ 競争入札参加資格確認結果通知書の交付 
入札参加資格の確認結果は、電子入札システムにより通知する。なお、電子入札システムにより

通知できない者にあっては、次のとおり交付するものとする。 
⑴ 交付場所 

さいたま市浦和区常盤６－４－４ さいたま市財政局契約管理部調達課 

担当 物品契約係 電話 ０４８（８２９）１１８１ 
⑵ 交付日時 
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令和８年５月１８日（月）及び令和８年５月１９日（火）午前８時３０分から午後５時１５分

まで 
⑶ その他 

郵送希望者については、５の書類提出時において返信用封筒に１１０円切手を貼付し、申し出

た場合のみ受け付けるものとする。 
７ 入札手続等 

⑴ 入札方法 
総価で行う。なお、落札決定に当たっては、入札書に記載された金額に当該金額の１００分の

１０に相当する額を加算した金額（当該金額に１円未満の端数があるときは、その端数金額を切

り捨てるものとする。）をもって落札価格とするので、入札者は、消費税及び地方消費税に係る課

税事業者であるか免税事業者であるかを問わず、見積もった金額の１１０分の１００に相当する

金額を入札書に記載すること。 
⑵ 入札書の提出方法及び提出期間 

ア 提出方法 
  原則として電子入札システムにより行うこと。なお、入札に参加を希望するものが電子入札

システムにより入札参加を行うことが出来ない場合は、郵送または持参による紙での入札を受

け付ける。 
イ 提出期間 

    令和８年５月２２日（金）午前８時３０分から令和８年５月２６日（火）午後５時まで（持

参の場合は、さいたま市の休日を定める条例（平成１３年さいたま市条例第２号）第１条第１

項に規定する休日を除く午前８時３０分から午後５時１５分まで。郵送の場合は、提出期間内

必着とし、一般書留郵便又は簡易書留郵便により提出すること。） 
ウ 郵送又は持参による場合の入札書の提出先 

   〒３３０－９５８８ さいたま市浦和区常盤６－４－４ さいたま市財政局契約管理部調達

課 物品契約係 
⑶ 開札の日時及び場所 

ア 日時 
令和８年５月２７日（水）午後２時４０分 

イ 場所 
さいたま市浦和区常盤６－４－４ さいたま市西会議棟１階第１入札室 

⑷ 入札保証金 
見積もった金額の１００分の５以上を納付すること。ただし、さいたま市契約規則（平成１３

年さいたま市規則第６６号）第９条の規定に該当する場合は、免除とする。 
⑸ 落札者の決定方法 

さいたま市契約規則第１１条第１項及び第２項の規定に基づいて作成した予定価格の制限の範

囲内で最低の価格をもって有効な入札を行った者を落札者とする。 
⑹ 入札の無効 

さいたま市特定調達契約に係る競争入札参加者心得（平成１５年さいたま市制定）第１６条に

該当する入札は無効とする。 
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⑺ 契約事務を担当する課（問合せ先） 
さいたま市浦和区常盤６－４－４ さいたま市財政局契約管理部調達課 
電話 ０４８（８２９）１１８１ ＦＡＸ ０４８（８２９）１９８６ 

８ 契約手続等 
⑴ 契約保証金 

契約金額の１００分の１０以上を納付すること。ただし、さいたま市契約規則第３０条の規定

に該当する場合は、免除とする。 
⑵ 契約書作成の要否 

要 
⑶ 議決の要否 

要 
９ その他 

⑴ この特定調達契約において使用する言語及び通貨は、日本語及び日本国通貨に限る。 
⑵ 名簿に登載のない者でこの入札に参加しようとする者の資格審査申請書類の配布、申請方法、

受付場所及び受付期間 
ア 名簿に登載のない者の資格審査申請書類の配布 

さいたま市ホームページからダウンロードできる。 

https://www.city.saitama.lg.jp/005/001/017/010/005/p015031.html 

イ 申請方法 

  さいたま市電子申請・届出サービスを利用した電子申請とする。 

ウ 受付場所 

さいたま市浦和区常盤６－４－４ さいたま市財政局契約管理部契約課 

電話 ０４８（８２９）１１７９ ＦＡＸ ０４８（８２９）１９８６ 

エ 受付期間 

公告の日から令和８年４月２８日（火）まで 

⑶ 契約条項等は、さいたま市財政局契約管理部調達課及びホームページにおいて閲覧できる。 

https://www.city.saitama.lg.jp/005/001/017/009/index.html 

⑷ 詳細は、入札説明書による。 

１０ Summary 

⑴ Contract for tender:  

Pumper Fire Truck，7 Units 

⑵ Date and time of tender: 

    From May 22, 2026, 8:30 a.m. to May 26, 2026, 5:00 p.m. 

⑶ Date and time of bid opening: 

   May 27, 2026, 2:40 p.m. 

⑷ Contact point for the notice: 

Procurement Division, Contract Management Department, Finance Bureau, Saitama City 

6-4-4, Tokiwa, Urawa Ward, Saitama City, Saitama Prefecture 330-9588, Japan 

Tel: 048-829-1181 

https://www.city.saitama.lg.jp/005/001/017/010/005/p015031.html
https://www.city.saitama.lg.jp/005/001/017/009/index.html


37 

 

さいたま市公告（調達）第５０号 

次のとおり特定調達契約に係る一般競争入札に付します。 
令和８年４月１５日 

さいたま市長 清 水 勇 人 
１ 競争入札に付する事項 

⑴ 件名 
塵芥収集機械車３ｔシャーシー（回転板式・ダンプ排出車） ４台 

⑵ 納入場所 

  さいたま市緑区大崎３１７ さいたま市東部清掃事務所 

⑶ 特質等 
入札説明書及び仕様書のとおり 

⑷ 納入期限 
令和９年３月３１日 

２ 競争入札参加資格に関する事項 
本入札に参加を希望する者は、次の全ての要件を満たしていなければならない。 

⑴ 令和８年度さいたま市の特定調達契約に係る物品等の競争入札の参加資格に関する審査を受け、

業種表・営業品目一覧のうち、業種区分「販売」、営業品目「車輌・船舶・バイク・自転車」の資

格を有すると認められた者であること。なお、令和７・８年度さいたま市競争入札参加資格者名

簿（物品等）（以下「名簿」という。）に同営業品目で登載されている者については、この審査を

受けたものとみなす。名簿に登載のない者（当該営業品目について登載がない者を含む。）は、さ

いたま市財政局契約管理部契約課に所定の様式により、令和８年４月２８日（火）までに資格審

査の申請を行うこと。 
⑵ 次のいずれにも該当しない者であること。 

ア 特別な理由がある場合を除き、契約を締結する能力を有しない者、破産手続開始の決定を受

けて復権を得ない者及び暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律（平成３年法律第７

７号）第３２条第１項各号に掲げる者 
イ 地方自治法施行令（昭和２２年政令第１６号）第１６７条の４第２項の規定により、さいた

ま市の一般競争入札に参加させないこととされた者 
⑶ 本入札の公告日から開札日までの間、さいたま市物品購入等及び委託業務業者入札参加停止要

綱（平成１９年さいたま市制定）による入札参加停止の措置又はさいたま市の締結する契約から

の暴力団排除措置に関する要綱（平成１３年さいたま市制定）による入札参加除外の措置を受け

ている期間がない者であること。 

⑷ 開札日において、会社更生法（平成１４年法律第１５４号）に基づき更生手続開始の申立てが

なされている者でないこと。ただし、更生手続開始の決定がなされている者はこの限りでない。 

 ⑸ 開札日において、民事再生法（平成１１年法律第２２５号）に基づき再生手続開始の申立てが

なされている者でないこと。ただし、再生手続開始の決定がなされている者はこの限りでない。 

３ 入札手続の方法 
  本入札は、さいたま市物品調達等電子入札運用基準（令和７年さいたま市制定）に基づき、入札
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手続を埼玉県電子入札共同システム（以下「電子入札システム」という。）により行う。電子入札シ

ステムで利用可能な電子証明書（ＩＣカード）を取得し、電子入札システムの利用者登録が完了し

ている者は、電子入札システムにより入札参加を行うこと。 
４ 入札説明書の交付 

さいたま市ホームページ及び埼玉県入札情報公開システムに掲載する。 
⑴ 交付期間 

公告の日から令和８年５月１１日（月）まで 

⑵ 交付費用 

 無償 
５ 競争入札参加申込兼資格確認申請書の提出 

本入札に参加を希望する者は、入札参加申込及び入札参加資格の確認審査（以下「確認審査」と

いう。）の申請を行わなければならない。名簿に登載されている者であっても、入札期日において確

認審査を受けていない者は、入札に参加する資格を有しない。 
⑴ 提出書類 

入札説明書に記載のとおりとする。 

⑵ 受付期間 
公告の日から令和８年５月１１日（月）午後５時１５分まで 

６ 競争入札参加資格確認結果通知書の交付 
入札参加資格の確認結果は、電子入札システムにより通知する。なお、電子入札システムにより

通知できない者にあっては、次のとおり交付するものとする。 
⑴ 交付場所 

さいたま市浦和区常盤６－４－４ さいたま市財政局契約管理部調達課 

担当 物品契約係 電話 ０４８（８２９）１１８１ 
⑵ 交付日時 

令和８年５月１８日（月）及び令和８年５月１９日（火）午前８時３０分から午後５時１５分

まで 
⑶ その他 

郵送希望者については、５の書類提出時において返信用封筒に１１０円切手を貼付し、申し出

た場合のみ受け付けるものとする。 
７ 入札手続等 

⑴ 入札方法 
総価で行う。なお、落札決定に当たっては、入札書に記載された金額に当該金額の１００分の

１０に相当する額を加算した金額（当該金額に１円未満の端数があるときは、その端数金額を切

り捨てるものとする。）をもって落札価格とするので、入札者は、消費税及び地方消費税に係る課

税事業者であるか免税事業者であるかを問わず、見積もった金額の１１０分の１００に相当する

金額を入札書に記載すること。 
⑵ 入札書の提出方法及び提出期間 

ア 提出方法 
  原則として電子入札システムにより行うこと。なお、入札に参加を希望するものが電子入札
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システムにより入札参加を行うことが出来ない場合は、郵送または持参による紙での入札を受

け付ける。 
イ 提出期間 

    令和８年５月２２日（金）午前８時３０分から令和８年５月２６日（火）午後５時まで（持

参の場合は、さいたま市の休日を定める条例（平成１３年さいたま市条例第２号）第１条第１

項に規定する休日を除く午前８時３０分から午後５時１５分まで。郵送の場合は、提出期間内

必着とし、一般書留郵便又は簡易書留郵便により提出すること。） 
ウ 郵送又は持参による場合の入札書の提出先 

   〒３３０－９５８８ さいたま市浦和区常盤６－４－４ さいたま市財政局契約管理部調達

課 物品契約係 
⑶ 開札の日時及び場所 

ア 日時 
令和８年５月２７日（水）午後３時２０分 

イ 場所 
さいたま市浦和区常盤６－４－４ さいたま市西会議棟１階第１入札室 

⑷ 入札保証金 
見積もった金額の１００分の５以上を納付すること。ただし、さいたま市契約規則（平成１３

年さいたま市規則第６６号）第９条の規定に該当する場合は、免除とする。 
⑸ 落札者の決定方法 

さいたま市契約規則第１１条第１項及び第２項の規定に基づいて作成した予定価格の制限の範

囲内で最低の価格をもって有効な入札を行った者を落札者とする。 
⑹ 入札の無効 

さいたま市特定調達契約に係る競争入札参加者心得（平成１５年さいたま市制定）第１６条に

該当する入札は無効とする。 

⑺ 契約事務を担当する課（問合せ先） 
さいたま市浦和区常盤６－４－４ さいたま市財政局契約管理部調達課 
電話 ０４８（８２９）１１８１ ＦＡＸ ０４８（８２９）１９８６ 

８ 契約手続等 
⑴ 契約保証金 

契約金額の１００分の１０以上を納付すること。ただし、さいたま市契約規則第３０条の規定

に該当する場合は、免除とする。 
⑵ 契約書作成の要否 

要 
⑶ 議決の要否 

否 
９ その他 

⑴ この特定調達契約において使用する言語及び通貨は、日本語及び日本国通貨に限る。 
⑵ 名簿に登載のない者でこの入札に参加しようとする者の資格審査申請書類の配布、申請方法、

受付場所及び受付期間 
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ア 名簿に登載のない者の資格審査申請書類の配布 
さいたま市ホームページからダウンロードできる。 

https://www.city.saitama.lg.jp/005/001/017/010/005/p015031.html 

イ 申請方法 

  さいたま市電子申請・届出サービスを利用した電子申請とする。 

ウ 受付場所 

さいたま市浦和区常盤６－４－４ さいたま市財政局契約管理部契約課 

電話 ０４８（８２９）１１７９ ＦＡＸ ０４８（８２９）１９８６ 

エ 受付期間 

公告の日から令和８年４月２８日（火）まで 

⑶ 契約条項等は、さいたま市財政局契約管理部調達課及びホームページにおいて閲覧できる。 

https://www.city.saitama.lg.jp/005/001/017/009/index.html 

⑷ 詳細は、入札説明書による。 

１０ Summary 

⑴ Contract for tender:  

3-ton chassis mobile packer garbage collection truck with dumping mechanism，4 Units 

⑵ Date and time of tender: 

    From May 22, 2026, 8:30 a.m. to May 26, 2026, 5:00 p.m. 

⑶ Date and time of bid opening: 

   May 27, 2026, 3:20 p.m. 

⑷ Contact point for the notice: 

Procurement Division, Contract Management Department, Finance Bureau, Saitama City 

6-4-4, Tokiwa, Urawa Ward, Saitama City, Saitama Prefecture 330-9588, Japan 

Tel: 048-829-1181 

 

さいたま市公告（調達）第５１号 

次のとおり特定調達契約に係る一般競争入札に付します。 
令和８年４月１５日 

さいたま市長 清 水 勇 人 
１ 競争入札に付する事項 

⑴ 件名 
ア 消毒保管庫 ３６台 

イ 食器食缶洗浄機 ６台 

⑵ 納入場所 
ア さいたま市浦和区常盤９－３０－９ さいたま市立常盤小学校 外７校 

イ さいたま市北区日進町２－９１１ さいたま市立日進小学校 外５校 

⑶ 特質等 
入札説明書のとおり 

⑷ 納入期限 

https://www.city.saitama.lg.jp/005/001/017/010/005/p015031.html
https://www.city.saitama.lg.jp/005/001/017/009/index.html
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令和９年３月３１日 
２ 競争入札参加資格に関する事項 

本入札に参加を希望する者は、次の全ての要件を満たしていなければならない。 
⑴ 令和８年度さいたま市の特定調達契約に係る物品等の競争入札の参加資格に関する審査を受け、

業種表・営業品目一覧のうち、業種区分「販売」、営業品目「厨房機器」の資格を有すると認めら

れた者であること。なお、令和７・８年度さいたま市競争入札参加資格者名簿（物品等）（以下「名

簿」という。）に同営業品目で登載されている者については、この審査を受けたものとみなす。名

簿に登載のない者（当該営業品目について登載がない者を含む。）は、さいたま市財政局契約管理

部契約課に所定の様式により、令和８年４月３０日（木）までに資格審査の申請を行うこと。 
⑵ 次のいずれにも該当しない者であること。 

ア 特別な理由がある場合を除き、契約を締結する能力を有しない者、破産手続開始の決定を受

けて復権を得ない者及び暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律（平成３年法律第７

７号）第３２条第１項各号に掲げる者 
イ 地方自治法施行令（昭和２２年政令第１６号）第１６７条の４第２項の規定により、さいた

ま市の一般競争入札に参加させないこととされた者 
⑶ 本入札の公告日から開札日までの間、さいたま市物品購入等及び委託業務業者入札参加停止要

綱（平成１９年さいたま市制定）による入札参加停止の措置又はさいたま市の締結する契約から

の暴力団排除措置に関する要綱（平成１３年さいたま市制定）による入札参加除外の措置を受け

ている期間がない者であること。 

⑷ 開札日において、会社更生法（平成１４年法律第１５４号）に基づき更生手続開始の申立てが

なされている者でないこと。ただし、更生手続開始の決定がなされている者はこの限りでない。 

 ⑸ 開札日において、民事再生法（平成１１年法律第２２５号）に基づき再生手続開始の申立てが

なされている者でないこと。ただし、再生手続開始の決定がなされている者はこの限りでない。 

３ 入札手続の方法 
  本入札は、さいたま市物品調達等電子入札運用基準（令和７年さいたま市制定）に基づき、入札

手続を埼玉県電子入札共同システム（以下「電子入札システム」という。）により行う。電子入札シ

ステムで利用可能な電子証明書（ＩＣカード）を取得し、電子入札システムの利用者登録が完了し

ている者は、電子入札システムにより入札参加を行うこと。 
４ 入札説明書の交付 

さいたま市ホームページ及び埼玉県入札情報公開システムに掲載する。 
⑴ 交付期間 

公告の日から令和８年５月１２日（火）まで 

⑵ 交付費用 

 無償 
５ 競争入札参加申込兼資格確認申請書の提出 

本入札に参加を希望する者は、競争入札に付する購入物品ごとに入札参加申込及び入札参加資格

の確認審査（以下「確認審査」という。）の申請を行わなければならない。名簿に登載されている者

であっても、入札期日において確認審査を受けていない者は、入札に参加する資格を有しない。 
⑴ 提出書類 
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入札説明書に記載のとおりとする。 

⑵ 受付期間 
公告の日から令和８年５月１２日（火）午後５時１５分まで 

６ 競争入札参加資格確認結果通知書の交付 
入札参加資格の確認結果は、電子入札システムにより通知する。なお、電子入札システムにより

通知できない者にあっては、次のとおり交付するものとする。 
⑴ 交付場所 

さいたま市浦和区常盤６－４－４ さいたま市財政局契約管理部調達課 

担当 物品契約係 電話 ０４８（８２９）１１８１ 
⑵ 交付日時 

令和８年５月１９日（火）及び令和８年５月２０日（水）午前８時３０分から午後５時１５分

まで 
⑶ その他 

郵送希望者については、５の書類提出時において競争入札に付する購入物品ごとの返信用封筒

に１１０円切手を貼付し、申し出た場合のみ受け付けるものとする。 
７ 入札手続等 

⑴ 入札方法 
競争入札に付する購入物品ごとに総価で行う。なお、落札決定に当たっては、入札書に記載さ

れた金額に当該金額の１００分の１０に相当する額を加算した金額（当該金額に１円未満の端数

があるときは、その端数金額を切り捨てるものとする。）をもって落札価格とするので、入札者は、

消費税及び地方消費税に係る課税事業者であるか免税事業者であるかを問わず、見積もった金額

の１１０分の１００に相当する金額を入札書に記載すること。 
⑵ 入札書の提出方法及び提出期間 

ア 提出方法 
  原則として電子入札システムにより行うこと。なお、入札に参加を希望するものが電子入札

システムにより入札参加を行うことが出来ない場合は、郵送または持参による紙での入札を受

け付ける。 
イ 提出期間 

    令和８年５月２７日（水）午前８時３０分から令和８年５月２９日（金）午後５時まで（持

参の場合は、さいたま市の休日を定める条例（平成１３年さいたま市条例第２号）第１条第１

項に規定する休日を除く午前８時３０分から午後５時１５分まで。郵送の場合は、提出期間内

必着とし、一般書留郵便又は簡易書留郵便により提出すること。） 
ウ 郵送又は持参による場合の入札書の提出先 

   〒３３０－９５８８ さいたま市浦和区常盤６－４－４ さいたま市財政局契約管理部調達

課 物品契約係 
⑶ 開札の日時及び場所 

ア 日時 
(ア) １⑴アの物品 令和８年６月１日（月）午後２時００分 

(イ) １⑴イの物品 令和８年６月１日（月）午後２時１０分 
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イ 場所 
さいたま市浦和区常盤６－４－４ さいたま市西会議棟１階第１入札室 

⑷ 入札保証金 
競争入札に付する購入物品ごとに見積もった金額の１００分の５以上を納付すること。ただし、

さいたま市契約規則（平成１３年さいたま市規則第６６号）第９条の規定に該当する場合は、免

除とする。 
⑸ 落札者の決定方法 

さいたま市契約規則第１１条第１項及び第２項の規定に基づいて作成した予定価格の制限の範

囲内で最低の価格をもって有効な入札を行った者を落札者とする。 
⑹ 入札の無効 

さいたま市特定調達契約に係る競争入札参加者心得（平成１５年さいたま市制定）第１６条に

該当する入札は無効とする。 

⑺ 契約事務を担当する課（問合せ先） 
さいたま市浦和区常盤６－４－４ さいたま市財政局契約管理部調達課 
電話 ０４８（８２９）１１８１ ＦＡＸ ０４８（８２９）１９８６ 

８ 契約手続等 
⑴ 契約保証金 

落札者となった購入物品ごとに契約金額の１００分の１０以上を納付すること。ただし、さい

たま市契約規則第３０条の規定に該当する場合は、免除とする。 
⑵ 契約書作成の要否 

要 
⑶ 議決の要否 

否 
９ その他 

⑴ この特定調達契約において使用する言語及び通貨は、日本語及び日本国通貨に限る。 
⑵ 名簿に登載のない者でこの入札に参加しようとする者の資格審査申請書類の配布、申請方法、

受付場所及び受付期間  
ア 名簿に登載のない者の資格審査申請書類の配布  

さいたま市ホームページからダウンロードできる。  
https://www.city.saitama.lg.jp/005/001/017/010/005/p015031.html 

イ 申請方法  
  さいたま市電子申請・届出サービスを利用した電子申請とする。  
ウ 受付場所 

さいたま市浦和区常盤６－４－４ さいたま市財政局契約管理部契約課  
電話 ０４８（８２９）１１７９ ＦＡＸ ０４８（８２９）１９８６  

エ 受付期間  
公告の日から令和８年４月３０日（木）まで 

⑶ 契約条項等は、さいたま市財政局契約管理部調達課及びホームページにおいて閲覧できる。  
https://www.city.saitama.lg.jp/005/001/017/009/index.html 

https://www.city.saitama.lg.jp/005/001/017/010/005/p015031.html
https://www.city.saitama.lg.jp/005/001/017/009/index.html
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⑷ 詳細は、入札説明書による。 
１０ Summary 

⑴ Contract for tender:  

   ａ Kitchenware Sterilizer Cabinet , 36 units  

ｂ Industrial Dishwasher, 6 units  

⑵ Date and time of tender: 

    From May 27, 2026, 8:30 a.m. to May 29, 2026, 5:00 p.m. 

⑶ Date and time of bid opening: 

  ａ June 1, 2026, 2:00 p.m. 

ｂ June 1, 2026, 2:10 p.m. 

⑷ Contact point for the notice: 

Procurement Division, Contract Management Department, Finance Bureau, Saitama City 

6-4-4, Tokiwa, Urawa Ward, Saitama City, Saitama Prefecture 330-9588, Japan 

Tel: 048-829-1181 

 

さいたま市公告（調達）第５２号 

次のとおり特定調達契約に係る一般競争入札に付します。 
令和８年４月１５日 

さいたま市長 清 水 勇 人 
１ 競争入札に付する事項 

⑴ 件名 
さいたま市立病院全自動検体検査総合システム賃貸借 

⑵ 借入場所 
さいたま市緑区大字三室２４６０番地 さいたま市立病院 

⑶ 業務概要 
入札説明書のとおり 

⑷ 借入期間 
令和９年１月１日から令和１３年１２月３１日まで 

２ 競争入札参加資格に関する事項 
本入札に参加を希望する者は、次の全ての要件を満たしていなければならない。 

⑴ 令和８年度さいたま市の特定調達契約に係る物品等の競争入札の参加資格に関する審査を受け、

業種表・営業品目一覧のうち、業種区分「賃貸」、営業品目「医療機器」の資格を有すると認めら

れた者であること。なお、令和７・８年度さいたま市競争入札参加資格者名簿（物品等）（以下「名

簿」という。）に同営業品目で登載されている者については、この審査を受けたものとみなす。名

簿に登載のない者（当該営業品目について登載がない者を含む。）は、さいたま市財政局契約管理

部契約課に所定の様式により、令和８年４月１６日（木）までに資格審査の申請を行うこと。 

⑵ 次のいずれにも該当しない者であること。 
ア 特別な理由がある場合を除き、契約を締結する能力を有しない者、破産手続開始の決定を受

けて復権を得ない者及び暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律（平成３年法律第７



45 

７号）第３２条第１項各号に掲げる者 
イ 地方自治法施行令（昭和２２年政令第１６号）第１６７条の４第２項の規定により、さいた

ま市の一般競争入札に参加させないこととされた者 
⑶ 本入札の公告日から開札日までの間、さいたま市物品購入等及び委託業務業者入札参加停止要

綱（平成１９年さいたま市制定）による入札参加停止の措置又はさいたま市の締結する契約から

の暴力団排除措置に関する要綱（平成１３年さいたま市制定）による入札参加除外の措置を受け

ている期間がない者であること。 

⑷ 開札日において、会社更生法（平成１４年法律第１５４号）に基づき更生手続開始の申立てが

なされている者でないこと。ただし、更生手続開始の決定がなされている者はこの限りでない。 

 ⑸ 開札日において、民事再生法（平成１１年法律第２２５号）に基づき再生手続開始の申立てが

なされている者でないこと。ただし、再生手続開始の決定がなされている者はこの限りでない。 

⑹ 本入札の公告日において、医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法

律（昭和３５年法律第１４５号）に基づく高度管理医療機器等の貸与業の許可を受けている者で

あること。 
⑺ 国（独立行政法人含む。）又は地方公共団体と履行期間が５年以上の同種の賃貸借契約を２回以

上にわたって締結し、これらについて、令和６年４月１日以降において履行を完了したもの又は

公告日現在において１年を超えて履行中のものを有する者であること。 

３ 入札手続の方法 

本入札は、さいたま市物品調達等電子入札運用基準（令和７年さいたま市制定）に基づき、入札 

手続を埼玉県電子入札共同システム（以下「電子入札システム」という。）により行う。電子入札シ 

ステムで利用可能な電子証明書（ＩＣカード）を取得し、電子入札システムの利用者登録が完了し 

ている者は、電子入札システムにより入札参加を行うこと。 

４ 入札説明書の交付 
入札情報公開システムに掲載する。 

 ⑴ 交付期間 
公告の日から令和８年４月２７日（月）まで（さいたま市の休日を定める条例（平成１３年 

さいたま市条例第２号）第１条第１項に規定する休日（以下「休日」という。）を除く午前８時３ 
０分から午後５時１５分まで） 

⑵ 交付費用 
   無償 
５ 競争入札参加申込兼資格確認申請書の提出 

本入札に参加を希望する者は、入札参加申込及び入札参加資格の確認審査（以下「確認審査」と 
いう。）の申請を行わなければならない。名簿に登載されている者であっても、入札期日において確 
認審査を受けていない者は、入札に参加する資格を有しない。 
⑴ 提出書類及び提出方法 

入札説明書に記載のとおりとする。 
⑵ 受付期間 

公告の日から令和８年４月２７日（月）まで（休日を除く午前８時３０分から午後５時１５ 
分まで） 
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６ 競争入札参加資格の確認通知 
入札参加資格の確認結果は、電子入札システムにより交付するものとする。なお、電子入札シス

テムにより通知できない者にあっては、次のとおり交付するものとする。 
⑴ 交付場所 

さいたま市緑区大字三室２４６０番地  
さいたま市保健衛生局市立病院病院経営部病院財務課 
担当 調達係 電話 ０４８（８７３）４２７４ 

⑵ 交付日時 
令和８年５月７日（木）午前８時３０分から午後５時１５分まで 

⑶ その他 
郵送希望者については、５の書類提出時において返信用封筒に１１０円切手を貼付し、申し 

出た場合のみ受け付けるものとする。 
７ 入札手続等 

⑴ 入札方法 
単価で行う。入札金額は、賃借料１月当たりの額を記入すること。なお、落札決定に当たって

は、入札書に記載された金額に当該金額の１００分の１０に相当する額を加算した金額（当該金

額に１円未満の端数があるときは、その端数金額を切り捨てるものとする。）をもって落札価格と

するので、入札者は、消費税及び地方消費税に係る課税事業者であるか免税事業者であるかを問

わず、見積もった金額の１１０分の１００に相当する金額を入札書に記載すること。 

 ⑵ 入札書の提出方法及び提出期間 

ア 提出方法 

    原則として電子入札システムにより行うこと。なお、入札に参加を希望する者が電子入札シ 

ステムにより入札参加を行うことができない場合は、郵送又は持参による紙での入札を受け付 

ける。 

イ 提出期間 

令和８年５月８日から令和８年５月１４日まで（持参の場合は、休日を除く午前８時３０分 

から午後５時１５分まで。郵送の場合は、提出期間内必着とし、一般書留郵便又は簡易書留郵 

便により提出すること。） 

ウ 郵送又は持参による場合の入札書の提出先 

    〒３３６－８５２２ さいたま市緑区大字三室２４６０番地 さいたま市保健衛生局市立病  

院病院経営部病院財務課 

⑶ 開札の日時及び場所 

ア 日時 

令和８年５月１８日（月）午前１０時００分 

イ 場所 

さいたま市緑区大字三室２４６０番地 さいたま市保健衛生局市立病院病院経営部病院財 

務課 

⑷ 入札保証金 

見積もった金額の１００分の５以上を納付すること。ただし、さいたま市契約規則（平成１３ 
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年さいたま市規則第６６号）第９条の規定に該当する場合は、免除とする。 

⑸ 落札者の決定方法 

さいたま市契約規則第１１条第１項及び第２項の規定に基づいて作成した予定価格の制限の範 

囲内で、最低の価格をもって有効な入札を行った者を落札者とする。 

⑹ 入札の無効 

さいたま市特定調達契約に係る競争入札参加者心得（平成１５年さいたま市制定）第１７条に

該当する入札は無効とする。 

⑺ 入札事務を担当する課 

さいたま市緑区大字三室２４６０番地 さいたま市保健衛生局市立病院病院経営部病院財務課 

電話 ０４８（８７３）４２７４ ＦＡＸ ０４８（８７３）５４５１ 

８ 契約手続等 
⑴ 契約保証金 

契約金額の１００分の１０以上を納付すること。ただし、さいたま市契約規則第３０条の規定

に該当する場合は、免除とする。 
⑵ 契約書作成の要否 

要 
⑶ 議決の要否 

否 
９ その他 

⑴ この特定調達契約において使用する言語及び通貨は、日本語及び日本国通貨に限る。 
⑵ 名簿に登載のない者でこの入札に参加しようとする者の資格審査申請書等の交付及び申請場所 

ア 名簿に登載のない者の資格審査申請書類の配布 
さいたま市ホームページからダウンロードできる。 
https://www.city.saitama.lg.jp/005/001/017/010/005/p015031.html 

イ 申請方法 
さいたま市電子申請・届出サービスを利用した電子申請とする。 

ウ 受付場所 
さいたま市浦和区常盤６－４－４ さいたま市財政局契約管理部契約課 
電話 ０４８（８２９）１１７９ ＦＡＸ ０４８（８２９）１９８６ 

エ 受付期間 
公告の日から令和８年４月１６日（木）まで 

⑶ 契約条項等は、さいたま市保健衛生局市立病院病院経営部病院財務課及びホームページにおい

て閲覧できる。 

https://www.city.saitama.lg.jp/005/001/017/009/index.html 

⑷ 詳細は、入札説明書による。 

１０ Summary 

⑴ Contract for tender:   

Lease for Saitama City Hospital Fully-Automated Sample Examination Integrated System 

⑵ Date and time bid opening: 

https://www.city.saitama.lg.jp/005/001/017/010/005/p015031.html
https://www.city.saitama.lg.jp/005/001/017/009/index.html
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May 18,2026,10:00 a.m. 

⑶ Contact point for the notice: 

Hospital Finance Division, Department of Hospital Administration, City Hospital, 

Bureau of Health and Hygiene, Saitama City 

2460 Mimuro, Midori Ward, Saitama City, Saitama Prefecture 336-8522, Japan 

Tel: 048-873-4274 

 

さいたま市公告（調達）第５３号 

次のとおり特定調達契約に係る一般競争入札に付します。 
令和８年４月１５日 

さいたま市長 清 水 勇 人 
１ 競争入札に付する事項 

⑴ 件名 
さいたま市杉の子園送迎バス運行業務 

⑵ 履行場所 
さいたま市内（さいたま市浦和区領家１丁目５番１６号外） 

⑶ 業務概要 
入札説明書のとおり 

⑷ 履行期間 
令和９年４月１日から令和１１年３月３１日まで 

２ 競争入札参加資格に関する事項 
本入札に参加を希望する者は、次の全ての要件を満たしていなければならない。 

⑴ 令和８年度さいたま市の特定調達契約に係る物品等の競争入札の参加資格に関する審査を受け、

業種表・営業品目一覧のうち、業種区分「催物、映画、広告、その他の業務」、営業品目（大分類）

「その他の業務」内の営業品目（小分類）「旅客運送業務」の資格を有すると認められた者である

こと。なお、令和７・８年度さいたま市競争入札参加資格者名簿（物品等）（以下「名簿」という。）

に同営業品目で登載されている者については、この審査を受けたものとみなす。名簿に登載のな

い者（当該営業品目について登載がない者を含む。）は、さいたま市財政局契約管理部契約課に所

定の様式により、令和８年４月２４日（金）までに資格審査の申請を行うこと。 

⑵ 次のいずれにも該当しない者であること。 
ア 特別な理由がある場合を除き、契約を締結する能力を有しない者、破産手続開始の決定を受

けて復権を得ない者及び暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律（平成３年法律第７

７号）第３２条第１項各号に掲げる者 
イ 地方自治法施行令（昭和２２年政令第１６号）第１６７条の４第２項の規定により、さいた

ま市の一般競争入札に参加させないこととされた者 
⑶ 本入札の公告日から開札日までの間、さいたま市物品購入等及び委託業務業者入札参加停止要

綱（平成１９年さいたま市制定）による入札参加停止の措置又はさいたま市の締結する契約から

の暴力団排除措置に関する要綱（平成１３年さいたま市制定）による入札参加除外の措置を受け

ている期間がない者であること。 
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⑷ 開札日において、会社更生法（平成１４年法律第１５４号）に基づき更生手続開始の申立てが

なされている者でないこと。ただし、更生手続開始の決定がなされている者はこの限りでない。 

⑸ 開札日において、民事再生法（平成１１年法律第２２５号）に基づき再生手続開始の申立てが

なされている者でないこと。ただし、再生手続開始の決定がなされている者はこの限りでない。 

⑹ 本入札の公告日から過去５年以内に、本業務と同種の契約を締結し、かつ、これを誠実に履行

した実績がある者であること。 

３ 入札手続の方法 

本入札は、さいたま市物品調達等電子入札運用基準（令和７年さいたま市制定）に基づき、入札

手続を埼玉県電子入札共同システム（以下「電子入札システム」という。）により行う。電子入札シ

ステムで利用可能な電子証明書（ＩＣカード）を取得し、電子入札システムの利用者登録が完了し

ている者は、電子入札システムにより入札参加を行うこと。 

４ 入札説明書の交付 
入札情報公開システムに掲載する。 

⑴ 交付期間 

公告の日から令和８年５月１１日（月）まで（さいたま市の休日を定める条例（平成１３年さ

いたま市条例第２号）第１条第１項に規定する休日（以下「休日」という。）を除く午前８時３０

分から午後５時１５分まで） 
⑵ 交付費用 

無償 
５ 競争入札参加申込兼資格確認申請書の提出 

本入札に参加を希望する者は、入札参加申込及び入札参加資格の確認審査（以下「確認審査」と

いう。）の申請を行わなければならない。名簿に登載されている者であっても、入札期日において確

認審査を受けていない者は、入札に参加する資格を有しない。 
⑴ 提出書類及び提出方法 

入札説明書に記載のとおりとする。 
⑵ 受付期間 

４⑴に同じ 
６ 競争入札参加資格の確認通知 

入札参加資格の確認結果は、電子入札システムにより交付するものとする。なお、電子入札シス

テムにより通知できない者にあっては、次のとおり交付するものとする。 
⑴ 交付場所 

さいたま市西区三橋６丁目１５８７番地 さいたま市子ども未来局総合療育センターひまわり

学園総務課 
担当 森廣 電話 ０４８（６２２）１２１１ ＦＡＸ ０４８（６２２）４３５９ 

⑵ 交付日時 
令和８年５月１５日（金）午前９時から午後４時まで 

⑶ その他 
郵送希望者については、５の書類提出時において返信用封筒に１１０円切手を貼付し、申し出

た場合のみ受け付けるものとする。 
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７ 入札手続等 
⑴ 入札方法 

総価で行う。なお、落札決定に当たっては、入札書に記載された金額に当該金額の１００分の

１０に相当する額を加算した金額（当該金額に１円未満の端数があるときは、その端数金額を切

り捨てるものとする。）をもって落札価格とするので、入札者は、消費税及び地方消費税に係る課

税事業者であるか免税事業者であるかを問わず、見積もった金額の１１０分の１００に相当する

金額を入札書に記載すること。 
⑵ 入札書の提出方法及び提出期間 

ア 提出方法 

   原則として電子入札システムにより行うこと。なお、入札に参加を希望する者が電子入札シ

ステムにより入札参加を行うことができない場合は、郵送又は持参による紙での入札を受け付

ける。 

イ 提出期間 

令和８年５月１１日（月）から令和８年５月２６日（火）まで（持参の場合は、休日を除く

午前８時３０から午後５時１５分まで。郵送の場合は、提出期間内必着とし、一般書留郵便又

は簡易書留郵便により提出すること。） 

ウ 郵送又は持参による場合の入札書の提出先 

〒３３１－００５２ さいたま市西区三橋６丁目１５８７番地 さいたま市子ども未来局総

合療育センターひまわり学園総務課 
⑶ 開札の日時及び場所 

ア 日時 
令和８年５月２８日（木）午前１０時００分 

イ 場所 
さいたま市西区三橋６丁目１５８７番地 さいたま市総合療育センターひまわり学園２階会

議室 
⑷ 入札保証金 

見積もった金額の１００分の５以上を納付すること。ただし、さいたま市契約規則（平成１３

年さいたま市規則第６６号）第９条の規定に該当する場合は、免除とする。 
⑸ 落札者の決定方法 

さいたま市契約規則第１１条第１項及び第２項の規定に基づいて作成した予定価格の制限の範

囲内で最低の価格をもって有効な入札を行った者を落札者とする。 
⑹ 入札の無効 

さいたま市特定調達契約に係る競争入札参加者心得（平成１５年さいたま市制定）第１７条に

該当する入札は無効とする。 

⑺ 入札事務を担当する課 
さいたま市西区三橋６丁目１５８７番地 さいたま市子ども未来局総合療育センターひまわり

学園総務課 
電話 ０４８（６２２）１２１１ ＦＡＸ ０４８（６２２）４３５９ 

８ 契約手続等 



51 

⑴ 契約保証金 
契約金額の１００分の１０以上を納付すること。ただし、さいたま市契約規則第３０条の規定

に該当する場合は、免除とする。 
⑵ 契約書作成の要否 

要 
⑶ 議決の要否 

否 
９ その他 

⑴ この特定調達契約において使用する言語及び通貨は、日本語及び日本国通貨に限る。 
⑵ 名簿に登載のない者でこの入札に参加しようとする者の資格審査申請書類の配布、申請方法、

受付場所及び受付期間 
ア 名簿に登載のない者の資格審査申請書類の配布 

さいたま市ホームページからダウンロードできる。 

https://www.city.saitama.lg.jp/005/001/017/010/005/p015031.html 

イ 申請方法 

  さいたま市電子申請・届出サービスを利用した電子申請とする。 

ウ 受付場所 

さいたま市浦和区常盤６－４－４ さいたま市財政局契約管理部契約課 

電話 ０４８（８２９）１１７９ ＦＡＸ ０４８（８２９）１９８６ 

エ 受付期間 

公告の日から令和８年４月２４日（金）まで 

⑶ 契約条項等は、さいたま市子ども未来局総合療育センターひまわり学園総務課及びホームペー

ジにおいて閲覧できる。 

https://www.city.saitama.lg.jp/005/001/017/009/index.html 

⑷ 詳細は、入札説明書による。 

１０ Summary 

⑴ Contract for tender: 

  Operation of the Saitama City Sugi-no-ko Nursery School Shuttle Bus Service 

⑵ Date and time of tender: 

May 28, 2026 10:00 am 

⑶ Contact point for the notice: 

General Affairs Division, Himawari Gakuen Comprehensive Habilitation Center for 

Children, Bureau of Child Development, Saitama City 

6-1587 Mihashi, Nishi Ward, Saitama City, Saitama Prefecture 331-0052, Japan 

Tel: 048-622-1211 

 

さいたま市公告（調達）第５４号 

次のとおり特定調達契約に係る一般競争入札に付します。 
令和８年４月１５日 

https://www.city.saitama.lg.jp/005/001/017/010/005/p015031.html
https://www.city.saitama.lg.jp/005/001/017/009/index.html
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さいたま市長 清 水 勇 人 
１ 競争入札に付する事項 

⑴ 件名 
さいたま市立大宮南小学校体育館空調設備賃貸借 

⑵ 履行場所 
さいたま市大宮区吉敷町３－８７ さいたま市立大宮南小学校 

⑶ 業務概要 
仕様書のとおり 

⑷ 履行期間 
令和８年９月１日から令和１２年３月３１日まで 

２ 競争入札参加資格に関する事項 
本入札に参加を希望する者は、次の全ての要件を満たしていなければならない。 

⑴ 令和８年度さいたま市の特定調達契約に係る物品等の競争入札の参加資格に関する審査を受け、

業種表・営業品目一覧のうち、業種区分「賃貸」、営業品目「空調冷暖房機器」の資格を有すると

認められた者であること。なお、令和７・８年度さいたま市競争入札参加資格者名簿（物品等）

（以下「名簿」という。）に同営業品目で登載されている者については、この審査を受けたものと

みなす。名簿に登載のない者（当該営業品目について登載がない者を含む。）は、さいたま市財政

局契約管理部契約課に所定の様式により、令和８年４月３０日（木）までに資格審査の申請を行

うこと。 

⑵ 次のいずれにも該当しない者であること。 

ア 特別な理由がある場合を除き、契約を締結する能力を有しない者、破産手続開始の決定を受

けて復権を得ない者及び暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律（平成３年法律第７

７号）第３２条第１項各号に掲げる者 
イ 地方自治法施行令（昭和２２年政令第１６号）第１６７条の４第２項の規定により、さいた

ま市の一般競争入札に参加させないこととされた者 
⑶ 本入札の公告日から入札日までの間、さいたま市物品購入等及び委託業務業者入札参加停止要

綱（平成１９年さいたま市制定）による入札参加停止の措置又はさいたま市の締結する契約から

の暴力団排除措置に関する要綱（平成１３年さいたま市制定）による入札参加除外の措置を受け

ている期間がない者であること。 

⑷ 入札日において、会社更生法（平成１４年法律第１５４号）に基づき更生手続開始の申立てが

なされている者でないこと。ただし、更生手続開始の決定がなされている者はこの限りではない。 

⑸ 入札日において、民事再生法（平成１１年法律第２２５号）に基づき再生手続開始の申立てが

なされている者でないこと。ただし、再生手続開始の決定がなされている者はこの限りではない。 

⑹ 平成２８年４月１日以降、５年以上の学校体育館または屋内運動場の空調機賃貸借契約を締結

した実績を有する者。 

３ 入札説明書の交付 
本入札に参加を希望する者に対し、入札説明書を交付するものとする。 

⑴ 交付方法 
ア さいたま市浦和区常盤６－４－４ さいたま市教育委員会事務局管理部学校施設整備課 
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  担当 整備係 電話 ０４８（８２９）１６４２ 

イ さいたま市ホームページからダウンロード 
https://www.city.saitama.lg.jp/005/001/017/006/005/p129777.html 

⑵ 交付期間 
公告の日から令和８年５月８日（金）まで（３⑴アにおいては、さいたま市の休日を定める条

例（平成１３年さいたま市条例第２号）第１条第１項に規定する休日（以下「休日」という。）を

除く午前９時から午後４時まで） 

 ⑶ 交付費用 

   無償 

４ 競争入札参加申込兼資格確認申請書の提出 
本入札に参加を希望する者は、入札参加申込及び入札参加資格の確認審査（以下「確認審査」と

いう。）の申請を行わなければならない。名簿に登載されている者であっても、入札期日において確

認審査を受けていない者は、入札に参加する資格を有しない。 
⑴ 提出書類 

ア 競争入札参加申込兼資格確認申請書 
イ 一般競争入札参加資格等確認資料 

⑵ 受付期間 
３⑵に同じ 

⑶ 受付場所 
３⑴アに同じ 

⑷ 提出方法 
持参又は郵送とする。ただし、郵送にて提出する場合は、書留郵便（簡易書留郵便を含む。）

とし、受付期間内必着とする。 
５ 競争入札参加資格確認結果通知書の交付 

確認審査終了後、競争入札参加資格確認結果通知書を交付するものとする。 
⑴ 交付場所 

３⑴アに同じ 
⑵ 交付日時 

令和８年５月１５日（金）午前９時から午後４時まで 
⑶ その他 

郵送希望者については、４の書類提出時において返信用封筒に１１０円切手を貼付し、申し出

た場合のみ受け付けるものとする。 
６ 仕様書等に関する質問及び回答 

⑴ 仕様書等に関して質問がある場合は、質疑応答書を次のとおり提出すること。 
ア 提出先 

３⑴アに同じ 
イ 受付期間 

３⑵に同じ 
ウ 提出方法 

https://www.city.saitama.lg.jp/005/001/017/006/005/p129777.html
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４⑷に同じ 
⑵ 質問に対する回答 

ア 公表場所 
３⑴アに同じ 

イ 公表日時 
５⑵に同じ 

 ⑶ その他 
質問に対する回答を郵送で希望する者は、質疑応答書の提出時において返信用封筒に１１０円

切手を貼付し、申し出た場合のみ受け付けるものとする。  
７ 入札手続等 

⑴ 入札方法 
単価（月額）で行う。入札金額は、賃借料（点検費用など当該業務に係る経費の全てを含む。）

１月当たりの額を記入すること。なお、落札決定に当たっては、入札書に記載された金額に当該

金額の１００分の１０に相当する額を加算した金額（当該金額に１円未満の端数があるときは、

その端数金額を切り捨てるものとする。）をもって落札価格とするので、入札者は、消費税及び地

方消費税に係る課税事業者であるか免税事業者であるかを問わず、見積もった金額の１１０分の

１００に相当する金額を入札書に記載すること。 
⑵ 郵送による場合の入札書の受領期限及び送付先 

ア 受領期限 

令和８年５月２７日（水）書留郵便（簡易書留郵便を含む。）により提出すること。 

イ 送付先 

３⑴アに同じ 

⑶ 入札参加資格の確認 
競争入札参加資格確認結果通知書を持参すること。 

⑷ 入札の日時及び場所 
ア 日時 

令和８年５月２９日（金）午前９時３０分 
イ 場所 

さいたま市浦和区常盤６－４－４ さいたま市役所西会議棟１階第７会議室 
⑸ 最低制限価格 

設定しない。 
⑹ 入札保証金 

見積もった金額の１００分の５以上を納付すること。ただし、さいたま市契約規則（平成１３

年さいたま市規則第６６号）第９条の規定に該当する場合は、免除とする。 
⑺ 開札の日時及び場所 

ア 日時 
令和８年５月２９日（金）入札終了後、直ちに行う。 

イ 場所 
７⑷イに同じ 



55 

⑻ 落札者の決定方法 
さいたま市契約規則第１１条第１項及び第２項の規定に基づいて作成した予定価格の制限の範

囲内で最低の価格をもって有効な入札を行った者を落札者とする。 
なお、落札とすべき同額の入札をした者が２者以上いるときは、直ちに、当該入札参加者にく

じを引かせ、落札者を決定する。この場合、当該入札参加者は、くじを辞退することはできない。 
⑼ 入札の無効 

さいたま市特定調達契約に係る競争入札参加者心得（平成１５年さいたま市制定）第１７条に

該当する入札は無効とする。 

⑽ 入札事務を担当する課 
さいたま市浦和区常盤６－４－４ さいたま市教育委員会事務局管理部学校施設整備課 
電話 ０４８（８２９）１６４２ ＦＡＸ ０４８（８２９）１９８９ 

８ 契約手続等 

⑴ 契約保証金 
契約金額の１００分の１０以上を納付すること。ただし、さいたま市契約規則第３０条の規定

に該当する場合は、免除とする。 
⑵ 契約書作成の要否 

   要 
⑶ 議決の要否 

   否 
９ その他 

⑴ この特定調達契約において使用する言語及び通貨は、日本語及び日本国通貨に限る。 
⑵ 名簿に登載のない者でこの入札に参加しようとする者の資格審査申請書類の配布、申請方法、

受付場所及び受付期間 
ア 名簿に登載のない者の資格審査申請書類の配布 

さいたま市ホームページからダウンロードできる。 

https://www.city.saitama.lg.jp/005/001/017/010/005/p015031.html 

イ 申請方法 

  さいたま市電子申請・届出サービスを利用した電子申請とする。 

ウ 受付場所 

さいたま市浦和区常盤６－４－４ さいたま市財政局契約管理部契約課 

電話 ０４８（８２９）１１７９ ＦＡＸ ０４８（８２９）１９８６ 

エ 受付期間 

公告の日から令和８年４月３０日（木）まで 

⑶ 契約条項等は、さいたま市教育委員会事務局管理部学校施設整備課及びホームページにおいて

閲覧できる。 
https://www.city.saitama.lg.jp/005/001/017/009/index.html 

１０ Summary 

⑴ Lease contract for tender: 

Air conditioner(s) for the gymnasium of Saitama City Municipal Omiya-Minami Elementary 

https://www.city.saitama.lg.jp/005/001/017/010/005/p015031.html
https://www.city.saitama.lg.jp/005/001/017/009/index.html
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School 

⑵ Date and time of tender: 

May 29, 2026 9:30 a.m. 

⑶ Contact point for the notice: 

 Division of School Facility Planning and Development, Department of Management, Board  

of Education Secretariat, Saitama City 

6-4-4 Tokiwa, Urawa Ward, Saitama City, Saitama Prefecture 330-9588, Japan 

Tel: 048-829-1642 Fax: 048-829-1989 

 

さいたま市公告（調達）第５５号 

次のとおり特定調達契約に係る一般競争入札に付します。 
令和８年４月１５日 

さいたま市長 清 水 勇 人 
１ 競争入札に付する事項 

⑴ 件名 
さいたま市教職員人事給与システム機器等賃貸借 

⑵ 借入場所 
さいたま市浦和区常盤６－４－４外 

⑶ 数量・特質等 

仕様書による。 

⑷ 借入期間 
令和９年２月１日から令和１４年１月３１日まで 

２ 競争入札参加資格に関する事項 
本入札に参加を希望する者は、次の全ての要件を満たしていなければならない。 

⑴ 令和８年度さいたま市の特定調達契約に係る物品等の競争入札の参加資格に関する審査を受け、

業種表・営業品目一覧のうち、業種区分「賃貸」、営業品目「ＯＡ機器・用品」の資格を有すると

認められた者であること。なお、令和７・８年度さいたま市競争入札参加資格者名簿（物品等）

（以下「名簿」という。）に同営業品目で登載されている者については、この審査を受けたものと

みなす。名簿に登載のない者（当該営業品目について登載がない者を含む。）は、さいたま市財政

局契約管理部契約課に所定の様式により、令和８年５月７日（木）までに資格審査の申請を行う

こと。 

⑵ 次のいずれにも該当しない者であること。 
ア 特別な理由がある場合を除き、契約を締結する能力を有しない者、破産手続開始の決定を受

けて復権を得ない者及び暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律（平成３年法律第７

７号）第３２条第１項各号に掲げる者 
イ 地方自治法施行令（昭和２２年政令第１６号）第１６７条の４第２項の規定により、さいた

ま市の一般競争入札に参加させないこととされた者 
⑶ 本入札の公告日から入札日までの間、さいたま市物品購入等及び委託業務業者入札参加停止要

綱（平成１９年さいたま市制定）による入札参加停止の措置又はさいたま市の締結する契約から
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の暴力団排除措置に関する要綱（平成１３年さいたま市制定）による入札参加除外の措置を受け

ている期間がない者であること。 

⑷ 入札日において、会社更生法（平成１４年法律第１５４号）に基づき更生手続開始の申立てが

なされている者でないこと。ただし、更生手続開始の決定がなされている者はこの限りでない。 

 ⑸ 入札日において、民事再生法（平成１１年法律第２２５号）に基づき再生手続開始の申立てが

なされている者でないこと。ただし、再生手続開始の決定がなされている者はこの限りでない。 

⑹ 本入札の公告日から過去５年以内に、国（独立行政法人を含む。）又は地方公共団体と種類及び

規模を同じくする契約を締結し、かつ、履行を完了又は公告日現在において１年を超えて履行中

の実績を有する者であること。 
３ 入札手続の方法 

本入札は、さいたま市物品調達等電子入札運用基準（令和７年さいたま市制定）に基づき、入札

手続を埼玉県電子入札共同システム（以下「電子入札システム」という。）により行う。電子入札シ

ステムで利用可能な電子証明書（ＩＣカード）を取得し、電子入札システムの利用者登録が完了し

ている者は、電子入札システムにより入札参加を行うこと。 
４ 入札説明書の交付 

⑴ 交付場所 
埼玉県入札情報公開システムに掲載する。 

⑵ 交付期間 
公告の日から令和８年６月１日（月）まで 

⑶ 交付費用 
無償 

５ 競争入札参加申込兼資格確認申請書の提出 
本入札に参加を希望する者は、入札参加申込及び入札参加資格の確認審査（以下「確認審査」と

いう。）の申請を行わなければならない。名簿に登載されている者であっても、入札期日において確

認審査を受けていない者は、入札に参加する資格を有しない。 
⑴ 提出書類及び提出方法  

入札説明書に記載のとおりとする。  
⑵ 受付期間  

公告の日から令和８年５月７日（木）午後５時１５分まで（持参による提出の場合は、さいた

ま市の休日を定める条例（平成１３年さいたま市条例第２号）第１条第１項に規定する休日を除

く。） 
６ 競争入札参加資格確認結果通知書の交付 

確認審査終了後、競争入札参加資格確認結果通知書を電子入札システムにより交付するものとす

る。なお、電子入札システムにより通知できない者にあっては、次のとおり交付するものとする。 
⑴ 交付場所 

さいたま市浦和区常盤６－４－４ さいたま市教育委員会事務局学校教育部教職員給与課 
担当 給与係 電話０４８（８２９）１６５５ 

⑵ 交付日時 
令和８年５月１８日（月）午前１０時００分から午後５時００分まで 
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⑶ その他 
郵送希望者については、４の書類提出時において返信用封筒に１１０円切手を貼付し、申し出

た場合のみ受け付けるものとする。 
７ 入札手続等 

⑴ 入札方法 
単価（月額）で行う。入札金額は、賃借料１月当たりの額を記入すること。なお、落札決定に

当たっては、入札書に記載された金額に当該金額の１００分の１０に相当する額を加算した金額

（当該金額に１円未満の端数があるときは、その端数金額を切り捨てるものとする。）をもって落

札価格とするので、入札者は、消費税及び地方消費税に係る課税事業者であるか免税事業者であ

るかを問わず、見積もった金額の１１０分の１００に相当する金額を入札書に記載すること。 
⑵ 入札書の提出方法及び提出期間 

ア 提出方法 
原則として電子入札システムにより行うこと。なお、入札に参加を希望する者が電子入札シ

ステムにより入札参加を行うことができない場合は、郵送による紙での入札を受け付ける。 
イ 提出期間 

令和８年５月１９日（火）午前９時００分から令和８年５月２９日（金）午後５時００分ま

で 
  ウ 郵送の場合の提出期限 
    令和８年５月２８日（木）必着 

一般書留郵便又は簡易書留郵便により提出すること。 
エ 郵送による場合の入札書の提出先 

〒３３８－９５８８ さいたま市浦和区常盤６－４－４ さいたま市教育委員会事務局学 

校教育部教職員給与課 
⑶ 開札の日時及び場所 

ア 日時 
令和８年６月１日（月）午前１０時００分 

イ 場所 
さいたま市浦和区常盤６－４－４ さいたま市教育委員会事務局学校教育部学事課 

⑷ 入札保証金 
見積もった金額（月額）に月数を乗じた額の１００分の５以上を納付すること。ただし、さい

たま市契約規則（平成１３年さいたま市規則第６６号）第９条の規定に該当する場合は、免除と

する。 
⑸ 落札者の決定方法 

さいたま市契約規則第１１条第１項及び第２項の規定に基づいて作成した予定価格の制限の範

囲内で最低の価格をもって有効な入札を行った者を落札者とする。 
⑹ 入札の無効 

さいたま市特定調達契約に係る競争入札参加者心得（平成１５年さいたま市制定）第１７条に

該当する入札は無効とする。 

⑺ 入札事務を担当する課 
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さいたま市浦和区常盤６－４－４ さいたま市教育委員会事務局学校教育部学事課 
電話 ０４８（８２９）１６４６ ＦＡＸ ０４８（８２９）１９９０ 

⑻ 業務を担当する課 
さいたま市浦和区常盤６－４－４ さいたま市教育委員会事務局学校教育部教職員給与課 
電話 ０４８（８２９）１６５５ ＦＡＸ ０４８（８２９）１９９０ 

８ 契約手続等 
⑴ 契約保証金 

契約金額（月額）に月数を乗じた額の１００分の１０以上を納付すること。ただし、さいたま

市契約規則第３０条の規定に該当する場合は、免除とする。 
⑵ 契約書作成の要否 

要 
⑶ 議決の要否 

否 
９ その他 

⑴ 提出された競争入札参加申込兼資格確認申請書等は、返却しない。 
⑵ この特定調達契約において使用する言語及び通貨は、日本語及び日本国通貨に限る。 
⑶ 名簿に登載のない者でこの入札に参加しようとする者の資格審査申請書類の配布、申請方法、

受付場所及び受付期間 
ア 名簿に登載のない者の資格審査申請書類の配布 

さいたま市ホームページからダウンロードできる。 
https://www.city.saitama.lg.jp/005/001/017/010/005/p015031.html 

イ 申請方法 

さいたま市電子申請・届出サービスを利用した電子申請とする。 

ウ 受付場所 

さいたま市浦和区常盤６－４－４ さいたま市財政局契約管理部契約課 

電話０４８（８２９）１１７９ ＦＡＸ０４８（８２９）１９８６ 

エ 受付期間 

公告の日から令和８年５月７日（木）まで 

⑷ この契約条項等は、さいたま市教育委員会事務局学校教育部教職員給与課及びホームページに

おいて閲覧できる。 

https://www.city.saitama.lg.jp/005/001/017/009/index.html 
⑸ 詳細は、入札説明書による。 

１０ Summary 

⑴ Lease Contract for tender: Personnel payroll system for school staff members of Saitama 
City 

⑵ Date and time of tender:  
From May 19, 2026, 9:00 a.m. to May 29, 2026, 5:00 p.m. 

⑶ Date and time of bid opening: 

June 1, 2026, 10:00 a.m. 

https://www.city.saitama.lg.jp/005/001/017/010/005/p015031.html
https://www.city.saitama.lg.jp/005/001/017/009/index.html
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⑷ Contact point for the notice: Educational Personnel Payroll Division, Department of 
School Education, Saitama City Board of Education 

6-4-4 Tokiwa, Urawa Ward, Saitama City, Saitama Prefecture 330-9588, Japan 

Tel: 048-829-1655 

 

 

○特定調達契約の落札者等の公示 

さいたま市公告（調達）第５６号 

次のとおり落札者等について公示します。 

令和８年４月１５日 

さいたま市長 清 水 勇 人 

「掲載事項」 

①案件番号 ②物品等又は特定役務の名称及び数量 ③契約に関する事務を担当する組織の名称及び

所在地 ④落札者又は随意契約の相手方を決定した日 ⑤落札者又は随意契約の相手方の氏名及び住

所（法人の場合はその名称及び所在地） ⑥落札金額又は随意契約に係る契約金額 ⑦契約の相手方

を決定した手続 ⑧公告又は公示をした日 ⑨随意契約によることとした理由 

 

①５６－１ ②さいたま市ＣＩＯ支援業務 一式 ③さいたま市都市戦略本部デジタル改革推進部 

さいたま市浦和区常盤６－４－４ ④令和８年３月１７日 ⑤アビームコンサルティング株式会社 

代表取締役 山田貴博 東京都中央区八重洲２－２－１ ⑥６５，４５０，０００円 ⑦総合評価方

式による一般競争入札 ⑧令和８年１月５日さいたま市公告（調達）第１１０号 

 

①５６－２ ②さいたま市帳票印刷業務 一式 ③さいたま市都市戦略本部デジタル改革推進部 さ

いたま市浦和区常盤６－４－４ ④令和８年３月１３日 ⑤株式会社コタニ浦和営業所 所長 平沢

貴夫 さいたま市浦和区仲町２－１４－７－２０３ ⑥５５，２０４，９４１円 ⑦一般競争入札 

⑧令和８年１月２１日さいたま市公告（調達）第２号 

 

①５６－３ ②さいたま市健康管理システム運用保守業務 一式 ③さいたま市都市戦略本部デジタ

ル改革推進部 さいたま市浦和区常盤６－４－４ ④令和８年３月１９日 ⑤富士通Ｊａｐａｎ株式

会社首都圏事業部（埼玉） シニアディレクター 佐藤拓 さいたま市大宮区桜木町１－１１－２０ 

⑥１１４，１８０，０００円 ⑦随意契約 ⑨地方公共団体の物品等又は特定役務の調達手続の特例

を定める政令（平成７年政令第３７２号）第１１条第１項第１号該当 

 

①５６－４ ②さいたま市財務会計システム保守業務 一式 ③さいたま市都市戦略本部デジタル改

革推進部 さいたま市浦和区常盤６－４－４ ④令和８年３月２５日 ⑤株式会社日立製作所北関東

支店 支店長 井戸川誠一 さいたま市大宮区桜木町１－１０－１６ ⑥５２，８００，０００円 

⑦随意契約 ⑨地方公共団体の物品等又は特定役務の調達手続の特例を定める政令第１１条第１項第

１号該当 
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①５６－５ ②さいたま市本庁舎外清掃業務 一式 ③さいたま市財政局財政部庁舎管理課 さいた

ま市浦和区常盤６－４－４ ④令和８年３月６日 ⑤株式会社むさしビルクリーナー 代表取締役 

坪井宣子 さいたま市浦和区常盤３－３－９ ⑥４２，３０９，７４０円 ⑦一般競争入札 ⑧令和

８年１月２１日さいたま市公告（調達）第４号 
 

①５６－６ ②さいたま市戸籍システム・コンビニ交付システム改修業務（振り仮名法改正に係る旧

氏対応） 一式 ③さいたま市市民局区政推進部 さいたま市浦和区常盤６－４－４ ④令和８年３

月１８日 ⑤富士通Ｊａｐａｎ株式会社首都圏事業部（埼玉） シニアディレクター 佐藤拓 さい

たま市大宮区桜木町１－１１－２０ ⑥４６，２００，０００円 ⑦随意契約 ⑨地方公共団体の物

品等又は特定役務の調達手続の特例を定める政令第１１条第１項第１号該当 

 

①５６－７ ②さいたま市住民記録システム・コンビニ交付システム改修業務（振り仮名法改正対

応） 一式 ③さいたま市市民局区政推進部 さいたま市浦和区常盤６－４－４ ④令和８年３月１

８日 ⑤富士通Ｊａｐａｎ株式会社首都圏事業部（埼玉） シニアディレクター 佐藤拓 さいたま

市大宮区桜木町１－１１－２０ ⑥５０，０５０，０００円 ⑦随意契約 ⑨地方公共団体の物品等

又は特定役務の調達手続の特例を定める政令第１１条第１項第１号該当 

 

①５６－８ ②さいたま市子ども・子育て支援制度対応に伴う国民健康保険システム改修業務 一

式 ③さいたま市福祉局生活福祉部国保年金課 さいたま市浦和区常盤６－４－４ ④令和８年２月

１７日 ⑤株式会社日立製作所北関東支店 支店長 井戸川誠一 さいたま市大宮区桜木町１－１０

－１６ ⑥６２，１５０，０００円 ⑦随意契約 ⑨地方公共団体の物品等又は特定役務の調達手続

の特例を定める政令第１１条第１項第１号該当 
 

①５６－９ ②さいたま市児童系（児童手当・児童扶養手当）システム運用支援業務 一式 ③さい

たま市子ども未来局子ども育成部子育て支援課 さいたま市浦和区常盤６－４－４ ④令和８年３月

４日 ⑤富士通Ｊａｐａｎ株式会社首都圏事業部（埼玉） シニアディレクター 佐藤拓 さいたま

市大宮区桜木町１－１１－２０ ⑥５５，１１０，０００円 ⑦随意契約 ⑨地方公共団体の物品等

又は特定役務の調達手続の特例を定める政令第１１条第１項第１号該当 

 

①５６－１０ ②さいたま市療育センターさくら草送迎バス運行業務 一式 ③さいたま市子ども未

来局総合療育センターひまわり学園療育センターさくら草 さいたま市桜区田島２－１６－２ ④令

和８年３月９日 ⑤さくら観光バス株式会社 代表取締役 天野正幸 埼玉県久喜市菖蒲町三箇２４

７０番地１ ⑥６３，６７３，５００円 ⑦一般競争入札 ⑧令和８年１月２１日さいたま市公告

（調達）第９号  

 

①５６－１１ ②さいたま市食肉中央卸売市場で使用する電気 ３，２４０，０００キロワット時 

③さいたま市経済局農業政策部食肉中央卸売市場 さいたま市大宮区吉敷町２－２３ ④令和８年３

月５日 ⑤コスモエネルギーソリューションズ株式会社 代表取締役 河村靖之 東京都中央区日本

橋浜町３－３－２ ⑥７５，１１４，６００円 ⑦一般競争入札 ⑧令和８年１月２１日さいたま市
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公告（調達）第１０号 

 

①５６－１２ ②さいたま市都市計画基本図・３Ｄ都市モデル更新等業務 一式 ③さいたま市都市

局都市計画部都市計画課 さいたま市浦和区常盤６－４－４ ④令和８年３月１８日 ⑤株式会社パ

スコさいたま支店 支店長 黒沢伸顕 さいたま市大宮区仲町１－１０４ ⑥７７，８８０，０００

円 ⑦一般競争入札 ⑧令和８年２月２日さいたま市公告（調達）第２２号 

 

①５６－１３ ②藤右衛門中継ポンプ場外１６箇所で使用する電気 ４，４５７，０００キロワット

時 ③さいたま市建設局下水道部下水道維持管理課 さいたま市浦和区常盤６－４－４ ④令和８年

３月６日 ⑤コスモエネルギーソリューションズ株式会社 代表取締役 河村靖之 東京都中央区日

本橋浜町３－３－２ ⑥１２６，５８５，７４４円 ⑦一般競争入札 ⑧令和８年１月２１日さいた

ま市公告（調達）第１１号 

 

①５６－１４ ②さいたま市教職員人事給与システム運用保守業務 一式 ③さいたま市教育委員会

事務局学校教育部教職員給与課 さいたま市浦和区常盤６－４－４ ④令和８年３月１９日 ⑤株式

会社日立製作所北関東支店 支店長 井戸川誠一 さいたま市大宮区桜木町１－１０－１６ ⑥４

８，７８２，８０４円 ⑦随意契約 ⑨地方公共団体の物品等又は特定役務の調達手続の特例を定め

る政令第１１条第１項第１号該当 

 

①５６－１５ ②さいたま市立学校用等自動体外式除細動器賃貸借 一式 ③さいたま市教育委員会

事務局学校教育部健康教育課 さいたま市浦和区常盤６－４－４ ④令和８年３月１０日 ⑤東京セ

ンチュリー株式会社 代表取締役 藤原弘治 東京都千代田区神田練塀町３番地 ⑥４０６，９２３

円（月額） ⑦一般競争入札 ⑧令和８年１月２１日さいたま市公告（調達）第１２号 

 

①５６－１６ ②教育用校内ネットワーク保守等業務 一式 ③さいたま市教育委員会教育研究所 

さいたま市浦和区岸町６－１３－１５ ④令和８年３月５日 ⑤株式会社ＳＨＩＮＫＯ北関東支店 

支店長 田村隆明 さいたま市大宮区上小町４６８ エルドヴェール内 ⑥１８２，１６０，０００

円 ⑦一般競争入札 ⑧令和８年１月２１日さいたま市公告（調達）第１５号 

 

①５６－１７ ②教育データ可視化システム運用保守等業務 一式 ③さいたま市教育委員会教育研

究所 さいたま市浦和区岸町６－１３－１５ ④令和８年３月５日 ⑤株式会社内田洋行営業支援統

括グループ 取締役常務執行役員営業支援統括グループ統括 小柳諭司 東京都江東区東陽２－３－

２５ ⑥８６，９００，０００円 ⑦一般競争入札 ⑧令和８年１月２１日さいたま市公告（調達）

第１６号 

 

①５６－１８ ②教育用オフィスソフトライセンス調達及びアカウント運用保守等業務 一式 ③さ

いたま市教育委員会教育研究所 さいたま市浦和区岸町６－１３－１５ ④令和８年３月５日 ⑤株

式会社内田洋行営業支援統括グループ 取締役常務執行役員営業支援統括グループ統括 小柳諭司 

東京都江東区東陽２－３－２５ ⑥１３２，６６０，０００円 ⑦一般競争入札 ⑧令和８年１月２
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１日さいたま市公告（調達）第１７号  

 

①５６－１９ ②さいたま市生涯学習施設等自動体外式除細動器賃貸借 一式 ③さいたま市教育委

員会事務局生涯学習部生涯学習振興課 さいたま市浦和区常盤６－４－４  ④令和８年３月５日 

⑤フクダ電子西関東販売株式会社 代表取締役 小畑義博 さいたま市中央区鈴谷二丁目７６０番地 

⑥２９６，４５０円（月額） ⑦一般競争入札 ⑧令和８年１月２１日さいたま市公告（調達）第１

３号  

 

 

〇競争入札参加資格審査に関する告示 

さいたま市告示第６１２号 

さいたま市水道局告示第４３号 

令和７・８年度のさいたま市及びさいたま市水道局における競争入札の参加資格に関する追加受付

の審査結果について、次のとおり公表する。 

令和８年４月１日 

さいたま市長 清 水 勇 人 

さいたま市水道事業管理者 小 島 豪 彦 

競争入札参加有資格者数（令和８年４月１日名簿新規登載分） 

 市内 県内 県外 合計 

物品等 ３ ８ ３３ ４４ 

※主たる営業所の所在地による 

 

 

○一般競争入札の告示 

さいたま市告示第６８５号 

次のとおり一般競争入札を行うので、地方自治法施行令（昭和２２年政令第１６号。以下「施行

令」という。）第１６７条の６の規定に基づき公告する。 

令和８年４月１３日 
さいたま市長 清 水 勇 人 

１ 競争入札に付する事項 
⑴ 件名（物品の購入） 

ア ガス回転釜 
イ 真空冷却機 
ウ スチームコンベクションオーブン 
エ 牛乳保冷庫 
オ 立体炊飯器 
カ フードスライサー 
キ 冷媒機器類 
ク フライヤー 
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ケ ガス回転釜・食器食缶洗浄機（木崎中学校） 
コ 小学校給食用皿一式 

⑵ 納入場所 
ア さいたま市南区広ヶ谷戸２４ さいたま市立大谷口小学校 外２校 

 イ さいたま市南区広ヶ谷戸２４ さいたま市立大谷口小学校 外４校 

 ウ さいたま市南区別所７－１４－２８ さいたま市立浦和大里小学校 外４校 

  エ さいたま市大宮区堀の内町３－１４５ さいたま市立大宮東小学校 外４校 

 オ さいたま市北区植竹町２－１ さいたま市立植竹小学校 外２校 

 カ さいたま市南区南本町２－２５－２７ さいたま市立岸中学校 外５校 

 キ さいたま市桜区五関２１ さいたま市立大久保小学校 外１２校 

 ク さいたま市緑区道祖土１－１－１ さいたま市立道祖土小学校 外３校 

ケ さいたま市浦和区瀬ヶ崎２－１７－１ さいたま市立木崎中学校 

コ さいたま市浦和区岸町４－１－２９ さいたま市立高砂小学校 外７６校 

⑶ 数量・特質等 
入札説明書及び仕様書のとおり 

⑷ 納入期限 
１⑴アからケの物品 令和９年３月３１日 
１⑴コの物品 令和８年８月７日 

２ 競争入札参加資格に関する事項 
本入札に参加を希望する者は、次の全ての要件を満たしていなければならない。 

⑴ 本入札の告示日において、令和７・８年度さいたま市競争入札参加資格者名簿（物品等）（以下

「名簿」という。）の業種表・営業品目一覧のうち、業種区分「販売」、営業品目「厨房機器」で

登載され、かつ、市内に本店又は本市との契約権限を有する支店若しくは営業所を有している者

であること。 

⑵ 次のいずれにも該当しない者であること。 
ア 特別な理由がある場合を除き、契約を締結する能力を有しない者、破産手続開始の決定を受

けて復権を得ない者及び暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律（平成３年法律第７

７号）第３２条第１項各号に掲げる者 

イ 施行令第１６７条の４第２項の規定により、さいたま市の一般競争入札に参加させないこと

とされた者 
 ⑶ 本入札の告示日から開札日までの間、さいたま市物品購入等及び委託業務業者入札参加停止要 

綱（平成１９年さいたま市制定）による入札参加停止の措置又はさいたま市の締結する契約から 

の暴力団排除措置に関する要綱（平成１３年さいたま市制定）による入札参加除外の措置を受け 

ている期間がない者であること。 
 ⑷ 開札日において、会社更生法（平成１４年法律第１５４号）に基づき更生手続開始の申立てが

なされている者でないこと。ただし、更生手続開始の決定がなされている者はこの限りでない。 

 ⑸ 開札日において、民事再生法（平成１１年法律第２２５号）に基づき再生手続開始の申立てが

なされている者でないこと。ただし、再生手続開始の決定がなされている者はこの限りでない。 
３ 入札手続の方法 
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本入札は、さいたま市物品調達等電子入札運用基準（令和７年さいたま市制定）に基づき、入札

手続を埼玉県電子入札共同システム（以下「電子入札システム」という。）により行う。電子入札シ

ステムで利用可能な電子証明書（ＩＣカード）を取得し、電子入札システムの利用者登録が完了し

ている者は、電子入札システムにより入札参加を行うこと。 

４ 入札説明書の交付 
さいたま市ホームページ及び埼玉県入札情報公開システムに掲載する。 

⑴ 交付期間 
告示の日から令和８年４月３０日（木）まで 

⑵ 交付費用 

   無償 

５ 競争入札参加申込兼資格確認申請書の提出 
本入札に参加を希望する者は、競争入札に付する購入物品ごとに入札参加申込及び入札参加資格

の確認審査（以下「確認審査」という。）の申請を行わなければならない。名簿に登載されている者

であっても、入札期日において確認審査を受けていない者は、入札に参加する資格を有しない。 
⑴ 提出書類及び提出方法 

入札説明書に記載のとおりとする。 
⑵ 受付期間 

告示の日から令和８年４月３０日（木）午後５時１５分まで 
６ 競争入札参加資格の確認通知 

入札参加資格の確認結果は、電子入札システムにより交付するものとする。なお、電子入札シス

テムにより通知できない者にあっては、次のとおり交付するものとする。 
⑴ 交付場所 

さいたま市浦和区常盤６－４－４ さいたま市財政局契約管理部調達課 

担当 物品契約係 電話 ０４８（８２９）１１８１ 
⑵ 交付日時 

令和８年５月１３日（水）及び令和８年５月１４日（木）午前８時３０分から午後５時１５分

まで 
⑶ その他 

郵送希望者については、５の書類提出時において競争入札に付する購入物品ごとの返信用封筒

に１１０円切手を貼付し、申し出た場合のみ受け付けるものとする。 
７ 入札手続等 

⑴ 入札方法 
競争入札に付する購入物品ごとに総価で行う。なお、落札決定に当たっては、入札書に記載さ

れた金額に当該金額の１００分の１０に相当する額を加算した金額（当該金額に１円未満の端数

があるときは、その端数金額を切り捨てるものとする。）をもって落札価格とするので、入札者は、

消費税及び地方消費税に係る課税事業者であるか免税事業者であるかを問わず、見積もった金額

の１１０分の１００に相当する金額を入札書に記載すること。 
⑵ 入札書の提出方法及び提出期間 

ア 提出方法 
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   原則として電子入札システムにより行うこと。なお、入札に参加を希望する者が電子入札シ

ステムにより入札参加を行うことができない場合は、郵送又は持参による紙での入札を受け付

ける。 

イ 提出期間 

令和８年５月２０日（水）午前８時３０分から令和８年５月２２日（金）午後５時まで（持

参の場合は、さいたま市の休日を定める条例（平成１３年さいたま市条例第２号）第１条第１

項に規定する休日を除く午前８時３０分から午後５時１５分まで。郵送の場合は、提出期間内

必着とし、一般書留郵便又は簡易書留郵便により提出すること。） 

ウ 郵送又は持参による場合の入札書の提出先 

   〒３３０－９５８８ さいたま市浦和区常盤６－４－４ さいたま市財政局契約管理部調達

課 担当 物品契約係 

⑶ 開札の日時及び場所 
ア 日時 
（ア） １⑴アの物品 令和８年５月２５日（月）午後２時００分 
（イ） １⑴イの物品 令和８年５月２５日（月）午後２時１０分 
（ウ） １⑴ウの物品 令和８年５月２５日（月）午後２時２０分 
（エ） １⑴エの物品 令和８年５月２５日（月）午後２時３０分 
（オ） １⑴オの物品 令和８年５月２５日（月）午後２時４０分 
（カ） １⑴カの物品 令和８年５月２５日（月）午後２時５０分 
（キ） １⑴キの物品 令和８年５月２５日（月）午後３時００分 
（ク） １⑴クの物品 令和８年５月２５日（月）午後３時１０分 
（ケ） １⑴ケの物品 令和８年５月２５日（月）午後３時２０分  
（コ） １⑴コの物品 令和８年５月２５日（月）午後３時３０分 
イ 場所 

さいたま市浦和区常盤６－４－４ さいたま市役所西会議棟１階第１入札室 
⑷ 入札保証金 

競争入札に付する購入物品ごとに見積もった金額の１００分の５以上を納付すること。ただし、

さいたま市契約規則（平成１３年さいたま市規則第６６号）第９条の規定に該当する場合は、免

除とする。 
⑸ 落札者の決定方法 

さいたま市契約規則第１１条第１項及び第２項の規定に基づいて作成した予定価格の制限の範

囲内で最低の価格をもって有効な入札を行った者を落札者とする。 
⑹ 入札の無効 

さいたま市契約規則第１３条に該当する入札は無効とする。 

⑺ 契約事務を担当する課（問合せ先） 
さいたま市浦和区常盤６－４－４ さいたま市財政局契約管理部調達課 
電話 ０４８（８２９）１１８１ ＦＡＸ ０４８（８２９）１９８６ 

８ 契約手続等 
⑴ 契約保証金 
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落札者となった購入物品ごとに契約金額の１００分の１０以上を納付すること。ただし、さい

たま市契約規則第３０条の規定に該当する場合は、免除とする。 
⑵ 契約書作成の要否 

要 
⑶ 議決の要否 

否 
９ その他 

⑴ 提出された競争入札参加申込兼資格確認申請書等は、返却しない。 
⑵ この契約において使用する言語及び通貨は、日本語及び日本国通貨に限る。 

⑶ 契約条項等は、さいたま市財政局契約管理部調達課及びホームページにおいて閲覧できる。 

https://www.city.saitama.lg.jp/005/001/017/009/index.html 

⑷ 詳細は、入札説明書による。 

 

さいたま市告示第６８６号 

次のとおり一般競争入札を行うので、地方自治法施行令（昭和２２年政令第１６号。以下「施行

令」という。）第１６７条の６の規定に基づき公告する。 

令和８年４月１３日 
さいたま市長 清 水 勇 人 

１ 競争入札に付する事項 
⑴ 件名（物品の購入） 

通話録音装置（電話機接続方式）等の購入 
⑵ 納入場所 

さいたま市北区宮原町１丁目８５２―１ さいたま市北区役所 外７箇所 

⑶ 数量・特質等 
入札説明書及び仕様書のとおり 

⑷ 納入期限 
令和８年９月１５日 

２ 競争入札参加資格に関する事項 
本入札に参加を希望する者は、次の全ての要件を満たしていなければならない。 

⑴ 本入札の告示日において、令和７・８年度さいたま市競争入札参加資格者名簿（物品等）（以下

「名簿」という。）の業種表・営業品目一覧のうち、業種区分「販売」、営業品目「通信放送機器」

で登載され、かつ、市内に本店又は本市との契約権限を有する支店若しくは営業所を有している

者であること。 

⑵ 次のいずれにも該当しない者であること。 
ア 特別な理由がある場合を除き、契約を締結する能力を有しない者、破産手続開始の決定を受

けて復権を得ない者及び暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律（平成３年法律第７

７号）第３２条第１項各号に掲げる者 

イ 施行令第１６７条の４第２項の規定により、さいたま市の一般競争入札に参加させないこと

とされた者 

https://www.city.saitama.lg.jp/005/001/017/009/index.html
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 ⑶ 本入札の告示日から開札日までの間、さいたま市物品購入等及び委託業務業者入札参加停止要 
綱（平成１９年さいたま市制定）による入札参加停止の措置又はさいたま市の締結する契約から 

の暴力団排除措置に関する要綱（平成１３年さいたま市制定）による入札参加除外の措置を受け 

ている期間がない者であること。 
 ⑷ 開札日において、会社更生法（平成１４年法律第１５４号）に基づき更生手続開始の申立てが

なされている者でないこと。ただし、更生手続開始の決定がなされている者はこの限りでない。 

 ⑸ 開札日において、民事再生法（平成１１年法律第２２５号）に基づき再生手続開始の申立てが

なされている者でないこと。ただし、再生手続開始の決定がなされている者はこの限りでない。 
３ 入札手続の方法 

本入札は、さいたま市物品調達等電子入札運用基準（令和７年さいたま市制定）に基づき、入札

手続を埼玉県電子入札共同システム（以下「電子入札システム」という。）により行う。電子入札シ

ステムで利用可能な電子証明書（ＩＣカード）を取得し、電子入札システムの利用者登録が完了し

ている者は、電子入札システムにより入札参加を行うこと。 

４ 入札説明書の交付 
さいたま市ホームページ及び埼玉県入札情報公開システムに掲載する。 

⑴ 交付期間 
告示の日から令和８年４月３０日（木）まで 

⑵ 交付費用 

   無償 

５ 競争入札参加申込兼資格確認申請書の提出 
本入札に参加を希望する者は、入札参加申込及び入札参加資格の確認審査（以下「確認審査」と

いう。）の申請を行わなければならない。名簿に登載されている者であっても、入札期日において確

認審査を受けていない者は、入札に参加する資格を有しない。 
⑴ 提出書類及び提出方法 

入札説明書に記載のとおりとする。 
⑵ 受付期間 

告示の日から令和８年４月３０日（木）午後５時１５分まで 
６ 競争入札参加資格の確認通知 

入札参加資格の確認結果は、電子入札システムにより交付するものとする。なお、電子入札シス

テムにより通知できない者にあっては、次のとおり交付するものとする。 
⑴ 交付場所 

さいたま市浦和区常盤６－４－４ さいたま市財政局契約管理部調達課 

担当 物品契約係 電話 ０４８（８２９）１１８１ 
⑵ 交付日時 

令和８年５月１３日（水）及び令和８年５月１４日（木）午前８時３０分から午後５時１５分

まで 
⑶ その他 

郵送希望者については、５の書類提出時において返信用封筒に１１０円切手を貼付し、申し出

た場合のみ受け付けるものとする。 
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７ 入札手続等 
⑴ 入札方法 

総価で行う。なお、落札決定に当たっては、入札書に記載された金額に当該金額の１００分の

１０に相当する額を加算した金額（当該金額に１円未満の端数があるときは、その端数金額を切

り捨てるものとする。）をもって落札価格とするので、入札者は、消費税及び地方消費税に係る課

税事業者であるか免税事業者であるかを問わず、見積もった金額の１１０分の１００に相当する

金額を入札書に記載すること。 
⑵ 入札書の提出方法及び提出期間 

ア 提出方法 

   原則として電子入札システムにより行うこと。なお、入札に参加を希望する者が電子入札シ

ステムにより入札参加を行うことができない場合は、郵送又は持参による紙での入札を受け付

ける。 

イ 提出期間 

令和８年５月２０日（水）午前８時３０分から令和８年５月２２日（金）午後５時まで（持

参の場合は、さいたま市の休日を定める条例（平成１３年さいたま市条例第２号）第１条第１

項に規定する休日を除く午前８時３０分から午後５時１５分まで。郵送の場合は、提出期間内

必着とし、一般書留郵便又は簡易書留郵便により提出すること。） 

ウ 郵送又は持参による場合の入札書の提出先 

   〒３３０－９５８８ さいたま市浦和区常盤６－４－４ さいたま市財政局契約管理部調達

課 担当 物品契約係 

⑶ 開札の日時及び場所 
ア 日時 
  令和８年５月２５日（月）午後３時４０分 
イ 場所 

さいたま市浦和区常盤６－４－４ さいたま市役所西会議棟１階第１入札室 
⑷ 入札保証金 

見積もった金額の１００分の５以上を納付すること。ただし、さいたま市契約規則（平成１３

年さいたま市規則第６６号）第９条の規定に該当する場合は、免除とする。 
⑸ 落札者の決定方法 

さいたま市契約規則第１１条第１項及び第２項の規定に基づいて作成した予定価格の制限の範

囲内で最低の価格をもって有効な入札を行った者を落札者とする。 
⑹ 入札の無効 

さいたま市契約規則第１３条に該当する入札は無効とする。 

⑺ 契約事務を担当する課（問合せ先） 
さいたま市浦和区常盤６－４－４ さいたま市財政局契約管理部調達課 
電話 ０４８（８２９）１１８１ ＦＡＸ ０４８（８２９）１９８６ 

８ 契約手続等 
⑴ 契約保証金 

契約金額の１００分の１０以上を納付すること。ただし、さいたま市契約規則第３０条の規定
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に該当する場合は、免除とする。 
⑵ 契約書作成の要否 

要 
⑶ 議決の要否 

否 
９ その他 

⑴ 提出された競争入札参加申込兼資格確認申請書等は、返却しない。 
⑵ この契約において使用する言語及び通貨は、日本語及び日本国通貨に限る。 

⑶ 契約条項等は、さいたま市財政局契約管理部調達課及びホームページにおいて閲覧できる。 

https://www.city.saitama.lg.jp/005/001/017/009/index.html 

⑷ 詳細は、入札説明書による。 

 

さいたま市告示第６８７号 

次のとおり一般競争入札を行うので、地方自治法施行令（昭和２２年政令第１６号。以下「施行

令」という。）第１６７条の６の規定に基づき公告する。 

令和８年４月１３日 
さいたま市長 清 水 勇 人 

１ 競争入札に付する事項 
⑴ 件名（物品の購入） 
  小型搬送車 

⑵ 納入場所 

さいたま市浦和区常盤６－１－２８ さいたま市消防局 
⑶ 数量・特質等 

入札説明書及び仕様書のとおり 
⑷ 納入期限 

令和９年３月１２日 
２ 競争入札参加資格に関する事項 

本入札に参加を希望する者は、次の全ての要件を満たしていなければならない。 
⑴ 本入札の告示日において、令和７・８年度さいたま市競争入札参加資格者名簿（物品等）（以下

「名簿」という。）の業種表・営業品目一覧のうち、業種区分「販売」、営業品目「車輌・船舶・

バイク・自転車」で登載されている者であること。 

⑵ 次のいずれにも該当しない者であること。 
ア 特別な理由がある場合を除き、契約を締結する能力を有しない者、破産手続開始の決定を受

けて復権を得ない者及び暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律（平成３年法律第７

７号）第３２条第１項各号に掲げる者 

イ 施行令第１６７条の４第２項の規定により、さいたま市の一般競争入札に参加させないこと

とされた者 
 ⑶ 本入札の告示日から開札日までの間、さいたま市物品購入等及び委託業務業者入札参加停止要 

綱（平成１９年さいたま市制定）による入札参加停止の措置又はさいたま市の締結する契約から 

https://www.city.saitama.lg.jp/005/001/017/009/index.html
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の暴力団排除措置に関する要綱（平成１３年さいたま市制定）による入札参加除外の措置を受け 

ている期間がない者であること。 
 ⑷ 開札日において、会社更生法（平成１４年法律第１５４号）に基づき更生手続開始の申立てが

なされている者でないこと。ただし、更生手続開始の決定がなされている者はこの限りでない。 

 ⑸ 開札日において、民事再生法（平成１１年法律第２２５号）に基づき再生手続開始の申立てが

なされている者でないこと。ただし、再生手続開始の決定がなされている者はこの限りでない。 
３ 入札手続の方法 

本入札は、さいたま市物品調達等電子入札運用基準（令和７年さいたま市制定）に基づき、入札

手続を埼玉県電子入札共同システム（以下「電子入札システム」という。）により行う。電子入札シ

ステムで利用可能な電子証明書（ＩＣカード）を取得し、電子入札システムの利用者登録が完了し

ている者は、電子入札システムにより入札参加を行うこと。 

４ 入札説明書の交付 
さいたま市ホームページ及び埼玉県入札情報公開システムに掲載する。 

⑴ 交付期間 
告示の日から令和８年５月１１日（月）まで 

⑵ 交付費用 

   無償 

５ 競争入札参加申込兼資格確認申請書の提出 
本入札に参加を希望する者は、入札参加申込及び入札参加資格の確認審査（以下「確認審査」と

いう。）の申請を行わなければならない。名簿に登載されている者であっても、入札期日において確

認審査を受けていない者は、入札に参加する資格を有しない。 
⑴ 提出書類及び提出方法 

入札説明書に記載のとおりとする。 
⑵ 受付期間 

告示の日から令和８年５月１１日（月）午後５時１５分まで 
６ 競争入札参加資格の確認通知 

入札参加資格の確認結果は、電子入札システムにより交付するものとする。なお、電子入札シス

テムにより通知できない者にあっては、次のとおり交付するものとする。 
⑴ 交付場所 

さいたま市浦和区常盤６－４－４ さいたま市財政局契約管理部調達課 

担当 物品契約係 電話 ０４８（８２９）１１８１ 
⑵ 交付日時 

令和８年５月１８日（月）及び令和８年５月１９日（火）午前８時３０分から午後５時１５分

まで 
⑶ その他 

郵送希望者については、５の書類提出時において返信用封筒に１１０円切手を貼付し、申し出

た場合のみ受け付けるものとする。 
７ 入札手続等 

⑴ 入札方法 
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総価で行う。なお、落札決定に当たっては、入札書に記載された金額に当該金額の１００分の

１０に相当する額を加算した金額（当該金額に１円未満の端数があるときは、その端数金額を切

り捨てるものとする。）をもって落札価格とするので、入札者は、消費税及び地方消費税に係る課

税事業者であるか免税事業者であるかを問わず、見積もった金額の１１０分の１００に相当する

金額を入札書に記載すること。 
⑵ 入札書の提出方法及び提出期間 

ア 提出方法 

   原則として電子入札システムにより行うこと。なお、入札に参加を希望する者が電子入札シ

ステムにより入札参加を行うことができない場合は、郵送又は持参による紙での入札を受け付

ける。 

イ 提出期間 

令和８年５月２２日（金）午前８時３０分から令和８年５月２６日（火）午後５時まで（持

参の場合は、さいたま市の休日を定める条例（平成１３年さいたま市条例第２号）第１条第１

項に規定する休日を除く午前８時３０分から午後５時１５分まで。郵送の場合は、提出期間内

必着とし、一般書留郵便又は簡易書留郵便により提出すること。） 

ウ 郵送又は持参による場合の入札書の提出先 

   〒３３０－９５８８ さいたま市浦和区常盤６－４－４ さいたま市財政局契約管理部調達

課 担当 物品契約係 

⑶ 開札の日時及び場所 
ア 日時 

令和８年５月２７日（水）午後２時５０分 
イ 場所 

さいたま市浦和区常盤６－４－４ さいたま市役所西会議棟１階第１入札室 
⑷ 入札保証金 

見積もった金額の１００分の５以上を納付すること。ただし、さいたま市契約規則（平成１３

年さいたま市規則第６６号）第９条の規定に該当する場合は、免除とする。 
⑸ 落札者の決定方法 

さいたま市契約規則第１１条第１項及び第２項の規定に基づいて作成した予定価格の制限の範

囲内で最低の価格をもって有効な入札を行った者を落札者とする。 
⑹ 入札の無効 

さいたま市契約規則第１３条に該当する入札は無効とする。 

⑺ 契約事務を担当する課（問合せ先） 
さいたま市浦和区常盤６－４－４ さいたま市財政局契約管理部調達課 
電話 ０４８（８２９）１１８１ ＦＡＸ ０４８（８２９）１９８６ 

８ 契約手続等 
⑴ 契約保証金 

契約金額の１００分の１０以上を納付すること。ただし、さいたま市契約規則第３０条の規定

に該当する場合は、免除とする。 
⑵ 契約書作成の要否 
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要 
⑶ 議決の要否 

否 
９ その他 

⑴ 提出された競争入札参加申込兼資格確認申請書等は、返却しない。 
⑵ この契約において使用する言語及び通貨は、日本語及び日本国通貨に限る。 

⑶ 契約条項等は、さいたま市財政局契約管理部調達課及びホームページにおいて閲覧できる。 

https://www.city.saitama.lg.jp/005/001/017/009/index.html 

⑷ 詳細は、入札説明書による。 

 

さいたま市告示第６８８号 

次のとおり一般競争入札を行うので、地方自治法施行令（昭和２２年政令第１６号。以下「施行

令」という。）第１６７条の６の規定に基づき公告する。 

令和８年４月１３日 
さいたま市長 清 水 勇 人 

１ 競争入札に付する事項 
⑴ 件名（物品の購入） 
  指揮車 

⑵ 納入場所 

さいたま市浦和区常盤６－１－２８ さいたま市消防局 
⑶ 数量・特質等 

入札説明書及び仕様書のとおり 
⑷ 納入期限 

令和９年３月１２日 
２ 競争入札参加資格に関する事項 

本入札に参加を希望する者は、次の全ての要件を満たしていなければならない。 
⑴ 本入札の告示日において、令和７・８年度さいたま市競争入札参加資格者名簿（物品等）（以下

「名簿」という。）の業種表・営業品目一覧のうち、業種区分「販売」、営業品目「車輌・船舶・

バイク・自転車」で登載されている者であること。 

⑵ 次のいずれにも該当しない者であること。 
ア 特別な理由がある場合を除き、契約を締結する能力を有しない者、破産手続開始の決定を受

けて復権を得ない者及び暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律（平成３年法律第７

７号）第３２条第１項各号に掲げる者 

イ 施行令第１６７条の４第２項の規定により、さいたま市の一般競争入札に参加させないこと

とされた者 
 ⑶ 本入札の告示日から開札日までの間、さいたま市物品購入等及び委託業務業者入札参加停止要 

綱（平成１９年さいたま市制定）による入札参加停止の措置又はさいたま市の締結する契約から 

の暴力団排除措置に関する要綱（平成１３年さいたま市制定）による入札参加除外の措置を受け 

ている期間がない者であること。 

https://www.city.saitama.lg.jp/005/001/017/009/index.html


74 

 ⑷ 開札日において、会社更生法（平成１４年法律第１５４号）に基づき更生手続開始の申立てが

なされている者でないこと。ただし、更生手続開始の決定がなされている者はこの限りでない。 

 ⑸ 開札日において、民事再生法（平成１１年法律第２２５号）に基づき再生手続開始の申立てが

なされている者でないこと。ただし、再生手続開始の決定がなされている者はこの限りでない。 
３ 入札手続の方法 

本入札は、さいたま市物品調達等電子入札運用基準（令和７年さいたま市制定）に基づき、入札

手続を埼玉県電子入札共同システム（以下「電子入札システム」という。）により行う。電子入札シ

ステムで利用可能な電子証明書（ＩＣカード）を取得し、電子入札システムの利用者登録が完了し

ている者は、電子入札システムにより入札参加を行うこと。 

４ 入札説明書の交付 
さいたま市ホームページ及び埼玉県入札情報公開システムに掲載する。 

⑴ 交付期間 
告示の日から令和８年５月１１日（月）まで 

⑵ 交付費用 

   無償 

５ 競争入札参加申込兼資格確認申請書の提出 
本入札に参加を希望する者は、入札参加申込及び入札参加資格の確認審査（以下「確認審査」と

いう。）の申請を行わなければならない。名簿に登載されている者であっても、入札期日において確

認審査を受けていない者は、入札に参加する資格を有しない。 
⑴ 提出書類及び提出方法 

入札説明書に記載のとおりとする。 
⑵ 受付期間 

告示の日から令和８年５月１１日（月）午後５時１５分まで 
６ 競争入札参加資格の確認通知 

入札参加資格の確認結果は、電子入札システムにより交付するものとする。なお、電子入札シス

テムにより通知できない者にあっては、次のとおり交付するものとする。 
⑴ 交付場所 

さいたま市浦和区常盤６－４－４ さいたま市財政局契約管理部調達課 

担当 物品契約係 電話 ０４８（８２９）１１８１ 
⑵ 交付日時 

令和８年５月１８日（月）及び令和８年５月１９日（火）午前８時３０分から午後５時１５分

まで 
⑶ その他 

郵送希望者については、５の書類提出時において返信用封筒に１１０円切手を貼付し、申し出

た場合のみ受け付けるものとする。 
７ 入札手続等 

⑴ 入札方法 
総価で行う。なお、落札決定に当たっては、入札書に記載された金額に当該金額の１００分の

１０に相当する額を加算した金額（当該金額に１円未満の端数があるときは、その端数金額を切
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り捨てるものとする。）をもって落札価格とするので、入札者は、消費税及び地方消費税に係る課

税事業者であるか免税事業者であるかを問わず、見積もった金額の１１０分の１００に相当する

金額を入札書に記載すること。 
⑵ 入札書の提出方法及び提出期間 

ア 提出方法 

   原則として電子入札システムにより行うこと。なお、入札に参加を希望する者が電子入札シ

ステムにより入札参加を行うことができない場合は、郵送又は持参による紙での入札を受け付

ける。 

イ 提出期間 

令和８年５月２２日（金）午前８時３０分から令和８年５月２６日（火）午後５時まで（持

参の場合は、さいたま市の休日を定める条例（平成１３年さいたま市条例第２号）第１条第１

項に規定する休日を除く午前８時３０分から午後５時１５分まで。郵送の場合は、提出期間内

必着とし、一般書留郵便又は簡易書留郵便により提出すること。） 

ウ 郵送又は持参による場合の入札書の提出先 

   〒３３０－９５８８ さいたま市浦和区常盤６－４－４ さいたま市財政局契約管理部調達

課 担当 物品契約係 

⑶ 開札の日時及び場所 
ア 日時 

令和８年５月２７日（水）午後３時００分 
イ 場所 

さいたま市浦和区常盤６－４－４ さいたま市役所西会議棟１階第１入札室 
⑷ 入札保証金 

見積もった金額の１００分の５以上を納付すること。ただし、さいたま市契約規則（平成１３

年さいたま市規則第６６号）第９条の規定に該当する場合は、免除とする。 
⑸ 落札者の決定方法 

さいたま市契約規則第１１条第１項及び第２項の規定に基づいて作成した予定価格の制限の範

囲内で最低の価格をもって有効な入札を行った者を落札者とする。 
⑹ 入札の無効 

さいたま市契約規則第１３条に該当する入札は無効とする。 

⑺ 契約事務を担当する課（問合せ先） 
さいたま市浦和区常盤６－４－４ さいたま市財政局契約管理部調達課 
電話 ０４８（８２９）１１８１ ＦＡＸ ０４８（８２９）１９８６ 

８ 契約手続等 
⑴ 契約保証金 

契約金額の１００分の１０以上を納付すること。ただし、さいたま市契約規則第３０条の規定

に該当する場合は、免除とする。 
⑵ 契約書作成の要否 

要 
⑶ 議決の要否 
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否 
９ その他 

⑴ 提出された競争入札参加申込兼資格確認申請書等は、返却しない。 
⑵ この契約において使用する言語及び通貨は、日本語及び日本国通貨に限る。 

⑶ 契約条項等は、さいたま市財政局契約管理部調達課及びホームページにおいて閲覧できる。 

https://www.city.saitama.lg.jp/005/001/017/009/index.html 

⑷ 詳細は、入札説明書による。 

 

さいたま市告示第６８９号 

次のとおり一般競争入札を行うので、地方自治法施行令（昭和２２年政令第１６号。以下「施行

令」という。）第１６７条の６の規定に基づき公告する。 

令和８年４月１３日 
さいたま市長 清 水 勇 人 

１ 競争入札に付する事項 
⑴ 件名（物品の購入） 
  指導車 

⑵ 納入場所 

さいたま市浦和区常盤６－１－２８ さいたま市消防局 
⑶ 数量・特質等 

入札説明書及び仕様書のとおり 
⑷ 納入期限 

令和９年３月１２日 
２ 競争入札参加資格に関する事項 

本入札に参加を希望する者は、次の全ての要件を満たしていなければならない。 
⑴ 本入札の告示日において、令和７・８年度さいたま市競争入札参加資格者名簿（物品等）（以下

「名簿」という。）の業種表・営業品目一覧のうち、業種区分「販売」、営業品目「車輌・船舶・

バイク・自転車」で登載されている者であること。 

⑵ 次のいずれにも該当しない者であること。 
ア 特別な理由がある場合を除き、契約を締結する能力を有しない者、破産手続開始の決定を受

けて復権を得ない者及び暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律（平成３年法律第７

７号）第３２条第１項各号に掲げる者 

イ 施行令第１６７条の４第２項の規定により、さいたま市の一般競争入札に参加させないこと

とされた者 
 ⑶ 本入札の告示日から開札日までの間、さいたま市物品購入等及び委託業務業者入札参加停止要 

綱（平成１９年さいたま市制定）による入札参加停止の措置又はさいたま市の締結する契約から 

の暴力団排除措置に関する要綱（平成１３年さいたま市制定）による入札参加除外の措置を受け 

ている期間がない者であること。 
 ⑷ 開札日において、会社更生法（平成１４年法律第１５４号）に基づき更生手続開始の申立てが

なされている者でないこと。ただし、更生手続開始の決定がなされている者はこの限りでない。 

https://www.city.saitama.lg.jp/005/001/017/009/index.html
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 ⑸ 開札日において、民事再生法（平成１１年法律第２２５号）に基づき再生手続開始の申立てが

なされている者でないこと。ただし、再生手続開始の決定がなされている者はこの限りでない。 
３ 入札手続の方法 

本入札は、さいたま市物品調達等電子入札運用基準（令和７年さいたま市制定）に基づき、入札

手続を埼玉県電子入札共同システム（以下「電子入札システム」という。）により行う。電子入札シ

ステムで利用可能な電子証明書（ＩＣカード）を取得し、電子入札システムの利用者登録が完了し

ている者は、電子入札システムにより入札参加を行うこと。 

４ 入札説明書の交付 
さいたま市ホームページ及び埼玉県入札情報公開システムに掲載する。 

⑴ 交付期間 
告示の日から令和８年５月１１日（月）まで 

⑵ 交付費用 

   無償 

５ 競争入札参加申込兼資格確認申請書の提出 
本入札に参加を希望する者は、入札参加申込及び入札参加資格の確認審査（以下「確認審査」と

いう。）の申請を行わなければならない。名簿に登載されている者であっても、入札期日において確

認審査を受けていない者は、入札に参加する資格を有しない。 
⑴ 提出書類及び提出方法 

入札説明書に記載のとおりとする。 
⑵ 受付期間 

告示の日から令和８年５月１１日（月）午後５時１５分まで 
６ 競争入札参加資格の確認通知 

入札参加資格の確認結果は、電子入札システムにより交付するものとする。なお、電子入札シス

テムにより通知できない者にあっては、次のとおり交付するものとする。 
⑴ 交付場所 

さいたま市浦和区常盤６－４－４ さいたま市財政局契約管理部調達課 

担当 物品契約係 電話 ０４８（８２９）１１８１ 
⑵ 交付日時 

令和８年５月１８日（月）及び令和８年５月１９日（火）午前８時３０分から午後５時１５分

まで 
⑶ その他 

郵送希望者については、５の書類提出時において返信用封筒に１１０円切手を貼付し、申し出

た場合のみ受け付けるものとする。 
７ 入札手続等 

⑴ 入札方法 
総価で行う。なお、落札決定に当たっては、入札書に記載された金額に当該金額の１００分の

１０に相当する額を加算した金額（当該金額に１円未満の端数があるときは、その端数金額を切

り捨てるものとする。）をもって落札価格とするので、入札者は、消費税及び地方消費税に係る課

税事業者であるか免税事業者であるかを問わず、見積もった金額の１１０分の１００に相当する
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金額を入札書に記載すること。 
⑵ 入札書の提出方法及び提出期間 

ア 提出方法 

   原則として電子入札システムにより行うこと。なお、入札に参加を希望する者が電子入札シ

ステムにより入札参加を行うことができない場合は、郵送又は持参による紙での入札を受け付

ける。 

イ 提出期間 

令和８年５月２２日（金）午前８時３０分から令和８年５月２６日（火）午後５時まで（持

参の場合は、さいたま市の休日を定める条例（平成１３年さいたま市条例第２号）第１条第１

項に規定する休日を除く午前８時３０分から午後５時１５分まで。郵送の場合は、提出期間内

必着とし、一般書留郵便又は簡易書留郵便により提出すること。） 

ウ 郵送又は持参による場合の入札書の提出先 

   〒３３０－９５８８ さいたま市浦和区常盤６－４－４ さいたま市財政局契約管理部調達

課 担当 物品契約係 

⑶ 開札の日時及び場所 
ア 日時 

令和８年５月２７日（水）午後３時１０分 
イ 場所 

さいたま市浦和区常盤６－４－４ さいたま市役所西会議棟１階第１入札室 
⑷ 入札保証金 

見積もった金額の１００分の５以上を納付すること。ただし、さいたま市契約規則（平成１３

年さいたま市規則第６６号）第９条の規定に該当する場合は、免除とする。 
⑸ 落札者の決定方法 

さいたま市契約規則第１１条第１項及び第２項の規定に基づいて作成した予定価格の制限の範

囲内で最低の価格をもって有効な入札を行った者を落札者とする。 
⑹ 入札の無効 

さいたま市契約規則第１３条に該当する入札は無効とする。 

⑺ 契約事務を担当する課（問合せ先） 
さいたま市浦和区常盤６－４－４ さいたま市財政局契約管理部調達課 
電話 ０４８（８２９）１１８１ ＦＡＸ ０４８（８２９）１９８６ 

８ 契約手続等 
⑴ 契約保証金 

契約金額の１００分の１０以上を納付すること。ただし、さいたま市契約規則第３０条の規定

に該当する場合は、免除とする。 
⑵ 契約書作成の要否 

要 
⑶ 議決の要否 

否 
９ その他 
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⑴ 提出された競争入札参加申込兼資格確認申請書等は、返却しない。 
⑵ この契約において使用する言語及び通貨は、日本語及び日本国通貨に限る。 

⑶ 契約条項等は、さいたま市財政局契約管理部調達課及びホームページにおいて閲覧できる。 

https://www.city.saitama.lg.jp/005/001/017/009/index.html 

⑷ 詳細は、入札説明書による。 

 

さいたま市告示第６９０号 

次のとおり一般競争入札を行うので、地方自治法施行令（昭和２２年政令第１６号。以下「施行

令」という。）第１６７条の６の規定に基づき公告する。 

令和８年４月１３日 
さいたま市長 清 水 勇 人 

１ 競争入札に付する事項 
⑴ 件名（物品の購入） 
  ア 塵芥収集機械車３ｔシャーシー（プレス式・強制排出車） 
  イ 垂直ゲート付ダンプ車２ｔ積載 
⑵ 納入場所 

ア １⑴アの物品 

さいたま市西区宝来５２－１ さいたま市西部清掃事務所 

イ １⑴イの物品 

さいたま市西区宝来５２－１ さいたま市西部清掃事務所 

さいたま市緑区大崎３１７ さいたま市東部清掃事務所 

⑶ 数量・特質等 
入札説明書及び仕様書のとおり 

⑷ 納入期限 
令和９年３月３１日 

２ 競争入札参加資格に関する事項 
本入札に参加を希望する者は、次の全ての要件を満たしていなければならない。 

⑴ 本入札の告示日において、令和７・８年度さいたま市競争入札参加資格者名簿（物品等）（以下

「名簿」という。）の業種表・営業品目一覧のうち、業種区分「販売」、営業品目「車輌・船舶・

バイク・自転車」で登載されている者であること。 

⑵ 次のいずれにも該当しない者であること。 
ア 特別な理由がある場合を除き、契約を締結する能力を有しない者、破産手続開始の決定を受

けて復権を得ない者及び暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律（平成３年法律第７

７号）第３２条第１項各号に掲げる者 

イ 施行令第１６７条の４第２項の規定により、さいたま市の一般競争入札に参加させないこと

とされた者 
 ⑶ 本入札の告示日から開札日までの間、さいたま市物品購入等及び委託業務業者入札参加停止要 

綱（平成１９年さいたま市制定）による入札参加停止の措置又はさいたま市の締結する契約から 

の暴力団排除措置に関する要綱（平成１３年さいたま市制定）による入札参加除外の措置を受け 

https://www.city.saitama.lg.jp/005/001/017/009/index.html
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ている期間がない者であること。 
 ⑷ 開札日において、会社更生法（平成１４年法律第１５４号）に基づき更生手続開始の申立てが

なされている者でないこと。ただし、更生手続開始の決定がなされている者はこの限りでない。 

 ⑸ 開札日において、民事再生法（平成１１年法律第２２５号）に基づき再生手続開始の申立てが

なされている者でないこと。ただし、再生手続開始の決定がなされている者はこの限りでない。 
３ 入札手続の方法 

本入札は、さいたま市物品調達等電子入札運用基準（令和７年さいたま市制定）に基づき、入札

手続を埼玉県電子入札共同システム（以下「電子入札システム」という。）により行う。電子入札シ

ステムで利用可能な電子証明書（ＩＣカード）を取得し、電子入札システムの利用者登録が完了し

ている者は、電子入札システムにより入札参加を行うこと。 

４ 入札説明書の交付 
さいたま市ホームページ及び埼玉県入札情報公開システムに掲載する。 

⑴ 交付期間 
告示の日から令和８年５月１１日（月）まで 

⑵ 交付費用 

   無償 

５ 競争入札参加申込兼資格確認申請書の提出 
本入札に参加を希望する者は、競争入札に付する購入物品ごとに入札参加申込及び入札参加資格

の確認審査（以下「確認審査」という。）の申請を行わなければならない。名簿に登載されている者

であっても、入札期日において確認審査を受けていない者は、入札に参加する資格を有しない。 
⑴ 提出書類及び提出方法 

入札説明書に記載のとおりとする。 
⑵ 受付期間 

告示の日から令和８年５月１１日（月）午後５時１５分まで 
６ 競争入札参加資格の確認通知 

入札参加資格の確認結果は、電子入札システムにより交付するものとする。なお、電子入札シス

テムにより通知できない者にあっては、次のとおり交付するものとする。 
⑴ 交付場所 

さいたま市浦和区常盤６－４－４ さいたま市財政局契約管理部調達課 

担当 物品契約係 電話 ０４８（８２９）１１８１ 
⑵ 交付日時 

令和８年５月１８日（月）及び令和８年５月１９日（火）午前８時３０分から午後５時１５分

まで 
⑶ その他 

郵送希望者については、５の書類提出時において競争入札に付する購入物品ごとの返信用封筒

に１１０円切手を貼付し、申し出た場合のみ受け付けるものとする。 
７ 入札手続等 

⑴ 入札方法 
競争入札に付する購入物品ごとに総価で行う。なお、落札決定に当たっては、入札書に記載さ



81 

れた金額に当該金額の１００分の１０に相当する額を加算した金額（当該金額に１円未満の端数

があるときは、その端数金額を切り捨てるものとする。）をもって落札価格とするので、入札者は、

消費税及び地方消費税に係る課税事業者であるか免税事業者であるかを問わず、見積もった金額

の１１０分の１００に相当する金額を入札書に記載すること。 
⑵ 入札書の提出方法及び提出期間 

ア 提出方法 

   原則として電子入札システムにより行うこと。なお、入札に参加を希望する者が電子入札シ

ステムにより入札参加を行うことができない場合は、郵送又は持参による紙での入札を受け付

ける。 

イ 提出期間 

令和８年５月２２日（金）午前８時３０分から令和８年５月２６日（火）午後５時まで（持

参の場合は、さいたま市の休日を定める条例（平成１３年さいたま市条例第２号）第１条第１

項に規定する休日を除く午前８時３０分から午後５時１５分まで。郵送の場合は、提出期間内

必着とし、一般書留郵便又は簡易書留郵便により提出すること。） 

ウ 郵送又は持参による場合の入札書の提出先 

   〒３３０－９５８８ さいたま市浦和区常盤６－４－４ さいたま市財政局契約管理部調達

課 担当 物品契約係 

⑶ 開札の日時及び場所 
ア 日時 

（ア） １⑴アの物品 令和８年５月２７日（水）午後３時３０分 
（イ） １⑴イの物品 令和８年５月２７日（水）午後３時４０分 

イ 場所 
さいたま市浦和区常盤６－４－４ さいたま市役所西会議棟１階第１入札室 

⑷ 入札保証金 
競争入札に付する購入物品ごとに見積もった金額の１００分の５以上を納付すること。ただし、

さいたま市契約規則（平成１３年さいたま市規則第６６号）第９条の規定に該当する場合は、免

除とする。 
⑸ 落札者の決定方法 

さいたま市契約規則第１１条第１項及び第２項の規定に基づいて作成した予定価格の制限の範

囲内で最低の価格をもって有効な入札を行った者を落札者とする。 
⑹ 入札の無効 

さいたま市契約規則第１３条に該当する入札は無効とする。 

⑺ 契約事務を担当する課（問合せ先） 
さいたま市浦和区常盤６－４－４ さいたま市財政局契約管理部調達課 
電話 ０４８（８２９）１１８１ ＦＡＸ ０４８（８２９）１９８６ 

８ 契約手続等 
⑴ 契約保証金 

落札者となった購入物品ごとに契約金額の１００分の１０以上を納付すること。ただし、さい

たま市契約規則第３０条の規定に該当する場合は、免除とする。 
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⑵ 契約書作成の要否 
要 

⑶ 議決の要否 
否 

９ その他 
⑴ 提出された競争入札参加申込兼資格確認申請書等は、返却しない。 
⑵ この契約において使用する言語及び通貨は、日本語及び日本国通貨に限る。 

⑶ 契約条項等は、さいたま市財政局契約管理部調達課及びホームページにおいて閲覧できる。 

https://www.city.saitama.lg.jp/005/001/017/009/index.html 

⑷ 詳細は、入札説明書による。 

 

さいたま市告示第６７６号 

さいたま市納税コールセンター業務について、次のとおり一般競争入札を行うので、地方自治法施

行令（昭和２２年政令第１６号。以下「施行令」という。）第１６７条の６の規定に基づき公告する。 
令和８年４月１０日 

さいたま市長 清 水 勇 人 
１ 競争入札に付する事項 

⑴ 件名 
さいたま市納税コールセンター業務 

⑵ 履行場所 
市が指定する場所 

⑶ 業務概要 
仕様書のとおり 

⑷ 履行期間 
令和８年１０月１日から令和９年９月３０日まで 

２ 競争入札参加資格に関する事項 
本入札に参加を希望する者は、次の全ての要件を満たしていなければならない。 

⑴ 本入札の告示日において、令和７・８年度さいたま市競争入札参加資格者名簿（物品等）（以下

「名簿」という。）の業種表・営業品目一覧のうち、業種区分「催物、映画、広告、その他の業務」、

営業品目「その他の業務」内の「コールセンター業務」で登載されている者であること。 

⑵ 次のいずれにも該当しない者であること。 
ア 特別な理由がある場合を除き、契約を締結する能力を有しない者、破産手続開始の決定を受

けて復権を得ない者及び暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律（平成３年法律第７

７号）第３２条第１項各号に掲げる者 

イ 施行令第１６７条の４第２項の規定により、さいたま市の一般競争入札に参加させないこと

とされた者 
 ⑶ 本入札の告示日から開札日までの間、さいたま市物品購入等及び委託業務業者入札参加停止要 

綱（平成１９年さいたま市制定）による入札参加停止の措置又はさいたま市の締結する契約から 

の暴力団排除措置に関する要綱（平成１３年さいたま市制定）による入札参加除外の措置を受け 

https://www.city.saitama.lg.jp/005/001/017/009/index.html
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ている期間がない者であること。 
 ⑷ 開札日において、会社更生法（平成１４年法律第１５４号）に基づき更生手続開始の申立てが

なされている者でないこと。ただし、更生手続開始の決定がなされている者はこの限りでない。 

 ⑸ 開札日において、民事再生法（平成１１年法律第２２５号）に基づき再生手続開始の申立てが

なされている者でないこと。ただし、再生手続開始の決定がなされている者はこの限りでない。 
⑹ 一般財団法人日本情報経済社会推進協会からのプライバシーマーク（ＪＩＳＱ１５００１）付

与認定又は情報セキュリティマネジメントシステム認定基準ＪＩＳＱ２７００１（ＩＳＯ／ＩＥ

Ｃ２７００１）の認定を受けている者であること。 
⑺ 令和３年度以降債権の回収に係る納付呼びかけ業務、若しくはコールセンター運営業務につい

て、国、人口３０万人以上の地方公共団体又はそれらと同等規模の独立行政法人との契約履行実

績があり、契約書の写し及び履行を証明する書類の写しを提出できる者であること。 
３ 入札手続の方法 

本入札は、さいたま市物品調達等電子入札運用基準（令和７年さいたま市制定）に基づき、入札

手続を埼玉県電子入札共同システム（以下「電子入札システム」という。）により行う。電子入札シ

ステムで利用可能な電子証明書（ＩＣカード）を取得し、電子入札システムの利用者登録が完了し

ている者は、電子入札システムにより入札参加を行うこと。 

４ 入札説明書の交付 
入札情報公開システム及びさいたま市ホームページに掲載する。 

⑴ さいたま市ホームページ 

https://www.city.saitama.lg.jp/005/001/017/006/003/p120252.html 

⑵ 交付期間 
告示の日から令和８年５月８日（金）午後５時１５分まで 

５ 競争入札参加申込兼資格確認申請書の提出 
本入札に参加を希望する者は、入札参加申込及び入札参加資格の確認審査（以下「確認審査」と

いう。）の申請を行わなければならない。名簿に登載されている者であっても、入札期日において確

認審査を受けていない者は、入札に参加する資格を有しない。 
⑴ 提出書類及び提出方法 

入札説明書に記載のとおりとする。 
⑵ 受付期間 

告示の日から令和８年５月８日（金）午後５時１５分まで 
６ 競争入札参加資格の確認通知 

入札参加資格の確認結果は、電子入札システムにより交付するものとする。なお、電子入札シス

テムにより通知できない者にあっては、次のとおり交付するものとする。 
⑴ 交付場所 

さいたま市浦和区常盤６－４－４ さいたま市財政局税務部収納対策課 

担当 収納対策係 電話 ０４８（８２９）１１９５ 
⑵ 交付日時 

令和８年５月１５日（金）午前８時３０分から午後５時１５分まで 
⑶ その他 

https://www.city.saitama.lg.jp/005/001/017/006/003/p120252.html


84 

郵送希望者については、５の書類提出時において返信用封筒に１１０円切手を貼付し、申し出

た場合のみ受け付けるものとする。 
７ 入札手続等 

⑴ 入札方法 
総価で行う。なお、落札決定に当たっては、入札書に記載された金額に当該金額の１００分の

１０に相当する額を加算した金額（当該金額に１円未満の端数があるときは、その端数金額を切

り捨てるものとする。）をもって落札価格とするので、入札者は、消費税及び地方消費税に係る課

税事業者であるか免税事業者であるかを問わず、見積もった金額の１１０分の１００に相当する

金額を入札書に記載すること。 
⑵ 入札書の提出方法及び提出期間 

ア 提出方法 

   原則として電子入札システムにより行うこと。なお、入札に参加を希望する者が電子入札シ

ステムにより入札参加を行うことができない場合は、郵送又は持参による紙での入札を受け付

ける。 

イ 提出期間 

令和８年５月１５日（金）から令和８年５月２７日（水）まで（持参の場合は、さいたま市

の休日を定める条例（平成１３年さいたま市条例第２号）第１条第１項に規定する休日を除く

午前８時３０から午後５時１５分まで。郵送の場合は、提出期間内必着とし、一般書留郵便又

は簡易書留郵便により提出すること。） 

ウ 郵送又は持参による場合の入札書の提出先 

〒３３０－９５８８ さいたま市浦和区常盤６－４－４ さいたま市財政局税務部収納対 

策課 

⑶ 開札の日時及び場所 
ア 日時 

令和８年５月２９日（金）午前１０時００分 
イ 場所 

さいたま市浦和区常盤６－４－４ さいたま市財政局税務部税制課 
⑷ 入札保証金 

見積もった金額の１００分の５以上を納付すること。ただし、さいたま市契約規則（平成１３

年さいたま市規則第６６号）第９条の規定に該当する場合は、免除とする。 
 ⑸ 最低制限価格 
   設定する。なお、初度入札において最低制限価格を下回る入札をした者は、再度入札に参加す

ることができない。 
⑹ 落札者の決定方法 

さいたま市契約規則第１１条第１項及び第２項の規定に基づいて作成した予定価格の制限の範

囲内で、同条第４項及び第５項に基づいて作成した最低制限価格以上の価格をもって入札を行っ

た者のうち、最低の価格をもって有効な入札を行った者を落札者とする。 
⑺ 入札の無効 

さいたま市契約規則第１３条に該当する入札は無効とする。 
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⑻ 入札事務を担当する課 
さいたま市浦和区常盤６－４－４ さいたま市財政局税務部税制課 
電話 ０４８（８２９）１１６０ ＦＡＸ ０４８（８２９）１９８６ 

 ⑼ 業務を担当する課 
   さいたま市浦和区常盤６－４－４ さいたま市財政局税務部収納対策課 
   電話 ０４８（８２９）１１９５ ＦＡＸ ０４８（８２９）１９６２ 
８ 契約手続等 

⑴ 契約保証金 
契約金額の１００分の１０以上を納付すること。ただし、さいたま市契約規則第３０条の規定

に該当する場合は、免除とする。 
⑵ 契約書作成の要否 

要 
⑶ 議決の要否 

否 
９ その他 

⑴ 提出された競争入札参加申込兼資格確認申請書等は、返却しない。 

⑵ 入札参加者は、入札後、本告示、仕様書等についての不明を理由として、異議を申し立てるこ   

とはできない。 
⑶ この契約において使用する言語及び通貨は、日本語及び日本国通貨に限る。 

⑷ 契約条項等は、さいたま市財政局税務部収納対策課及びホームページにおいて閲覧できる。 

https://www.city.saitama.lg.jp/005/001/017/009/index.html 

⑸ 詳細は、入札説明書による。 

 

さいたま市告示第６６４号 

さいたま市大宮区役所維持管理・運営モニタリング支援業務について、次のとおり一般競争入札を

行うので、地方自治法施行令（昭和２２年政令第１６号。以下「施行令」という。）第１６７条の６

の規定に基づき公告する。 
令和８年４月１０日 

さいたま市長 清 水 勇 人 
１ 競争入札に付する事項 

⑴ 件名 
さいたま市大宮区役所維持管理・運営モニタリング支援業務 

⑵ 履行場所 
さいたま市大宮区吉敷町１－１２４－１ 大宮区役所・大宮図書館 外 

⑶ 業務概要 
仕様書のとおり 

⑷ 履行期間 
令和８年６月１日（月）から令和９年３月２８日（日）まで 

２ 競争入札参加資格に関する事項 

https://www.city.saitama.lg.jp/005/001/017/009/index.html
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本入札に参加を希望する者は、次の全ての要件を満たしていなければならない。 
⑴ 本入札の告示日において、令和７・８年度さいたま市競争入札参加資格者名簿（物品等）（以下

「名簿」という。）の業種表・営業品目一覧のうち、業種区分「催物、映画、広告、その他の業務」、

営業品目（大分類）「その他の業務」内の営業品目（小分類）「市場調査業務」で登載されている

者であること。 

⑵ 次のいずれにも該当しない者であること。 
ア 特別な理由がある場合を除き、契約を締結する能力を有しない者、破産手続開始の決定を受

けて復権を得ない者及び暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律（平成３年法律第７

７号）第３２条第１項各号に掲げる者 

イ 施行令第１６７条の４第２項の規定により、さいたま市の一般競争入札に参加させないこと

とされた者 
 ⑶ 本入札の告示日から開札日までの間、さいたま市物品購入等及び委託業務業者入札参加停止要 

綱（平成１９年さいたま市制定）による入札参加停止の措置又はさいたま市の締結する契約から 

の暴力団排除措置に関する要綱（平成１３年さいたま市制定）による入札参加除外の措置を受け 

ている期間がない者であること。 
 ⑷ 開札日において、会社更生法（平成１４年法律第１５４号）に基づき更生手続開始の申立てが

なされている者でないこと。ただし、更生手続開始の決定がなされている者はこの限りでない。 

 ⑸ 開札日において、民事再生法（平成１１年法律第２２５号）に基づき再生手続開始の申立てが

なされている者でないこと。ただし、再生手続開始の決定がなされている者はこの限りでない。 
⑹ 平成３０年度以降において、本市又は国、県若しくは他の地方公共団体とＰＦＩ事業のモニタ

リング等に関する支援業務の契約を締結し、履行した実績を有することを証明した者であること。 
３ 入札手続の方法 

本入札は、さいたま市物品調達等電子入札運用基準（令和７年さいたま市制定）に基づき、入札

手続を埼玉県電子入札共同システム（以下「電子入札システム」という。）により行う。電子入札シ

ステムで利用可能な電子証明書（ＩＣカード）を取得し、電子入札システムの利用者登録が完了し

ている者は、電子入札システムにより入札参加を行うこと。 

４ 入札説明書の交付 
入札情報公開システムに掲載する。 

⑴ 交付期間 
告示の日から令和８年４月２８日（火）まで（さいたま市の休日を定める条例（平成１３年さ

いたま市条例第２号）第１条第１項に規定する休日（以下「休日」という。）を除く午前８時３０

分から午後５時１５分まで） 

⑵ 交付費用 

   無償 

５ 競争入札参加申込兼資格確認申請書の提出 
本入札に参加を希望する者は、入札参加申込及び入札参加資格の確認審査（以下「確認審査」と

いう。）の申請を行わなければならない。名簿に登載されている者であっても、入札期日において確

認審査を受けていない者は、入札に参加する資格を有しない。 
⑴ 提出書類及び提出方法 
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入札説明書に記載のとおりとする。 
⑵ 受付期間 

告示の日から令和８年４月２８日（火）午後５時１５分まで（休日を除く午前８時３０分から

午後５時１５分まで） 
６ 競争入札参加資格の確認通知 

入札参加資格の確認結果は、電子入札システムにより交付するものとする。なお、電子入札シス

テムにより通知できない者にあっては、次のとおり交付するものとする。 
⑴ 交付場所 

さいたま市浦和区常盤６－４－４ さいたま市市民局区政推進部 

担当 区政推進担当 電話 ０４８（８２９）１８３４ 
⑵ 交付日時 

令和８年５月８日（金）午前８時３０分から午後５時１５分まで 
⑶ その他 

郵送希望者については、５の書類提出時において返信用封筒に１１０円切手を貼付し、申し出

た場合のみ受け付けるものとする。 
７ 入札手続等 

⑴ 入札方法 
総価で行う。なお、落札決定に当たっては、入札書に記載された金額に当該金額の１００分の

１０に相当する額を加算した金額（当該金額に１円未満の端数があるときは、その端数金額を切

り捨てるものとする。）をもって落札価格とするので、入札者は、消費税及び地方消費税に係る課

税事業者であるか免税事業者であるかを問わず、見積もった金額の１１０分の１００に相当する

金額を入札書に記載すること。 
⑵ 入札書の提出方法及び提出期間 

ア 提出方法 

   原則として電子入札システムにより行うこと。なお、入札に参加を希望する者が電子入札シ

ステムにより入札参加を行うことができない場合は、郵送又は持参による紙での入札を受け付

ける。 

イ 提出期間 

令和８年５月１３日（水）８時３０分から令和８年５月１８日（月）午後５時１５分まで（持

参の場合は、休日を除く午前８時３０分から午後５時１５分まで。郵送の場合は、提出期間内

必着とし、一般書留郵便又は簡易書留郵便により提出すること。） 

ウ 郵送又は持参による場合の入札書の提出先 

〒３３０－９５８８ さいたま市浦和区常盤６－４－４ さいたま市市民局区政推進部 

⑶ 開札の日時及び場所 
ア 日時 

令和８年５月１９日（火）午前１０時１５分 
イ 場所 

さいたま市浦和区常盤６－４－４ さいたま市市民局区政推進部 
⑷ 入札保証金 
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見積もった金額の１００分の５以上を納付すること。ただし、さいたま市契約規則（平成１３

年さいたま市規則第６６号）第９条の規定に該当する場合は、免除とする。 
 ⑸ 最低制限価格 
   設定しない。 

⑹ 落札者の決定方法 
さいたま市契約規則第１１条第１項及び第２項の規定に基づいて作成した予定価格の制限の範

囲内で、最低の価格をもって有効な入札を行った者を落札者とする。 
⑺ 入札の無効 

さいたま市契約規則第１３条に該当する入札は無効とする。 

⑻ 入札事務を担当する課 
さいたま市浦和区常盤６－４－４ さいたま市市民局区政推進部 
電話 ０４８（８２９）１８３４ ＦＡＸ ０４８（８２９）１９９２ 

８ 契約手続等 
⑴ 契約保証金 

契約金額の１００分の１０以上を納付すること。ただし、さいたま市契約規則第３０条の規定

に該当する場合は、免除とする。 
⑵ 契約書作成の要否 

要 
⑶ 議決の要否 

否 
９ その他 

⑴ 提出された競争入札参加申込兼資格確認申請書等は、返却しない。 
⑵ この契約において使用する言語及び通貨は、日本語及び日本国通貨に限る。 

⑶ 契約条項等は、さいたま市市民局区政推進部及びホームページにおいて閲覧できる。 

https://www.city.saitama.lg.jp/005/001/017/009/index.html 

⑷ 詳細は、入札説明書による。 

 

さいたま市告示第６５９号 

さいたま市被保護者健康管理支援業務について、次のとおり一般競争入札を行うので、地方自治法

施行令（昭和２２年政令第１６号。以下「施行令」という。）第１６７条の６の規定に基づき公告す

る。 
令和８年４月９日 

さいたま市長 清 水 勇 人 
１ 競争入札に付する事項 

⑴ 件名 
さいたま市被保護者健康管理支援業務 

⑵ 履行場所 
さいたま市浦和区常盤６－４－４外 

⑶ 業務概要 

https://www.city.saitama.lg.jp/005/001/017/009/index.html
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仕様書のとおり 
⑷ 履行期間 

契約締結日から令和９年３月１９日まで 
２ 競争入札参加資格に関する事項 

本入札に参加を希望する者は、次の全ての要件を満たしていなければならない。 
⑴ 本入札の告示日において、令和７・８年度さいたま市競争入札参加資格者名簿（物品等）（以下

「名簿」という。）の業種表・営業品目一覧のうち、業種区分「催物、映画、広告、その他の業務」、

営業品目「その他の業務」で登載されている者であること。 

⑵ 次のいずれにも該当しない者であること。 
ア 特別な理由がある場合を除き、契約を締結する能力を有しない者、破産手続開始の決定を受

けて復権を得ない者及び暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律（平成３年法律第７

７号）第３２条第１項各号に掲げる者 
イ 施行令第１６７条の４第２項の規定により、さいたま市の一般競争入札に参加させないこと

とされた者 
⑶ 本入札の告示日から入札日までの間、さいたま市物品購入等及び委託業務業者入札参加停止要

綱（平成１９年さいたま市制定）による入札参加停止の措置又はさいたま市の締結する契約から

の暴力団排除措置に関する要綱（平成１３年さいたま市制定）による入札参加除外の措置を受け

ている期間がない者であること。 

⑷ 過去２年の間に、診療報酬明細書等の医療データ分析業務の事業実績を有する者であること。 

⑸ 過去２年の間に、国民健康保険等における生活習慣病重症化予防の保健指導業務の実績を有す

る者であること。 

３ 入札手続の方法  

本入札は、さいたま市物品調達等電子入札運用基準（令和７年さいたま市制定）に基づき、入札 

手続を埼玉県電子入札共同システム（以下「電子入札システム」という。）により行う。電子入札シ 

ステムで利用可能な電子証明書（ＩＣカード）を取得し、電子入札システムの利用者登録が完了し 

ている者は、電子入札システムにより入札参加を行うこと。 

４ 入札説明書の交付 
入札情報公開システム及びさいたま市ホームページに掲載する。  

⑴ さいたま市ホームページアドレス 
https://www.city.saitama.lg.jp/005/001/017/006/003/p129517.html 

⑵ 交付期間  
告示の日から令和８年５月７日（木）まで  

⑶ 交付費用  
無償 

５ 競争入札参加申込兼資格確認申請書の提出 
本入札に参加を希望する者は、入札参加申込及び入札参加資格の確認審査（以下「確認審査」と

いう。）の申請を行わなければならない。名簿に登載されている者であっても、入札期日において確

認審査を受けていない者は、入札に参加する資格を有しない。 
⑴ 提出書類 

https://www.city.saitama.lg.jp/005/001/017/006/003/p129517.html
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ア 競争入札参加申込兼資格確認申請書 
イ 入札説明書に定める書類 

⑵ 受付期間 
４⑵に同じ 

６ 競争入札参加資格確認結果通知書の交付 
入札参加資格の確認結果は、電子入札システムにより交付するものとする。なお、電子入札シス

テムにより通知できない者にあっては、次のとおり交付するものとする。 
⑴ 交付場所  

さいたま市浦和区常盤６－４－４ さいたま市福祉局生活福祉部生活福祉課  
担当 保護係 電話 ０４８（８２９）１８４５  

⑵ 交付日時  
令和８年５月１２日（火）午前９時から午後４時まで  

⑶ その他  
郵送希望者については、５の書類提出時において返信用封筒に１１０円切手を貼付し、申し出

た場合のみ受け付けるものとする。 
７ 入札手続等 

⑴ 入札方法 
総価で行う。なお、落札決定に当たっては、入札書に記載された金額に当該金額の１００分の

１０に相当する額を加算した金額（当該金額に１円未満の端数があるときは、その端数金額を切

り捨てるものとする。）をもって落札価格とするので、入札者は、消費税及び地方消費税に係る課

税事業者であるか免税事業者であるかを問わず、見積もった金額の１１０分の１００に相当する

金額を入札書に記載すること。 
⑵ 入札書の提出方法及び提出期間  

ア 提出方法 

原則として電子入札システムにより行うこと。なお、入札に参加を希望する者が電子入札シ

ステムにより入札参加を行うことができない場合は、郵送又は持参による紙での入札を受け付

ける。 

 イ 提出期間  

令和８年５月１３日（水）から令和８年５月１８日（月）まで（持参の場合は、さいたま市

の休日を定める条例（平成１３年さいたま市条例第２号）第１条第１項に規定する休日を除く

午前９時から午後４時まで。郵送の場合は、提出期間内必着とし、一般書留郵便又は簡易書留

郵便により提出すること。） 
ウ 郵送又は持参による場合の入札書の提出先  

〒３３０－９５８８ さいたま市浦和区常盤６－４－４ さいたま市福祉局生活福祉部生活

福祉課 

⑶ 開札の日時及び場所  
ア 日時  

令和８年５月２０日（水）午前１０時００分  
イ 場所  
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さいたま市浦和区常盤６－４－４ さいたま市福祉局生活福祉部生活福祉課 
⑷ 入札保証金 

見積もった金額の１００分の５以上を納付すること。ただし、さいたま市契約規則（平成１３

年さいたま市規則第６６号）第９条の規定に該当する場合は、免除とする。 
⑸ 最低制限価格 
  設定しない。 
⑹ 落札者の決定方法 

さいたま市契約規則第１１条第１項及び第２項の規定に基づいて作成した予定価格の制限の範

囲内で最低の価格をもって有効な入札を行った者を落札者とする。 
⑺ 入札の無効 

さいたま市契約規則第１３条に該当する入札は無効とする。 

⑻ 入札事務を担当する課 
さいたま市浦和区常盤６－４－４ さいたま市福祉局生活福祉部福祉総務課 
電話 ０４８（８２９）１２５２ ＦＡＸ ０４８（８２９）１９６１ 

⑼ 業務を担当する課 
さいたま市浦和区常盤６－４－４ さいたま市福祉局生活福祉部生活福祉課 
電話 ０４８（８２９）１８４５ ＦＡＸ ０４８（８２９）１９６１ 

８ 契約手続等 
⑴ 契約保証金 

契約金額の１００分の１０以上を納付すること。ただし、さいたま市契約規則第３０条の規定

に該当する場合は、免除とする。 
⑵ 契約書作成の要否 

要 
⑶ 議決の要否 

否 
９ その他 

⑴ 契約条項等は、さいたま市福祉局生活福祉部生活福祉課及びホームページにおいて閲覧できる。 

  https://www.city.saitama.lg.jp/005/001/017/009/index.html 

⑵ 詳細は、入札説明書による。 

 

さいたま市告示第６３９号 

令和８年度さいたま市保健事業と介護予防の一体的実施個別指導業務（健康状態不明者）につい

て、次のとおり一般競争入札を行うので、地方自治法施行令（昭和２２年政令第１６号。以下「施行

令」という。）第１６７条の６の規定に基づき公告する。 

令和８年４月６日 
さいたま市長 清 水 勇 人 

１ 競争入札に付する事項 
⑴ 件名 

さいたま市保健事業と介護予防の一体的実施個別指導業務（健康状態不明者） 

https://www.city.saitama.lg.jp/005/001/017/009/index.html
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⑵ 履行場所 
さいたま市浦和区常盤６－４－４ さいたま市福祉局長寿応援部いきいき長寿推進課外 

⑶ 業務概要 
入札説明書のとおり 

⑷ 履行期間 
契約締結日から令和９年３月２５日まで 

２ 競争入札参加資格に関する事項 
本入札に参加を希望する者は、次の全ての要件を満たしていなければならない。 

⑴ 本入札の告示日において、令和７・８年度さいたま市競争入札参加資格者名簿（物品等）（以下

「名簿」という。）の業種表・営業品目一覧のうち、業種区分「電算」又は「催物、映画、広告、

その他の業務」で登載されている者であること。 

⑵ 次のいずれにも該当しない者であること。 
ア 特別な理由がある場合を除き、契約を締結する能力を有しない者、破産手続開始の決定を受

けて復権を得ない者及び暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律（平成３年法律第７

７号）第３２条第１項各号に掲げる者 

イ 施行令第１６７条の４第２項の規定により、さいたま市の一般競争入札に参加させないこと

とされた者 
 ⑶ 本入札の告示日から開札日までの間、さいたま市物品購入等及び委託業務業者入札参加停止要 

綱（平成１９年さいたま市制定）による入札参加停止の措置又はさいたま市の締結する契約から 

の暴力団排除措置に関する要綱（平成１３年さいたま市制定）による入札参加除外の措置を受け 

ている期間がない者であること。 
 ⑷ 開札日において、会社更生法（平成１４年法律第１５４号）に基づき更生手続開始の申立てが

なされている者でないこと。ただし、更生手続開始の決定がなされている者はこの限りでない。 

 ⑸ 開札日において、民事再生法（平成１１年法律第２２５号）に基づき再生手続開始の申立てが

なされている者でないこと。ただし、再生手続開始の決定がなされている者はこの限りでない。 
⑹ 一般財団法人日本情報経済社会推進協会からのプライバシーマーク（ＪＩＳＱ１５００１）付

与認定又は情報セキュリティマネジメントシステム認定基準ＪＩＳＱ２７００１（ＩＳＯ／ＩＥ

Ｃ２７００１）の認定を受けている者であること。 
⑺ 令和２年度以降に、国（独立行政法人を含む。）、地方公共団体または後期高齢者医療広域連合

と、同種同規模の業務の契約を締結し、履行した実績があること。 
３ 入札手続の方法 

本入札は、さいたま市物品調達等電子入札運用基準（令和７年さいたま市制定）に基づき、入札

手続を埼玉県電子入札共同システム（以下「電子入札システム」という。）により行う。電子入札シ

ステムで利用可能な電子証明書（ＩＣカード）を取得し、電子入札システムの利用者登録が完了し

ている者は、電子入札システムにより入札参加を行うこと。 

４ 入札説明書の交付 
さいたま市ホームページ及び埼玉県入札情報公開システムに掲載する。 
さいたま市ホームページＵＲＬ 

https://www.city.saitama.lg.jp/005/001/017/006/003/p129323.html 

https://www.city.saitama.lg.jp/005/001/017/006/003/p129323.html
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⑴ 交付期間 
告示の日から令和８年４月１７日（金）まで（さいたま市の休日を定める条例（平成１３年さ

いたま市条例第２号）第１条第１項に規定する休日（以下「休日」という。）を除く午前８時３０

分から午後５時１５分まで） 

⑵ 交付費用 

   無償 

５ 競争入札参加申込兼資格確認申請書の提出 
本入札に参加を希望する者は、入札参加申込及び入札参加資格の確認審査（以下「確認審査」と

いう。）の申請を行わなければならない。名簿に登載されている者であっても、入札期日において確

認審査を受けていない者は、入札に参加する資格を有しない。 
⑴ 提出書類及び提出方法 

入札説明書に記載のとおりとする。 
⑵ 受付期間 

告示の日から令和８年４月１７日（金）午後５時１５分まで（休日を除く午前８時３０分から

午後５時１５分まで） 
６ 競争入札参加資格の確認通知 

入札参加資格の確認結果は、電子入札システムにより交付するものとする。なお、電子入札シス

テムにより通知できない者にあっては、次のとおり交付するものとする。 
⑴ 交付場所 

さいたま市浦和区常盤６－４－４ さいたま市福祉局長寿応援部いきいき長寿推進課 

担当 介護予防係 電話 ０４８（８２９）１２８６ 
⑵ 交付日時 

令和８年４月２１日（火）午前８時３０分から午後５時１５分まで 
⑶ その他 

郵送希望者については、５の書類提出時において返信用封筒に１１０円切手を貼付し、申し出

た場合のみ受け付けるものとする。 
７ 入札手続等 

⑴ 入札方法 
総価で行う。なお、落札決定に当たっては、入札書に記載された金額に当該金額の１００分の

１０に相当する額を加算した金額（当該金額に１円未満の端数があるときは、その端数金額を切

り捨てるものとする。）をもって落札価格とするので、入札者は、消費税及び地方消費税に係る課

税事業者であるか免税事業者であるかを問わず、見積もった金額の１１０分の１００に相当する

金額を入札書に記載すること。 
⑵ 入札書の提出方法及び提出期間 

ア 提出方法 

   原則として電子入札システムにより行うこと。なお、入札に参加を希望する者が電子入札シ

ステムにより入札参加を行うことができない場合は、郵送又は持参による紙での入札を受け付

ける。 

イ 提出期間 
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令和８年４月２３日（木）午前８時３０分から令和８年４月２７日（月）午後５時１５分ま

で（持参の場合は、休日を除く午前８時３０分から午後５時１５分まで。郵送の場合は、提出

期間内必着とし、一般書留郵便又は簡易書留郵便により提出すること。） 

ウ 郵送又は持参による場合の入札書の提出先 

   〒３３０－９５８８ さいたま市浦和区常盤６－４－４ さいたま市福祉局長寿応援部いき 

いき長寿推進課 

⑶ 開札の日時及び場所 
ア 日時 

令和８年４月２８日（火）午前１０時００分 
イ 場所 

さいたま市浦和区常盤６－４－４ さいたま市福祉局長寿応援部いきいき長寿推進課 
⑷ 入札保証金 

見積もった金額の１００分の５以上を納付すること。ただし、さいたま市契約規則（平成１３

年さいたま市規則第６６号）第９条の規定に該当する場合は、免除とする。 
 ⑸ 最低制限価格 
   設定する。なお、初度入札において最低制限価格を下回る入札をした者は、再度入札に参加す

ることができない。 
⑹ 落札者の決定方法 

さいたま市契約規則第１１条第１項及び第２項の規定に基づいて作成した予定価格の制限の範

囲内で、同条第４項及び第５項に基づいて作成した最低制限価格以上の価格をもって入札を行っ

た者のうち、最低の価格をもって有効な入札を行った者を落札者とする。 
⑺ 入札の無効 

さいたま市契約規則第１３条に該当する入札は無効とする。 

⑻ 入札事務を担当する課 
さいたま市浦和区常盤６－４－４ さいたま市福祉局長寿応援部高齢福祉課 
電話 ０４８（８２９）１２５９ ＦＡＸ ０４８（８２９）１９８１ 

⑼ 業務を担当する課 
さいたま市浦和区常盤６－４－４ さいたま市福祉局長寿応援部いきいき長寿推進課 
電話 ０４８（８２９）１２８６ ＦＡＸ ０４８（８２９）１９８１ 

８ 契約手続等 
⑴ 契約保証金 

契約金額の１００分の１０以上を納付すること。ただし、さいたま市契約規則第３０条の規定

に該当する場合は、免除とする。 
⑵ 契約書作成の要否 

要 
⑶ 議決の要否 

否 
９ その他 

⑴ 提出された競争入札参加申込兼資格確認申請書等は、返却しない。 
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⑵ この契約において使用する言語及び通貨は、日本語及び日本国通貨に限る。 

⑶ 契約条項等は、さいたま市福祉局長寿応援部いきいき長寿推進課及びホームページにおいて閲

覧できる。 

https://www.city.saitama.lg.jp/005/001/017/009/index.html 

⑷ 詳細は、入札説明書による。 

 

さいたま市告示第６３６号 

さいたま市乳幼児健康診査・幼児歯科健康診査書類等印刷・封入業務について、次のとおり一般競

争入札を行うので、地方自治法施行令（昭和２２年政令第１６号。以下「施行令」という。）第１６

７条の６の規定に基づき公告する。 
令和８年４月６日 

さいたま市長 清 水 勇 人 
１ 競争入札に付する事項 

⑴ 件名 
さいたま市乳幼児健康診査・幼児歯科健康診査書類等印刷・封入業務 

⑵ 履行場所 
さいたま市浦和区常盤６－４－４ 外 

⑶ 業務概要 
仕様書のとおり 

⑷ 履行期間 
契約締結の日から令和９年３月１２日まで 

２ 競争入札参加資格に関する事項 
本入札に参加を希望する者は、次の全ての要件を満たしていなければならない。 

⑴ 本入札の告示日において、令和７・８年度さいたま市競争入札参加資格者名簿（物品等）（以下

「名簿」という。）の業種表・営業品目一覧のうち、業種区分「印刷」又は業種区分「催物、映画、

広告、その他の業務」、営業品目（大分類）「その他の業務」内の営業品目（小分類）「封入及び封

かん業務」で登載されている者であること。 
⑵ 次のいずれにも該当しない者であること。 

ア 特別な理由がある場合を除き、契約を締結する能力を有しない者、破産手続開始の決定を受

けて復権を得ない者及び暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律（平成３年法律第７

７号）第３２条第１項各号に掲げる者 
イ 施行令第１６７条の４第２項の規定により、さいたま市の一般競争入札に参加させないこと

とされた者 
⑶ 本入札の告示日から開札日までの間、さいたま市物品購入等及び委託業務業者入札参加停止要 

綱（平成１９年さいたま市制定）による入札参加停止の措置又はさいたま市の締結する契約から 
の暴力団排除措置に関する要綱（平成１３年さいたま市制定）による入札参加除外の措置を受け 
ている期間がない者であること。 

⑷ 開札日において、会社更生法（平成１４年法律第１５４号）に基づき更生手続開始の申立てが

なされている者でないこと。ただし、更生手続開始の決定がなされている者はこの限りでない。 

https://www.city.saitama.lg.jp/005/001/017/009/index.html
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⑸ 開札日において、民事再生法（平成１１年法律第２２５号）に基づき再生手続開始の申立てが

なされている者でないこと。ただし、再生手続開始の決定がなされている者はこの限りでない。 
３ 入札説明書の交付 

本入札に参加を希望する者に対し、入札説明書を交付するものとする。 
 ⑴ 交付場所 

さいたま市ホームページＵＲＬ 
https:/www.city.saitama.lg.jp/005/001/017/006/003 

⑵ 交付期間 
告示の日から令和８年４月１５日（水）午後５時１５分まで 

⑶ 交付費用 

無償 

４ 競争入札参加申込兼資格確認申請書の提出 
本入札に参加を希望する者は、入札参加申込及び入札参加資格の確認審査（以下「確認審査」と

いう。）の申請を行わなければならない。名簿に登載されている者であっても、入札期日において確

認審査を受けていない者は、入札に参加する資格を有しない。 
⑴ 提出書類及び提出方法 

入札説明書に記載のとおりとする。 
⑵ 受付期間 

告示の日から令和８年４月１７日（金）午後５時１５分まで 
５ 競争入札参加資格確認結果通知書の交付 

確認審査終了後、競争入札参加資格確認結果通知書を交付するものとする。 
⑴ 交付場所 

さいたま市浦和区常盤６－４－４ さいたま市子ども未来局子ども育成部母子保健課 
担当 母子保健係 電話 ０４８（８２９）１５８６ 

⑵ 交付日時 
令和８年４月２１日（火）午前８時３０分から午後５時１５分まで 

⑶ その他 
郵送希望者については、５の書類提出時において返信用封筒に１１０円切手を貼付し、申し出

た場合のみ受け付けるものとする。 
６ 入札手続等 

⑴ 入札方法 
総価で行う。なお、落札決定に当たっては、入札書に記載された金額に当該金額の１００分の

１０に相当する額を加算した金額（当該金額に１円未満の端数があるときは、その端数金額を切

り捨てるものとする。）をもって落札価格とするので、入札者は、消費税及び地方消費税に係る課

税事業者であるか免税事業者であるかを問わず、見積もった金額の１１０分の１００に相当する

金額を入札書に記載すること。 
⑵ 入札の日時及び場所 
 ア 日時 

    令和８年４月２４日（金）午前１０時００分 
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 イ 場所 
    さいたま市浦和区常盤６－４－４ さいたま市役所西会議棟第２会議室 

⑶ 入札保証金 
見積もった金額の１００分の５以上を納付すること。ただし、さいたま市契約規則（平成１３

年さいたま市規則第６６号）第９条の規定に該当する場合は、免除とする。 
⑷ 開札の日時及び場所 

ア 日時 
令和８年４月２４日（金）入札終了後、直ちに行う。 

イ 場所 
６⑵イに同じ 

⑸ 最低制限価格 
  設定する。なお、初度入札において最低制限価格を下回る入札をした者は、再度入札に参加す

ることができない。 
⑹ 落札者の決定方法 

さいたま市契約規則第１１条第１項及び第２項の規定に基づいて作成した予定価格の制限の範

囲内で最低の価格をもって有効な入札を行った者を落札者とする。 
⑺ 入札の無効 

さいたま市契約規則第１３条に該当する入札は無効とする。 

⑻ 入札事務を担当する課 
さいたま市浦和区常盤６－４－４ さいたま市子ども未来局子ども育成部子ども・青少年政策

課 
電話 ０４８（８２９）１９０９ ＦＡＸ ０４８（８２９）１９６０ 

⑼ 業務を担当する課 
さいたま市浦和区常盤６－４－４ さいたま市子ども未来局子ども育成部母子保健課 
電話 ０４８（８２９）１５８６ ＦＡＸ ０４８（８２９）１９６０ 

７ 契約手続等 
⑴ 契約保証金 

契約金額の１００分の１０以上を納付すること。ただし、さいたま市契約規則第３０条の規定

に該当する場合は、免除とする。 
⑵ 契約書作成の要否 

要 
⑶ 議決の要否 

否 
８ その他 

⑴ 提出された競争入札参加申込兼資格確認申請書等は、返却しない。 
⑵ この契約において使用する言語及び通貨は、日本語及び日本国通貨に限る。 

⑶ 契約条項等は、さいたま市子ども未来局子ども育成部母子保健課及びホームページにおいて閲

覧できる。 

https://www.city.saitama.lg.jp/005/001/017/009/index.html 

https://www.city.saitama.lg.jp/005/001/017/009/index.html
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⑷ 詳細は、入札説明書による。 

 

 

〔水道局〕 

○特定調達契約に係る一般競争入札の公告 

さいたま市水道局公告（調達）第１０号 
次のとおり特定調達契約に係る一般競争入札に付します。 

令和８年４月１５日 
さいたま市水道事業管理者 小 島 豪 彦 

１ 競争入札に付する事項 
⑴ 件名 
  サーバ機器等の賃貸借 
⑵ 借入場所 

さいたま市浦和区常盤６－１４－１６ 水道庁舎 外 
⑶ 特質等 

入札説明書のとおり 
⑷ 借入期間 

令和８年１２月１日から令和１３年１１月３０日まで 
２ 競争入札参加資格に関する事項 

本入札に参加を希望する者は、次の全ての要件を満たしていなければならない。 
⑴ 令和８年度さいたま市の特定調達契約に係る物品等の競争入札の参加資格に関する審査を受け、

業種表・営業品目一覧のうち、業種区分「賃貸」、営業品目（大分類）「ＯＡ機器・用品」内の営

業品目（小分類）「パソコン（付属品含む）」の資格を有すると認められた者であること。なお、

令和７・８年度さいたま市競争入札参加資格者名簿（物品等）（以下「名簿」という。）に同営業

品目で登載されている者については、この審査を受けたものとみなす。名簿に登載のない者（当

該営業品目について登載がない者を含む。）は、さいたま市財政局契約管理部契約課に所定の様式

により、令和８年４月２７日（月）までに資格審査の申請を行うこと。 
https://www.city.saitama.lg.jp/005/001/017/010/005/p015031.html 

⑵ 次のいずれにも該当しない者であること。 
ア 特別な理由がある場合を除き、契約を締結する能力を有しない者、破産手続開始の決定を受

けて復権を得ない者及び暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律（平成３年法律第７

７号）第３２条第１項各号に掲げる者 
イ 地方自治法施行令（昭和２２年政令第１６号）第１６７条の４第２項の規定により、さいた

ま市の一般競争入札に参加させないこととされた者 
⑶ 本入札の公告日から入札日までの間、さいたま市水道局物品購入等及び委託業務業者入札参加

停止要綱（平成１９年さいたま市水道局制定）による入札参加停止の措置又はさいたま市の締結

する契約からの暴力団排除措置に関する要綱（平成１３年さいたま市制定）による入札参加除外

の措置を受けている期間がない者であること。 
⑷ 開札日において、会社更生法（平成１４年法律第１５４号）に基づき更生手続開始の申立てが

https://www.city.saitama.lg.jp/005/001/017/010/005/p015031.html
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なされている者でないこと。ただし、更生手続開始の決定がなされている者はこの限りでない。 

⑸ 開札日において、民事再生法（平成１１年法律第２２５号）に基づき再生手続開始の申立てが

なされている者でないこと。ただし、再生手続開始の決定がなされている者はこの限りでない。 
⑹ 仕様書の内容を遵守し、賃貸借された納入機器を設置及び設定し、常時正常な状態又は十分に

機能が働く状態に維持し、万一問題が生じた場合、即時に対応ができること。 
３  入札手続の方法  

本入札は、さいたま市物品調達等電子入札運用基準（令和７年さいたま市制定）に基づき、入札

手続を埼玉県電子入札共同システム（以下「電子入札システム」という。）により行う。電子入札シ

ステムで利用可能な電子証明書（ＩＣカード）を取得し、電子入札システムの利用者登録が完了し

ている者は、電子入札システムにより入札参加を行うこと。 
４ 入札説明書等の交付 

本入札に参加を希望する者に対し、入札説明書等を交付するものとする。 
⑴ 交付方法 

さいたま市ホームページ及び埼玉県入札情報公開システム（以下「情報公開システム」という。）

に掲載する。 
https://www.city.saitama.lg.jp/001/006/002/050/001/002/080/p118383.html 

⑵ 交付期間 
公告の日から令和８年５月１１日（月）まで 

⑶ 交付費用 
無償 

５ 競争入札参加申込兼資格確認申請書の提出 
本入札に参加を希望する者は、入札参加申込及び入札参加資格の確認審査（以下「確認審査」と

いう。）の申請を行わなければならない。名簿に登載されている者であっても、入札期日において確

認審査を受けていない者は、入札に参加する資格を有しない。 
⑴ 提出書類 

ア 競争参加資格確認申請書（電子入札システムを利用する場合） 
イ 競争入札参加申込兼資格確認申請書（電子入札システムが利用できない場合） 

⑵ 受付期間 
令和８年４月１５日（水）午前９時から令和８年５月１１日（月）午後４時まで（持参の場合

は、さいたま市の休日を定める条例（平成１３年さいたま市条例第２号）第１条第１項に規定す

る休日を除く午前９時から午後４時まで） 
⑶ 提出方法 

原則として電子入札システムにより行うこと。その場合、⑴アを電子入札システムより提出す

ること。 
なお、入札に参加を希望する者が電子入札システムにより入札参加を行うことができない場合

は、郵送、持参又は電子メールにより⑴イの提出を受け付けるものとする。 
⑷ 郵送、持参又は電子メールによる受付場所 

〒３３０－８５３２ さいたま市浦和区常盤６－１４－１６ さいたま市水道局業務部管財課

契約係 

https://www.city.saitama.lg.jp/001/006/002/050/001/002/080/p118383.html
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電子メールアドレス keiyaku-suido-kanzai@city.saitama.lg.jp 
６ 競争入札参加資格の結果通知 

確認審査終了後、競争入札参加資格の結果は、電子入札システムにより交付するものとする。な

お、電子入札システムにより通知できない者にあたっては、次のとおり交付するものとする。 

⑴ 交付場所 
５⑷に同じ 

⑵ 交付日時 
令和８年５月２２日（金）午前９時から午後４時まで 

⑶ その他 
郵送希望者については、５の書類提出時において返信用封筒（角形２号封筒又はこれに類する

寸法のもの）に１８０円切手を貼付し、申し出た場合のみ受け付けるものとする。 
７ 仕様書等に関する質問及び回答  

仕様書等に関して質問がある場合は、さいたま市ホームページ（４⑴に同じ）又は情報公開シス

テムから質問書をダウンロードし、次のとおり提出すること。 
⑴ 提出先 

〒３３０－８５３２ さいたま市浦和区常盤６－１４－１６ さいたま市水道局業務部管財課

契約係 
電話 ０４８（７１４）３０８０ ＦＡＸ ０４８（８３２）３３３６ 
電子メールアドレス keiyaku-suido-kanzai@city.saitama.lg.jp 

⑵ 受付期間 
公告の日から令和８年５月１１日（月）午後４時まで 

⑶ 提出方法 
電子入札システム、電子メール又はＦＡＸ 

⑷ 回答方法 
仕様書等に関する質問及び回答は、令和８年５月２２日（金）に電子入札システムにおいて行う。

やむを得ない理由により、電子入札システムにおいて仕様書等に関する質問を行うことができな

い場合は、郵送または電子メールによる質問書の提出を行うことができる。この場合、回答は文

書にて送付し、併せて質問及び回答を情報公開システムに掲示する。 
８ 入札手続等 

⑴ 入札方法 
ア 原則として電子入札システムにより行うこと。なお、入札に参加を希望する者が電子入札シ

ステムにより入札参加を行うことができない場合は、郵送（一般書留又は簡易書留等）による

紙での入札を受け付ける。 
イ  提出期間は、令和８年５月２５日（月）午前９時から令和８年６月３日（水）午後５時まで

とする。 
ウ  単価（月額）で行う。入札金額は、賃借料１月当たりの額を記入すること。なお、落札決定

に当たっては、入札書に記載された金額に当該金額の１００分の１０に相当する額を加算した

金額（当該金額に１円未満の端数があるときは、その端数金額を切り捨てるものとする。）をも

って落札価格とするので、入札者は、消費税及び地方消費税に係る課税事業者であるか免税事

mailto:keiyaku-suido-kanzai@city.saitama.lg.jp
mailto:keiyaku-suido-kanzai@city.saitama.lg.jp


101 

業者であるかを問わず、見積もった金額（月額）の１１０分の１００に相当する金額を入札書

に記載すること。 
⑵ 郵送の場合の入札書の到達期限及び提出先 

ア 到達期限 
令和８年６月３日（水）午後５時までに書留郵便（簡易書留郵便を含む。）により提出するこ

と。 
イ 送付先 

５⑷に同じ 
⑶ 開札の日時及び場所 

ア 日時 
  令和８年６月４日（木）午前９時３０分 
イ 場所 

さいたま市浦和区常盤６－１４－１６ さいたま市水道局水道庁舎２階入札室 
⑷ 入札保証金 

見積もった金額（月額（税込み））に月数を乗じた額の１００分の５以上を納付すること。ただ

し、さいたま市水道局契約事務規程（平成１３年さいたま市水道部企業管理規程第３４号、以下

「契約事務規程」という。）第２２条の規定に該当する場合は、免除とする。 
⑸ 入札保証金免除申請 

ア 提出書類 
入札説明書のとおり 

イ 申請期間 
５⑵に同じ 

⑹ 落札者の決定方法 
契約事務規程第２４条の規定に基づいて作成した予定価格の制限の範囲内で、最低の価格をも

って有効な入札を行った者を落札者とする。 
⑺ 入札の無効 

契約事務規程第２７条及びさいたま市水道局特定調達契約に係る競争入札参加者心得（平成１

５年さいたま市水道局制定）第１７条に該当する入札 
⑻ 入札事務を担当する課 

さいたま市浦和区常盤６－１４－１６ さいたま市水道局業務部管財課 
電話 ０４８（７１４）３０８０ ＦＡＸ ０４８（８３２）３３３６ 

⑼ 業務を担当する課 

さいたま市浦和区常盤６－１４－１６ さいたま市水道局業務部経営企画課 
電話 ０４８（７１４）３１８６ ＦＡＸ ０４８（８３２）７７７５ 

９ 契約手続等 
⑴ 契約保証金 

契約金額（月額（税込み））に月数を乗じた額の１００分の１０以上を納付すること。ただし、

契約事務規程第６条の規定に該当する場合は、免除とする。 
⑵ 契約書作成の要否 



102 

要 
⑶ 議決の要否 

否 
１０ 入札に関する注意事項 

⑴ 入札参加資格者の確認 
入札参加資格がある旨の通知を受けた者であっても、入札時点において参加資格がない者は、

入札に参加できない。 
⑵ 入札回数等 

ア 再度入札は、１回までとする。 
イ 初度入札に参加しない者は、再度入札に参加することができない。 
ウ 再度入札には、初回の入札で無効とされた者は参加できない。 

⑶ 入札の辞退 
入札参加資格がある旨の通知を受け取った後であっても、入札を辞退することができる。 

⑷ 独占禁止法関係法令の遵守 
入札に当たっては、私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律（昭和２２年法律第５４

号）等に違反する行為を行ってはならない。 
⑸ その他 

ア 一度提出した入札書の書き換え、引き換え又は撤回することはできない。 
イ 落札とすべき同額の入札をした者が２者以上いるときは、直ちに、電子くじにより落札者を

決定する。 
１１ その他 

⑴ 提出された確認申請書等は、返却しない。 
⑵ 明らかに入札参加資格がないと認められる場合は、競争入札参加申込兼資格確認申請書等を受

理しない。 
⑶ 入札参加者は、入札後、本告示、仕様書、借入場所等についての不明を理由として、異議を申

し立てることはできない。 
⑷ この特定調達契約において使用する言語及び通貨は、日本語及び日本国通貨に限る。 
⑸ 名簿に登載のない者でこの入札に参加しようとする者の資格審査申請書類の配布、申請方法、

受付場所及び受付期間 
ア 名簿に登載のない者の資格審査申請書類の配布  

さいたま市ホームページからダウンロードできる。 
https://www.city.saitama.lg.jp/005/001/017/010/005/p015031.html 

イ 申請方法  
さいたま市電子申請・届出サービスを利用した電子申請とする。  

ウ 受付場所 
さいたま市浦和区常盤６－４－４ さいたま市財政局契約管理部契約課  

電話 ０４８（８２９）１１７９ ＦＡＸ ０４８（８２９）１９８６ 
エ 受付期間  

公告の日から令和８年４月２７日（月）まで 

https://www.city.saitama.lg.jp/005/001/017/010/005/p015031.html
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⑹ 契約条項等（契約事務規程等）は、さいたま市水道局業務部管財課において閲覧できる。 
⑺ 詳細は、入札説明書による。 

１２ Summary 

⑴ Lease contract for tender: 

 Servers and related hardware for Saitama City Waterworks Bureau 

⑵ Date and time of tender: 

  June 4, 2026, 9:30 a.m  

⑶ Contact point for the notice: 

Contract Section, Property Management Division, Department of Operation, 

Saitama City Waterworks Bureau 

6-14-16 Tokiwa, Urawa Ward, Saitama City, Saitama Prefecture, 330-8532, Japan 

Tel: 048-714-3080 

 

 

○特定調達契約の落札者等の公示 

さいたま市水道局公告（調達）第１１号 

次のとおり落札者等について公示します。 
令和８年４月１５日 

さいたま市水道事業管理者 小 島 豪 彦 
「掲載事項」 
①案件番号 ②物品等又は特定役務の名称及び数量 ③契約に関する事務を担当する組織の名称及び

所在地 ④落札者又は随意契約の相手方を決定した日 ⑤落札者又は随意契約の相手方の氏名及び住

所（法人の場合はその名称及び所在地） ⑥落札金額又は随意契約に係る契約金額 ⑦契約の相手方

を決定した手続 ⑧公告又は公示をした日 ⑨随意契約によることとした理由 

 

①１１－１ ②次亜塩素酸ナトリウム（単価契約） ５７６，０００ｋｇ ③さいたま市水道局業務

部管財課 さいたま市浦和区常盤６－１４－１６ ④令和８年３月１１日 ⑤大和化成株式会社埼玉

営業所 所長 田中正月 埼玉県幸手市上吉羽字堤外１８７０－１７ ⑥７７．００円（単価） ⑦

一般競争入札 ⑧令和８年１月２１日さいたま市水道局公告（調達）第４号 


